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日本アンチ・ドーピング規程 2021 年版  

ドラフト 20200918 

 

 
  

〜なぜ、「日本アンチ・ドーピング規程」が存在
するのか〜 

 

＜スポーツは、人類にとってかけがえのない文化
＞ 

スポーツは、人類にとって大きな価値を持ってい
ます。 

我が国が定める「スポーツ基本法」は、スポーツ
について次のように述べています。 

 

・スポーツは世界共通の普遍的な文化である。 

・すべての人々がスポーツを通じて幸福で豊かな
生活を営む権利を有する。 

 

つまりスポーツは、単に体を動かすことではなく、
健康な心と体を育み、挑戦する気持ちや相手を尊
敬する心を育ててくれるなど、私たちの社会の中
で、欠かすことのできない役割を持っています。
その役割は、国や地域、時代の違いを超えた「人
類共通の文化」として培われてきたものであり、
私たちは、スポーツを通じて幸福で豊かな生活を
営む「権利」を持っています。そして同時に、一
人ひとりが、スポーツという文化を守り、後世に
受け継いでいく担い手でもあるのです。 

 

スポーツを重要な「文化」ととらえ、すべての人
がスポーツに参加する「権利」を持つという考え
方は、ユネスコによる国際憲章にも規定された、
「世界共通の認識」です。それほど、スポーツと
は、人類にとって大切な価値を持った文化なので
す。 

 

＜スポーツを成り立たせるための必須条件とは？
＞ 

では、すべての人が、スポーツの価値を享受し、
幸福で豊かな生活を営むための条件とは何でしょ
う？それは、スポーツが、すべての参加者にとっ
て「フェア（公正・公平）」にとりおこなわれる、
ということです。たった一人でも、ドーピングに
よって、不正又は不公平な条件で参加するならば、
その時点で、スポーツはスポーツとして成り立ち
ません。たった一人のドーピングは、競技者はも
ちろん、支える人や応援する人などスポーツに関
わる「すべての人の権利」を奪うことになる。だ
からこそ、スポーツは、常にドーピングから守ら
れ、すべての人にとって「フェア」でなくてはな
らないのです。 
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＜日本アンチ・ドーピング規程は、フェアなスポー
ツを守るための、私たちの約束事＞ 

スポーツは「世界共通の普遍的な文化」です。だ
からこそ、スポーツを「フェアな場」とし保証す
るためのルールも世界共通でなければなりませ
ん。そうして生まれたルールが「世界アンチ・ドー
ピング規程」と「国際基準」です。これらのルー
ルは、世界中の様々な競技に携わる人々や、競技
者や競技団体、アンチ・ドーピング機関など、い
ろいろな立場の人々が意見を出し合い、協議して
つくられた私たちみんなの約束事であり、世界ア
ンチ・ドーピング機構（World Anti-Doping Agency 
以下「WADA」という。）によって管理されてい
ます。そして、この世界共通のルールを、日本国
内に適応させるために「日本アンチ・ドーピング
規程」が存在しています。日本アンチ・ドーピン
グ規程は、世界アンチ・ドーピング規程に記され
ている各条項に基づいて作成されており、国内に
おいてフェアなスポーツを守るためのルールであ
ると同時に、世界各国と協調してアンチ・ドーピ
ング活動を推進するためのルールでもあります。 

 

＜すべての人が取り組む、アンチ・ドーピング活
動＞ 

日本アンチ・ドーピング機構（Japan Anti-Doping 
Agency 以下「JADA」という。）は、WADAや国
内の関係機関と連携を図りながら、「日本アンチ・
ドーピング規程」の取りまとめを行い、その取り
決めに基づいて、国内のドーピング検査や啓発活
動等を行っています。しかし、アンチ・ドーピン
グ活動とは「JADAだけの活動」ではありません。
スポーツという文化を守り、スポーツのフェアを
保証する活動は、スポーツに関わる「すべての団
体」とスポーツに参加する「すべての人」によっ
て推進されなければならない活動であり、その拠
り所が、私たち全員の約束事である「日本アンチ・
ドーピング規程」になります。 

 

 

〜アンチ・ドーピング活動のゴールとは〜 

 

＜スポーツが与えてくれる、多様な価値を守るた
めに＞ 

アンチ・ドーピング活動は、スポーツのフェアを
保証し、スポーツの「価値」を守るために存在し
ています。オリンピックやパラリンックの精神を
含め、世界中の人々が、スポーツの持つ多様な価
値を認め合っています。スポーツが私たちに与え
てくれる価値には、以下のようなものがあります。 

 

・健康 

・倫理観、フェアプレーと誠意 

・競技者の権利 
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・卓越した競技能力 

・人格と教育 

・楽しみと喜び 

・チームワーク 

・献身と真摯な取り組み 

・規則・法を尊重する姿勢 

・自分自身とその他の参加者を尊重する姿勢 

・勇気 

・共同体意識と連帯意識 

 

スポーツには、世界中の人が認める、これほど大
切な価値があります。そしてドーピングを行うこ
とは、単にその人が、違反を犯したというだけに
とどまりません。ドーピングは、あなた自身にとっ
ての「スポーツの価値」を否定し、さらには、す
べての人の「フェアなスポーツに参加する権利」
を奪います。だからこそ、私たち一人ひとりが、
「なぜドーピング違反を犯すことが全員にとって
重大なことなのか」を認識し、ドーピング違反を
しないことはもちろん、まわりや世の中の意識を
ともに高め合い、スポーツのフェアと価値を守る
ための活動を行なっていかなければなりません。 

 

＜スポーツの価値を守り、広め、よりよい社会に
貢献する＞ 

日本には、スポーツにおける、勝敗を超えた価値
や倫理を重んじる長い歴史があります。日本のス
ポーツの礎をつくった嘉納治五郎は、「順道制勝」
という言葉を提唱しました。この言葉は、「勝つ
にしても道に順って勝ち、負けるにしても道に
順って負けなければならぬ。負けても道に順って
負ければ、道に背いて勝ったよりも価値がある」
ということを意味しています。 

 

嘉納治五郎が提唱し、日本のスポーツ界に受け継
がれてきた精神は、世界の人々が推進しているア
ンチ・ドーピング活動の精神と、まさに一致する
ものです。アンチ・ドーピング活動によって、ス
ポーツの価値を守ることは、同時に「スポーツの
価値を社会全体に活かしていく」取り組みでもあ
ります。スポーツを健全に発展させ、その価値を
みんなで認識し、広めていくことで、将来の世代
や、つぎの社会を、より豊かで、より健康的なも
のへと発展させていく。アンチ・ドーピング活動
の目的はまさにそこにあります。それは、私たち
全員で、守り続け、改善し続ける取り組みなので
す。 

 
 序論 

序文 
スポーツにおいてドーピングの撲滅は最重要課題
の一つである。国際的には、1999 年、各国のスポー
ツ関係者と政府関係者の協力のもと、公正なアン
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チ・ドーピング活動の促進を目的に、国際的な機
関としてWADAが設立された。2004年には、スポー
ツにおけるアンチ・ドーピングの統一ルールであ
る世界規程が策定され、世界的なアンチ・ドーピ
ング活動の推進体制の整備が行われた。我が国で
は、2001 年 9 月に財団法人日本アンチ・ドーピン
グ機構（当時）が設立され、国内におけるドーピ
ング検査及びアンチ・ドーピングに関する教育、
普及・啓発を実施してきた。このような中、国際
連合教育科学文化機関（以下「ユネスコ」という。）
では、2005 年に開催された第 33 回ユネスコ総会に
おいて、WADA を中心とした国内及び世界レベル
での協力活動における推進・強化体制の確立を目
的としたユネスコ国際規約が採択され、我が国は
2006 年 12 月に同国際規約を締結し、同国際規約
は、2007 年 2 月に発効した。 
 
2011 年 6 月にスポーツ基本法が（平成 23 年法律第
78 号）成立し、その中で、JSPO、JPSA、及びその
他の競技団体が開催する競技大会における競技水
準の向上や、JOC、JPC、及びその他のスポーツ団
体による国際的な規模のスポーツの振興と共に、
アンチ・ドーピング活動の推進が位置づけられた。
スポーツ基本法に基づき定められたスポーツ基本
計画（第 1 期：2012 年 4 月～2017 年 3 月、及び第
2 期：2017 年 4 月～2022 年 3 月）においても、ク
リーンでフェアなスポーツの推進によるスポーツ
の価値の向上が総合的に取り組むべき施策として
位置づけられている。 
 
2013 年には独立行政法人日本スポーツ振興セン
ター法が改正され、JSC の業務に、「スポーツに
関する活動が公正かつ適切に実施されるようにす
るため必要な業務」が追加され、そのひとつとし
て「スポーツにおけるドーピングの防止活動の推
進に関する業務」が挙げられている。 
 
 
2018 年 10 月には、スポーツ基本法及びユネスコ国
際規約の趣旨にのっとり、わが国で初となるアン
チ・ドーピングに関する法律「スポーツにおける
ドーピングの防止活動の推進に関する法律（平成
30 年法律第 58 号）（以下「ドーピング防止活動推
進法」という。）」が施行され、2019 年 3 月には
ドーピング防止活動推進法第 11条第 1項の規定に
基づき、アンチ・ドーピング活動に関する意義や
基本的事項等が定められた「スポーツにおける
ドーピング防止活動に関する施策を総合的に推進
するための基本的な方針（以下「ドーピング防止
活動基本方針」という。）」が決定された。 
 
ドーピング防止活動推進法およびドーピング防止
活動基本方針は、これまでの国内アンチ・ドーピ
ング政策および、2015 年 1 月に改定された世界ア
ンチ・ドーピング規程第 22.2 項において、各国政
府は、アンチ・ドーピング機関との協力及び情報
共有並びにアンチ・ドーピング機関間のデータ共
有のために法令、規制、政策又は行政事務手続を
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とるよう定められたことを背景に、アンチ・ドー
ピング活動を総合的に推進し、もってスポーツを
行う者の心身の健全な発達及びスポーツの発展に
寄与することを目的として成立したものである。 
ドーピング防止活動基本方針の中では、以下の
ドーピング防止活動推進法第 3 条の基本理念に基
づいてアンチ・ドーピング活動が推進される旨が
明記されている。 
 
1) スポーツにおける公正性及び競技者の心身の
健康の保持増進を確保する  
 
2) ドーピングの検査における公平性及び透明性
を確保する 
 
3) JSPO、JOC、JPSA などの国内スポーツ統括団体
や、国内競技連盟の自主性及び自律性を確保する 
 
4) スポーツの多様性に配慮する 
 
さらに、ドーピング防止活動基本方針においては、
ドーピング検査の実施に関して、組織的介入の可
能性を排除し、公正性及び透明性を確保すること
の重要性を指摘している。 
 
検査立案、執行の独立性の観点については、世界
規程及び国際基準においても指摘されているのみ
ならず、各国のアンチ・ドーピング体制の構築に
おいて厳格な運用を要求している。2018 年 7 月に
WADA により実施された我が国のアンチ・ドーピ
ング体制に対する監査において、国内スポーツ統
括団体や国内競技連盟がスポーツ振興くじ助成の
申請を担う構造が、結果として検査の立案に介入
する構造となっている点が指摘され、速やかな改
善を求められた。このため、わが国の体制を根本
的に見直し、JADA が国内スポーツ統括団体や国内
競技連盟から介入されることなく、個別の計画立
案を行った上で検査を実施することができ、また、
そのための財源確保ができる体制の確立が喫緊の
課題となった。 
これを受けて、スポーツ基本法、ドーピング防止
活動推進法の理念を踏まえつつ、JSPO、JOC、
JPSA、国内競技連盟、文部科学省、スポーツ庁、
JSC、JADA の総意のもと、これらの当事者である
団体から独立し、中立性が担保された仕組みのも
とで検査および財源の規模についての基本方針を
審議・策定するためアンチ・ドーピング体制審議
委員会が設置され、この運営主体として一般社団
法人日本スポーツフェアネス推進機構が設立され
た。 
 
この結果、JADA はこの検査および財政規模につい
ての基本方針のもとで、当事者から介入されるこ
となく、個別具体的な年間の検査計画を立案し、
検査を実施できる体制が構築された。なお、アン
チ・ドーピング体制審議委員会は、国内のドーピ
ング検査が基本方針に沿って適切に実施されてい
るかについての検証を行う。 
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また、ドーピング防止活動推進法の基本理念の実
現を図るため、同法及びドーピング防止活動基本
方針には国内のアンチ・ドーピング活動に関する
組織とその役割を以下のとおり示している。 
 
-  国は、ドーピング防止活動法第 5 条に基づき、
文部科学省、特にスポーツ庁が中心となり、同法
の基本理念にのっとり、アンチ・ドーピング活動
を推進する。また、政府はアンチ・ドーピング活
動に関する施策を実施するために必要な法制上又
は財政上の措置を講じなければならない。 
 
-  JSC は、我が国におけるアンチ・ドーピング
活動における中核的な機関の 1 つとして、JADA 等
の関係機関と連携を図り、インテリジェンス活動
等の実施及び日本アンチ・ドーピング規律パネル
の運用等を通じて、スポーツ競技大会における公
正性の確保に努める。 
 
-  JADA は、日本アンチ・ドーピング規程を定
め、当該規程にのっとり、ドーピング・コントロー
ルの計画、調整、実施、監視及び改善指示を行う
権限を有し、その責任を負う。また、教育プログ
ラムの計画及び実施並びにインテリジェンス活動
等を通じたアンチ・ドーピング活動を行う。 
 
-  国内スポーツ統括団体や国内競技連盟は、日
本アンチ・ドーピング規程を遵守するとともに、
JADA との協力と連携の基に、ドーピング検査並び
にスポーツ選手及びサポートスタッフに対する教
育啓発活動に主体的に取り組む。また、アンチ・
ドーピング活動の実効性を高める上で、アンチ・
ドーピング活動推進担当者の設置に努めるととも
に、JSC の実施するアンチ・ドーピング活動に協
力する。そして、基本理念にのっとり、主体的か
つ積極的にアンチ・ドーピング活動に取り組むよ
う努める。 
 
-  WADA の認定を受けた分析機関は、ドーピン
グ検査における検体分析を行う。 
 
上記の組織においては、その役割を果たすととも
に、相互に連携を図りながら協働して国内アン
チ・ドーピング活動の推進を行っている。 
 
さらに、スポーツ庁がアンチ・ドーピングに関す
る教育、人材育成及び研究開発を推進する事業を
実施するとともに、JSC がスポーツ振興くじの助
成事業において、アンチ・ドーピングに関する情
報提供・啓発活動、ドーピング検査及びドーピン
グ分析機器等整備に対して助成を行うなど、国に
よる財政上の措置や公的な財源によって、国内の
アンチ・ドーピング活動に対する支援が行われて
いる。 
 
権限 
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我が国が締約しているユネスコ国際規約の要請事
項を踏まえ、JADA、日本スポーツフェアネス推進
機構及び JSC は、スポーツ庁と連携しスポーツの
インテグリティを保護し、促進し、発展させるこ
とに責任を負う。 
 
JADAの権限 
JADA は、本規程の管理及び監視について責任を
負い、わが国における国内アンチ・ドーピング機
関として活動する目的をもって、以下の権限を有
し、責任を負う。 
・ドーピング・コントロールにおける計画、調整、
実施 

・検体の分析によらないアンチ・ドーピング規則
違反の取り扱いに関わるドーピング調査等の実行 

・自己の管轄内におけるすべてのアンチ・ドーピ
ング規則違反の可能性を積極的に追求し、措置の
適切な執行の確保 

・国内の関係する機関・機構及びその他のアンチ・
ドーピング機関との協力 

・教育のプログラムの計画、実施、モニタリング、
評価 

・アンチ・ドーピング研究の促進 
 
[解説] 

  アンチ・ドーピング規則違反とは、本規則第2
条に定められる以下の行為を指す。 

第2.1条 競技者の検体に、禁止物質又はその代謝
物若しくはマーカーが存在すること 

第2.2条 競技者が禁止物質若しくは禁止方法を使
用すること又はその使用を企てること 

第2.3条 競技者による検体の採取の回避、拒否又
は不履行 

第2.4条 競技者による居場所情報関連義務違反 

第2.5条 競技者又はその他の人が、ドーピング・
コントロールの一部に不正干渉を施し、又は不正
干渉を企てること 

第2.6条 競技者又はサポートスタッフが禁止物質
又は禁止方法を保有すること 

第2.7条 競技者又はその他の人が、禁止物質若し
くは禁止方法の不正取引を実行し、又は、不正取
引を企てること 

第2.8条 競技者又はその他の人が、競技会（時）
において、競技者に対して禁止物質若しくは禁止
方法を投与すること、若しくは投与を企てること、
又は、競技会外において、競技者に対して競技会
外で禁止されている禁止物質若しくは禁止方法を
投与すること、若しくは投与を企てること 

第2.9条 競技者又はその他の人が、違反関与を行
い、又は違反関与を企てること 

第2.10条 競技者又はその他の人が特定の対象者
と関わること 
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第 2.11 条 競技者又はその他の人が、当局への報
告を阻止し、又は当局への通報に対して報復する
行為 
 
日本スポーツフェアネス推進機構の権限 
日本スポーツフェアネス推進機構は、中立かつ独
立性を確保したアンチ・ドーピング体制を整備・
推進することの重要性を踏まえ、以下の権限を有
し、責任を負う。 

 

・アンチ・ドーピング体制審議委員会の運営 

・アンチ・ドーピング体制審議委員会においてドー
ピング検査等の基本方針の審議・策定 

・JSC、統括団体、国内競技連盟等と連携・協力の
うえ必要な財源の確保、およびアンチ・ドーピン
グ体制整備・推進 
 
JSCの権限 

JSC は、日本のスポーツ振興及びスポーツのイン
テグリティの推進における中核的な機関として、
関係機関と連携し、アンチ・ドーピングおよび本
規程に関連し、以下の権限を有する。 

 

・スポーツ振興くじ助成等を通じ、日本のアンチ・

ドーピング活動が世界規程、国際基準に準拠する

よう支援 

・検体の分析によらないアンチ・ドーピング規則
違反に関する情報収集および行政機関等との情報
共有等に基づくドーピング調査 

・日本アンチ・ドーピング規律パネルの運営 

・関係機関と連携・協力のうえ、教育を推進 
 
 
本規程 
 
日本アンチ・ドーピング規程は、世界規程及び国
際基準に完全に適合している。日本アンチ・ドー
ピング規程及び本規程を支持する国内アンチ・
ドーピング・プログラムの目的は、次のとおりで
ある。 
 
•クリーンなスポーツ環境の保護、醸成及びスポー
ツのインテグリティを維持する 
•ドーピングのないスポーツに参加するという競
技者の基本的権利を保護し、もって国内の競技者
の健康、公平及び平等を促進する。 
•ドーピングの予防に関して、国際及び国内レベル
において、調和と協調がとれた、実効性のあるア
ンチ・ドーピング・プログラムを確保する。これ
には以下を含む。 
 
教育―意図的及び意図的でないアンチ・ドーピン
グ規則違反を予防するために、啓発し、情報を伝
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え、コミュニケ―ションを取り、価値観を浸透さ
せ、生活スキル及び判断能力を開発すること。 
 
抑止―強固な規則及び制裁措置が設けられ、すべ
ての関係者にとって重要であることを確保するこ
とによって、ドーピングを行う可能性のある者を
思い止まらせること。 
 
検出―効果的な検査及び調査体制は、抑止効果を
高めるのみならず、ドーピング行為に傾倒する者
の当該行為からの離脱を促進するとともに、アン
チ・ドーピング規則違反を行う者を捕捉すること
により、クリーンな競技者及びスポーツの精神を
保護するのに効果的である。 
 
執行―アンチ・ドーピング規則違反を行ったと認
定された者に裁定を下し、制裁措置を課すこと。 
 
法の支配―すべての関係者が本規程及び国際基準
に服することに合意したこと、並びに当該関係者
のアンチ・ドーピング・プログラムを適用するに
あたって講じられたすべての手段が本規程、国際
基準、比例性の原則及び人権を尊重するものであ
ることを確保すること。 
 
 
国内アンチ・ドーピング・プログラム 
JADA は、世界規程の署名当事者であり、またユネ
スコ国際規約の締約国である日本国がその義務を
履行するため、ユネスコ国際規約第 7 条に規定さ
れた我が国における国内アンチ・ドーピング機関
として2007年に文部科学省により指定された機関
である。ドーピング防止活動推進法及びドーピン
グ防止活動基本方針に基づき、JADA は世界規程に
従って本規程を定め、本規程に基づく活動を行う
権限を有し、その責任を負う。また世界規程第
20.5.1 項に従い、JADA は、とりわけ、その運営上
の判断・活動がスポーツ及び政府から独立してい
るために必要な権限を有し、責任を負う。これは、
国際競技連盟、国内競技連盟、主要競技大会機関、
国内オリンピック委員会、国内パラリンピック委
員会又はスポーツ庁の経営又は運営に同時に関与
している人による運営上の判断・活動の禁止を含
み、これに限られない。 
 
 
本規程の適用範囲 
 
本規程は以下に適用されるものとする。 
 
(a) JADA。その理事会構成員、理事、役員、職員

及びボランティア、並びに委託された第三者
及びその職員であって、ドーピング・コント
ロールの側面に関与している者を含む。 
 

(b) 日本の国内競技連盟。その理事会構成員、理
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事、職員及びボランティア、並びに委託され
た第三者及びその職員であって、ドーピン
グ・コントロールの側面に関与している者を
含む。 

 
(c) 日本アンチ・ドーピング規律パネル、日本ス

ポーツ仲裁機構（JSAA）、JOC、JPC、及び
JSPO 

 
(d) 次に掲げるすべての競技者、サポートスタッ
フその他の人（要保護者を含む。また、当該人が
日本の国民又は居住者であるか否かを問わない。） 
 
(i) 日本の国内競技連盟、又は日本の国内競技連
盟の会員機関・関連機関（クラブ、チーム、団体
又はリーグを含む。）の会員又はライセンス保持
者であるすべての競技者又はサポートスタッフ 
 
(ii) 競技大会、競技会その他日本の国内競技連盟
若しくは日本の国内競技連盟の会員機関・関連機
関（クラブ、チーム、団体又はリーグを含む。）
により主催、開催、授権若しくは承認された活動
（開催地を問わない。）に、競技者又はサポート
スタッフの立場において参加する、すべての競技
者及びサポートスタッフ 
 
(iii) 認定、ライセンスその他契約上の取り決めに
より、アンチ・ドーピングの目的のために、日本
の国内競技連盟又は日本の国内競技連盟の会員機
関・関連機関（クラブ、チーム、団体又はリーグ
を含む。）の権限に服する、その他の競技者、サ
ポートスタッフ又は人、並びに 
 
(iv)国内競技連盟に関連性を有さない国内競技大
会又は国内リーグの主催者により主催、開催又は
授権された活動に参加するすべての競技者及びサ
ポートスタッフ（いかなる立場において参加する
かを問わない。） 
 
［(iv)の解説：これらの主催組織は、国内のアン
チ・ドーピング・プログラムに組み込まれるもの
とする。］ 
 
(e) 世界規程がJADAに権限を付与する他のすべて
の人。日本の国民又は居住者であるすべての競技
者、及び競技目的、訓練目的等を問わず、日本に
所在するすべての競技者を含む。 
 
上記の各人は、日本におけるスポーツへの参加又
は関与の条件として、本規程を受諾し、これに同
意し、かつ本規程（その違反のための措置を含む）
を執行する JADAの権限に服したものとみなされ、
また、本規程に基づき提起された事案及び不服申
立てを聴聞し、決定する上で第 8 条及び第 13 条が
規定する聴聞パネルの管轄に服したものとみなさ
れる。 
 
［解説：世界規程が、競技者又はサポートスタッ
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フ以外の人について、世界規程に拘束されること
を義務づける場合には、かかる人は当然検体採取
又は検査の対象とならず、また禁止物質又は禁止
方法の使用又は保有のために世界規程に基づくア
ンチ・ドーピング規則違反の対象とならない。む
しろ、かかる人は世界規程の第 2.5 項（不正干渉）、
第 2.7 項（不正取引）、第 2.8 項（投与）、第 2.9
項（違反関与）、第 2.10 項（特定の対象者との関
わり）及び第 2.11 項（報復）の違反のために制裁
の対象となるに過ぎない。また、職員が世界規程
に拘束されることを義務づけるか否かは適用法次
第である。 
 
JADA は、本規程の第 23 条に従い、その理事会構
成員、理事、役員、並びに特定の職員及びボラン
ティア、そして委託された第三者及びその職員と
の取決めが、当該人のうち誰が本規程に拘束され、
本規程を遵守することに合意し、そして、アンチ・
ドーピング事案を解決する JADA の権限に合意す
るのかということに従って組み込まれる明示的な
条項を有することを確保するものとする。］ 
 
上記に定める競技者のプール全体において、本規
程に拘束されこれを遵守することが義務づけられ
る者のうち、次の競技者は本規程の目的において
国内レベルの競技者とみなされ、よって国内レベ
ルの競技者に適用される本規程の具体的な規定
（例えば、検査、TUE、居場所、及び結果管理）
が当該競技者に適用される。 
 
 
本規程において、日本国内の競技者レベル区分は
最低限以下を含むものとする。 
 
国際レベル競技者 
各国際競技連盟の定義する、国際レベルにおいて
競技する競技者 
（巻末定義項目参照） 
 
国内レベル競技者 
以下のいずれかに該当する、国際レベル競技者で
はない競技者 
・JADA によって登録検査対象者リストまたは検査
対象者リストに登録された競技者 
・JADAが別途指定する対象競技の国内最高レベル
の競技会において競技する競技者 
 
レクリエーション競技者 
JADA が定義する、レクリエーションレベルにおい
て競技する競技者 
（巻末定義項目参照） 
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 第 1 条 ドーピングの定義 

 
ドーピングとは、本規程の第 2.1 項から第 2.11 項
に定められている一又は二以上のアンチ・ドーピ
ング規則に対する違反が発生することをいう。 
 
第 2 条 アンチ・ドーピング規則違反 
 
 
第 2 条は、アンチ・ドーピング規則違反が成立す
る状況及び行為を明記することを目的とする。
ドーピング事案の聴聞会は、一又は二以上のこれ
らの個別の規則に対する違反の主張に基づき開始
されることになる。 
 
競技者又はその他の人は、アンチ・ドーピング規
則違反の構成要件、禁止表に掲げられた物質及び
方法を知る責任を負わなければならない。 
 
 
次に掲げる事項が、アンチ・ドーピング規則違反
を構成する。 
2.1 競技者の検体に、禁止物質又はその代謝物若
しくはマーカーが存在すること 
 
2.1.1 禁止物質が体内に入らないようにするこ
とは、競技者が自ら取り組まなければならない責
務である。自己の検体に禁止物質又はその代謝物
若しくはマーカーが存在した場合には、競技者は
その責任を負う。ゆえに、第 2.1 項に基づくアン
チ・ドーピング規則違反を証明するためには、競
技者側の使用に関しての意図、過誤、過失又は使
用を知っていたことが証明される必要はない。 
 
［第 2.1.1 項の解説：本項に基づくアンチ・ドーピ
ング規則違反は、競技者の過誤にかかわらず行わ
れる。この規則は、多くの CAS の決定で「厳格責
任」と呼ばれている。競技者の過誤は、第 10 条に
基づくアンチ・ドーピング規則違反の措置を判断
するにあたり考慮される。CAS はこの原則を一貫
して支持してきている。］ 
 
 
2.1.2 次のいずれかが証明された場合には、上
記第 2.1 項に基づくアンチ・ドーピング規則違反の
十分な証拠となる。 
競技者の A 検体に禁止物質又はその代謝物若しく
はマーカーが存在した場合であって、当該競技者
が B 検体の分析を放棄し、B 検体の分析が行われ
ない場合、競技者の B 検体が分析され、B 検体が、
A 検体で発見された禁止物質若しくはその代謝物
若しくはマーカーの存在を追認した場合、競技者
の A 検体若しくは B 検体が二つの部分に分けら
れ、分けられた検体のうちの追確認部分の分析が、
分けられた検体の第一の部分において発見された
禁止物質又はその代謝物若しくはマーカーの存在
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を追認した場合、又は競技者が分けられた検体の
確認部分の分析を放棄した場合。 
 
［第 2.1.2 項の解説：結果管理に責任を有するアン
チ・ドーピング機関は、競技者が B 検体の分析を
要求しない場合であっても、その裁量により B 検
体の分析を実施させることができる。］ 
 
 
2.1.3 禁止表又はテクニカルドキュメントに判
断限界が明記されている物質を除き、競技者の検
体に禁止物質又はその代謝物若しくはマーカーの
存在が検出されたことが報告された場合、その量
の多寡にかかわらず、アンチ・ドーピング規則違
反が成立する。 
 
2.1.4 第 2.1 項における一般原則の例外として、
特定の禁止物質についての報告又は評価に関する
特別な基準を禁止表、国際基準又はテクニカルド
キュメントにおいて定めることができる。 
 
 
2.2 競技者が禁止物質若しくは禁止方法を使用
すること又はその使用を企てること 
 
［第 2.2 項の解説：信頼できる方法により、禁止物
質若しくは禁止方法を使用すること、又、はその
使用を企てることが証明されてきた。第 3.2 項に対
する解説に記載するように、第 2.1 項に基づくアン
チ・ドーピング規則違反に該当することを証明す
るために求められる証拠と異なり、禁止物質若し
くは禁止方法を使用すること又はその使用を企て
ることは、競技者の自認、証人の証言、書証、ア
スリート・バイオロジカル・パスポートの一環と
して収集された長期間のプロファイリングから得
られた結論、又は、第 2.1 項に基づく禁止物質の存
在そのものを証明するための要件すべてを満たし
ているわけではない分析情報等、信頼できる方法
により証明される可能性がある。 
 
 
例えば、アンチ・ドーピング機関から、他方の検
体による追認がないことについて納得できる説明
がなされた場合には、A 検体の分析（B 検体の分析
による追認がなくても）又は B 検体のみの分析か
ら得られた信頼できる分析データにより禁止物質
の使用が証明されることもある。］ 
 
 
2.2.1 禁止物質が体内に入らないようにするこ
と及び禁止方法を使用しないようにすることは、
競技者が自ら取り組まなければならない責務であ
る。ゆえに、禁止物質又は禁止方法の使用につい
てのアンチ・ドーピング規則違反を証明するため
には、競技者側の使用に関しての意図、過誤、過
失又は使用を知っていたことが証明される必要は
ない。 
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2.2.2 禁止物質若しくは禁止方法の使用又は使
用の企てが成功したか否かは重要ではない。アン
チ・ドーピング規則違反は、禁止物質若しくは禁
止方法を使用したこと、又はその使用を企てたこ
とにより成立する。 
 
 
［第 2.2.2 項の解説：禁止物質又は禁止方法の「使
用を企てたこと」の証明には、競技者側に意図が
あったことの証明が求められる。特定のアンチ・
ドーピング規則違反を証明するために意図が求め
られるという事実は、禁止物質又は禁止方法の使
用に関する第 2.1項及び第 2.2項の違反の証明にお
ける厳格責任原則を損なうものではない。 
 
 
 
使用した物質が競技会外において禁止されておら
ず、かつ、競技者の禁止物質の使用が競技会外で
なされたという場合でない限り、競技者の禁止物
質の使用は、アンチ・ドーピング規則違反を構成
する（但し、禁止物質又はその代謝物若しくはマー
カーが競技会（時）において採取された検体に存
在した場合には、いつの時点において当該物質が
投与されていたかに関係なく、第 2.1 項に違反す
る。）。］ 
 
2.3 競技者による検体の採取の回避、拒否又は不
履行 
 
検体の採取を回避し、又は適式に授権された人か
ら通告を受けた後にやむを得ない理由によること
なく検体の採取を拒否し若しくはこれを履行しな
いこと。 
 
［第 2.3 項の解説：例えば、競技者が、通告又は検
査を回避するために、ドーピング・コントロール
役職員を意図的に避けていたことが証明された場
合には、当該行為はアンチ・ドーピング規則にお
ける「検体の採取の回避」の違反となる。「検体採
取の不履行」という違反は競技者の意図的な又は
過誤による行為に基づくことがあるが、検体採取
の「回避」又は「拒否」の場合には競技者の意図
的な行為に基づく。］ 
 
2.4 競技者による居場所情報関連義務違反 
 
登録検査対象者リストに含まれる競技者による
12 ヶ月間の期間内における、「結果管理に関する国
際基準」に定義されたとおりの 3 回の検査未了及
び／又は提出義務違反の組み合わせ。 
 
2.5 競技者又はその他の人が、ドーピング・コン
トロールの一部に不正干渉を行い、又は不正干渉
を企てること 
 
2.6 競技者又はサポートスタッフが禁止物質又
は禁止方法を保有すること 
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2.6.1 競技会（時）において禁止物質若しくは
禁止方法を競技者が保有し、又は競技会外におい
て競技会外における禁止物質若しくは禁止方法を
競技者が保有すること。但し、当該保有が第 4.4
項の規定に従って付与された治療使用特例（以下
「TUE」という。）又はその他の正当な理由に基づ
くものであることを競技者が証明した場合は、こ
の限りではない。 
 
 
2.6.2 競技者、競技会、又はトレーニングに関
係して、禁止物質若しくは禁止方法を競技会（時）
においてサポートスタッフが保有し、又は競技会
外で禁止されている禁止物質若しくは禁止方法を
競技会外においてサポートスタッフが保有するこ
と。但し、当該保有が第 4.4 項の規定に従って競技
者に付与されたTUE又はその他の正当な理由に基
づくものであることをサポートスタッフが証明し
た場合は、この限りではない。 
 
 
 
［第 2.6.1 項及び第 2.6.2 項の解説：例えば、医師
の処方箋に基づき、糖尿病の子供のためにインス
リンを購入する場合のように、医療上の正当な事
由がある場合を除き、友人や親戚に与えることを
目的として禁止物質を購入又は保有しているよう
な場合には、正当な理由があるものとは認められ
ない。］ 
 
［第 2.6.1 項及び第 2.6.2 項の解説：例えば、(a)競
技者又はチームドクターが急性又は緊急の場合に
処置を行うために禁止物質又は禁止方法（例えば、
エピネフリン自己注射器）を保有しているような
場合、(b)競技者が TUE に関する決定の申請又は受
領の少し前に治療上の理由により禁止物質又は禁
止方法を保有する場合には、正当な理由があるも
のと認められる可能性がある。］ 
 
 
2.7 競技者又はその他の人が、禁止物質若しくは
禁止方法の不正取引を実行し、又は不正取引を企
てること 
 
2.8 競技者又はその他の人が、競技会（時）にお
いて、競技者に対して禁止物質若しくは禁止方法
を投与すること、若しくは投与を企てること、又
は競技会外において、競技者に対して競技会外で
禁止されている禁止物質若しくは禁止方法を投与
すること、若しくは投与を企てること 
 
 
2.9 競技者又はその他の人が、違反関与を行い、
又は違反関与を企てること 
 
他の人によるアンチ・ドーピング規則違反、アン
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チ･ドーピング規則違反の企て又は第 10.14.1 項の
違反に関する、支援、助長、援助、教唆、共謀、
隠蔽その他のあらゆる意図的な違反への関与又は
関与の企て。 
 
［第 2.9 項の解説：違反関与又は違反関与の企て
は、物理的な支援と心理的な支援とを含む。］ 
 
 
2.10 競技者又はその他の人が特定の対象者と関
わること 
 
2.10.1 アンチ・ドーピング機関の管轄に服する競
技者又はその他の人による、職務上又はスポーツ
と関連する立場での以下の事項に該当するサポー
トスタッフとの関わり。 
 
2.10.1.1 アンチ・ドーピング機関の管轄に服する
サポートスタッフであって、資格停止期間中であ
るもの。 
 
2.10.1.2 アンチ・ドーピング機関の管轄に服して
おらず、世界規程に基づく結果管理手続において
資格停止の問題が取り扱われていないサポートス
タッフであって、仮にかかる人に世界規程に準拠
した規則が適用されたならばアンチ・ドーピング
規則違反を構成したであろう行為について、刑事
手続、懲戒手続若しくは職務上の手続において有
罪判決を受け、又はかかる事実が認定されたもの。
かかる人の関わりが禁止される状態は、刑事、職
務上若しくは懲戒の決定から 6 年間、又は課され
た刑事、懲戒若しくは職務上の制裁措置の存続期
間のいずれか長い方の期間、有効とする。又は、 
 
2.10.1.3 第 2.10.1.1 項又は第 2.10.1.2 項に記
載される個人のための窓口又は仲介者として行動
しているサポートスタッフ。 
 
2.10.2 第 2.10 項の違反を立証するためには、ア
ンチ・ドーピング機関は、競技者又はその他の人
が、当該サポートスタッフが関わりを禁止される
状態にあることを知っていたことを立証しなけれ
ばならない。 
 
第 2.10.1.1項又は第 2.10.1.2項に記載されたサポー
トスタッフとの関わりが、職務上又はスポーツと
関連する立場においてなされたものではないこと
及び／又は当該関わりが合理的に回避不能であっ
たことの挙証責任は、競技者又はその他の人がこ
れを負う。 
 
第 2.10.1.1 項、第 2.10.1.2 項又は第 2.10.1.3 項に記
載された基準に該当するサポートスタッフを認識
したアンチ・ドーピング機関は、当該情報を WADA
に提出するものとする。 
 
［第 2.10 項の解説：競技者又はその他の人は、ア
ンチ・ドーピング規則違反を理由として資格停止
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の対象となっており、又はドーピングに関連して
刑事上有罪とされ若しくは職務上において懲戒処
分を受けているコーチ、トレーナー、医師その他
のサポートスタッフとともに活動してはならな
い。これは、資格停止期間中にコーチ又はサポー
トスタッフとして行動する他の競技者と関わるこ
とも禁止している。禁止の対象とされる関わりの
中のいくつかの事例として、以下の事項がある。
トレーニング、戦術、技術、栄養若しくは医療上
の助言を得ること、セラピー、治療若しくは処方
を受けること、体内生成物を分析のために提供す
ること、又はサポートスタッフが代理人若しくは
代表者となることを認めること。禁止される特定
の対象者との関わりの成立には、いかなる対価の
提供も要さない。 
第 2.10 項は、アンチ・ドーピング機関が、サポー
トスタッフが関わりを禁止されている状態にある
ことを競技者又はその他の人に通知することを義
務づけないものの、当該通知が提供された場合に
は、競技者又はその他の人が、当該サポートスタッ
フが関わりを禁止されている状態にあることを
知っていたことを立証する上で重要な証拠とな
る。］ 
 
2.11 競技者又はその他の人が、当局への報告を阻
止し、又は当局への通報に対して報復する行為 
 
 
当該行為が別途第 2.5 項の違反を構成しない場合
において：  
 
2.11.1 他の人が、主張されたアンチ・ドーピン
グ規則違反又は主張された世界規程の不遵守に関
する情報を、WADA、アンチ・ドーピング機関、法
執行機関、取締・専門規律組織、聴聞機関又は
WADA 若しくはアンチ・ドーピング機関のための
調査を遂行している人に誠実に通報することを阻
止する意図をもって、かかる人を脅迫し、又は威
嚇しようとする行為 
 
 
 
2.11.2 主張されたアンチ・ドーピング規則違反又
は主張された世界規程の不遵守に関する証拠又は
情報を、WADA、アンチ・ドーピング機関、法執行
機関、取締・専門規律組織、聴聞機関又は WADA
若しくはアンチ・ドーピング機関のための調査を
遂行している人に誠実に提供した人に対して報復
すること 
 
 
第 2.11 項において、報復、脅迫及び威嚇とは、人
の行為が誠実さを欠き又は不相当な対応であると
いう理由で、当該人に対して行われる行為を含む。 
 
 
［第 2.11.2 項の解説：本項は、誠実に通報する人
を保護する意図を有し、故意に虚偽の通報を行う
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人を保護しない。］ 
 
［第 2.11.2 項の解説：報復とは、例えば、通報す
る人、その家族又は懇意とする人の身体的若しく
は精神的健康又は経済的利益を脅かす行為を含
む。報復とは、通報する人に対し、アンチ・ドー
ピング機関が誠実にアンチ・ドーピング規則違反
を主張することを含まない。第 2.11 項において、
通報する人が当該通報が虚偽であることを知って
いる場合には、当該通報は誠実に行われたものと
はいえない。］ 
 
 
第 3 条 ドーピングの証明 
 
3.1 挙証責任及び証明の程度 
 
アンチ・ドーピング規則違反が発生したことを証
明する責任は、JADA が負うものとする。証明の程
度は、聴聞パネルが JADA の主張が真摯に行われ
ているという心証を持ち、納得できる程度にアン
チ・ドーピング規則違反を JADA が証明できたか
否かとする。当該証明の程度は、すべての事案に
ついて単なる証拠の優越の程度は超えるべきであ
るが、合理的疑いの余地がない程度に証明される
必要はない。一方、アンチ・ドーピング規則に違
反したと主張された競技者又はその他の人が推定
事項に反論し、又は特定の事実や事情を証明する
ための挙証責任を本規程によって負わされる場合
には、第 3.2.2 項及び第 3.2.3 項に定める場合を除
き、証明の程度は、証拠の優越とする。 
 
 
［第 3.1 項の解説：本項にいう JADA 側に求められ
る証明の程度は、職務上の不正行為に関する事案
においてほとんどの国で適用されている基準とほ
ぼ同一である。］ 
 
3.2 事実の証明方法及び推定の方法 
 
 
アンチ・ドーピング規則違反に関する事実は、自
認を含むあらゆる信頼性のおける手段により証明
される。ドーピング事案においては、次の証明原
則が適用される。 
 
［第 3.2 項の解説：例えば、JADA は、第 2.2 項に
おけるアンチ・ドーピング規則違反を、競技者の
自認、第三者による信頼できる証言、信頼できる
書証、第 2.2 項の解説に規定されているような信頼
できるA検体若しくはB検体に基づく分析データ、
又はアスリート・バイオロジカル・パスポートか
ら得られたデータ等、競技者の血液や尿の検体か
ら得られた検査結果により証明することができ
る。］ 
 
3.2.1 関係する科学コミュニティ内における協
議を経た後 WADA により承認され、又はピアレ
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ビューを経た分析方法及び判断限界の設定は、科
学的に有効なものであると推定される。当該推定
の条件が充足されていることに対して異議を申し
述べ、又は当該科学的有効性の推定に異議を述べ
ようとする競技者又はその他の人は、当該異議の
前提条件として、まず当該異議及び当該異議の根
拠につき WADA に通知することを要する。第一審
の聴聞機関、不服申立機関、又は CAS も独自の判
断に基づき、当該反論につき WADA に通知するこ
とができる。WADA は、WADA による当該通知の
受領及び当該異議に関連する案件記録の受領から
10 日以内に、当該手続において当事者として介入
し、法廷助言人として参加し、又は、別途証拠を
提供することができるものとする。CAS の面前に
おける事案では、CAS パネルは、WADA からの要
請があった場合、当該パネルによる当該反論の評
価作業につき補助を受けるために、適切な科学的
専門家を任命するものとする。 
 
［第 3.2.1 項の解説：特定の禁止物質について、禁
止物質又はその代謝物若しくはマーカーの推定濃
度が最低報告レベルを下回る場合には、WADA は
WADA 認定分析機関に対し、検体を違反が疑われ
る分析報告として報告しないよう指示することが
できる。当該最低報告レベルの決定又はいずれの
禁止物質が最低報告レベルの対象であるかの決定
にあたっての WADA の判断は、異議の対象とはな
らないものとする。さらに、検体における禁止物
質の分析機関による推定濃度は推定に過ぎない。
検体における禁止物質の正確な濃度が最低報告レ
ベルを下回る可能性があるということは、いかな
る場合であっても、検体において当該禁止物質が
存在することに基づくアンチ・ドーピング規則違
反に対する抗弁を構成しないものとする。］ 
 
 
 
 
3.2.2 WADA認定の分析機関その他WADAの承認
する分析機関では、「分析機関に関する国際基準」
に基づいて検体の分析及び管理の手続を実施して
いるものと推定される。競技者又はその他の人は、
違反が疑われる分析報告の合理的な原因となりう
るような、「分析機関に関する国際基準」からの乖
離が発生したことを証明することにより上記の推
定に反論できる。 
 
 
競技者又はその他の人が、違反が疑われる分析報
告の合理的な原因となりうるような「分析機関に
関する国際基準」からの乖離が発生したことを提
示することによって上記の推定に反論しようとす
る場合には、JADA は、当該乖離が、違反が疑われ
る分析報告の原因ではないことを証明する責任を
負うものとする。 
 
［第 3.2.2 項の解説：違反が疑われる分析報告の合
理的な原因となりうるような「分析機関に関する
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国際基準」からの乖離を証拠の優越により証明す
る責任は、競技者又はその他の人が負う。よって、
一旦、競技者又はその他の人が乖離の事実を証拠
の優越により証明した場合、因果関係に関する競
技者又はその他の人の挙証責任は若干低い―「合
理的に引き起こされる可能性があったか」という
ものになる。競技者又はその他の人がこれらの基
準を充足した場合には、挙証責任は JADA に移り、
当該乖離が、違反が疑われる分析報告の原因では
なかった旨を、聴聞パネルが納得できる程度に証
明する責任を JADA が負うことになる。］ 
 
3.2.3 その他の何らかの国際基準、又は世界規
程若しくは本規程に定める他のアンチ・ドーピン
グ規則若しくは規範からの乖離があっても、分析
結果その他アンチ・ドーピング規則違反の証拠を
無効化せず、アンチ・ドーピング規則違反に対す
る抗弁を構成しないものとする。但し、 
競技者又はその他の人が、以下に列挙する特定の
国際基準の規定からの乖離が、違反が疑われる分
析報告又は居場所情報関連義務違反に基づくアン
チ・ドーピング規則違反の合理的な原因となり得
たことを証明した場合には、JADA は、当該乖離が、
違反が疑われる分析報告又は居場所情報関連義務
違反を発生させたものではなかったことを証明す
る責任を負うものとする。 
 
［第 3.2.3 項の解説：国際基準その他検体の採取又
は取扱いに関連しない規則からの乖離、アスリー
ト・バイオロジカル・パスポートに基づく違反が
疑われる報告、又は居場所情報関連義務違反若し
くは B 検体の開封に関する競技者への通知―例え
ば、教育に関する国際基準、プライバシー及び個
人情報の保護に関する国際基準又は治療使用特例
に関する国際基準―からの乖離の結果、WADA に
よるコンプライアンス手続が講じられる可能性が
あるが、アンチ・ドーピング規則違反の手続にお
ける抗弁とはならず、また、競技者がアンチ・ドー
ピング規則違反を行ったか否かという論点に関連
性を有しない。同様に、JADA による第 20.7.7 項に
おいて言及される文書の違反は、アンチ・ドーピ
ング規則違反に対する抗弁を構成しないものとす
る。］ 
 
(i) 検体の採取又は検体の取扱いに関する「検査及
びドーピング調査に関する国際基準」からの乖離
であって、違反が疑われる分析報告に基づくアン
チ・ドーピング規則違反を合理的に発生させた可
能性のあるもの。かかる場合には、JADA が、当該
乖離が違反が疑われる分析報告を発生させたもの
ではなかったことを証明する責任を負う。 

 
(ii) アスリート・バイオロジカル・パスポートに基
づく違反が疑われる分析報告に関する「結果管理
に関する国際基準」又は「検査及びドーピング調
査に関する国際基準」からの乖離であって、アン
チ・ドーピング規則違反を合理的に発生させた可
能性のあるもの。かかる場合には、JADA が、当該
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乖離がアンチ・ドーピング規則違反を発生させた
ものではなかったことを証明する責任を負う。 

 
(iii) B 検体の開封において競技者に通知する要件
に関する「結果管理に関する国際基準」からの乖
離であって、違反が疑われる分析報告に基づくア
ンチ・ドーピング規則違反を合理的に発生させた
可能性のあるもの。かかる場合には、JADA が、当
該乖離が違反が疑われる分析報告を発生させたも
のではなかったことを証明する責任を負う。 

 
 
［第 3.2.3 項(iii)の解説：JADA は、例えば、B 検体
の開封及び分析が独立の証人により観察されてお
り、不規則性が観察されなかったことを示すこと
によって、当該乖離が違反が疑われる分析報告を
発生させたものではなかったことを証明する責任
を果たしたことになる。］ 

 
(iv) 競技者への通知に関する「結果管理に関する
国際基準」からの乖離であって、居場所情報関連
義務違反に基づきアンチ・ドーピング規則違反を
合理的に発生させた可能性のあるもの。かかる場
合には、JADA が、当該乖離が居場所情報関連義務
違反を発生させたものではなかったことを証明す
る責任を負う。 

 
3.2.4 管轄権を有する裁判所又は職務上の懲
戒の裁決機関により下され、それについて不服申
立てがなされていない決定によって証明された事
実については、その事実に関する決定の名宛人で
ある競技者又はその他の人において、当該決定が
自然的正義の原則に反するものであることを証明
しない限り、その競技者又はその他の人にとって
反証できない証拠となる。 
 
3.2.5 聴聞会までに合理的な時間的余裕を与
えた上での要請の後に、（直接又は聴聞パネルの指
示に基づき電話により）聴聞会に出頭し、かつ、
聴聞パネル又は JADA からの質問に対して回答す
ることについて、競技者又はその他の人がこれを
拒絶した場合には、聴聞パネルは、アンチ・ドー
ピング規則違反の聴聞会において、その事実を根
拠として、アンチ・ドーピング規則に違反した旨
を主張された競技者又はその他の人に対して不利
益となる推定を行うことができる。 
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 第 4 条 禁止表 
 
4.1 禁止表の組み込み 
 
本規程は、世界規程第 4.1 項に規定されていると
おり、WADA により公表され、改定される禁止表
を組み込んでいる。 
 
禁止表又は改定において別段の定めがない限り、
禁止表及びその改定は、WADA により公表された
3 ヶ月後に、JADA による特別の行為を要さずに、
本規程のもとで有効となる。競技者及びその他の
人は、禁止表及びその改定事項の効力発生日以降、
更なる形式要件を要することなく、禁止表及びそ
の改定事項に拘束されるものとする。競技者及び
その他の人全員は、最新版の禁止表及びそのすべ
ての改定事項を認識しておくことについて責任を
負う。 
 
 
［第 4.1 項の解説：現行の禁止表は、WADA のホー
ムページ（https://www.wada-ama.org）より入手可
能である。禁止表は、必要が生じた場合に迅速に
改定され、公表される。但し、予見可能性を確保
するため、変更の有無にかかわらず、新しい禁止
表の公表は毎年行われる。］ 
 
 
4.2 禁止表において特定される禁止物質及び
禁止方法 
 
4.2.1 禁止物質及び禁止方法 
 
 
禁止表は、将来実施される競技において競技力を
向上するおそれ又は隠蔽のおそれがあるため、常
に（競技会（時）及び競技会外において）ドーピ
ングとして禁止される禁止物質及び禁止方法並び
に競技会（時）においてのみ禁止される物質及び
方法を特定する。禁止表は特定のスポーツに関し
ては WADA により拡充される場合がある。禁止物
質及び禁止方法は、一般的区分（例、蛋白同化薬）
又は個々の物質若しくは方法についての個別の引
用という形で禁止表に掲げられる場合がある。 
 
 
［第 4.2.1 項の解説：競技会（時）においてのみ禁
じられている物質を競技会外において使用するこ
とは、競技会（時）に採取された検体に、当該物
質又はその代謝物若しくはマーカーについて違反
が疑われる分析報告が報告されない限り、アン
チ・ドーピング規則に違反するものではない。］ 
 
4.2.2 特定物質又は特定方法 
 
第 10 条の適用にあたり、すべての禁止物質は、禁
止表に明示されている場合を除き、「特定物質」と
されるものとする。いかなる禁止方法も、禁止表
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で「特定方法」であると具体的に明示されている
場合を除き、特定方法ではないものとする。 
 
［第 4.2.2 項の解説：第 4.2.2 項において特定され
る特定物質及び特定方法は、いかなる意味におい
ても、その他のドーピング物質又は方法と比べ重
要性が低い、又は危険性が低いと判断されるべき
ではない。むしろ、これらの物質及び方法は、単
に、競技力向上以外の目的のために競技者により
摂取又は使用される可能性が高いというに過ぎな
いものである。］ 
 
4.2.3 濫用物質 
 
第 10 条の適用にあたり、濫用物質とは、スポーツ
の文脈外で頻繁に濫用されるため禁止表において
濫用物質であると具体的に特定される禁止物質を
含むものとする。なぜなら、これらはスポーツの
文脈外において頻繁に社会で濫用されるからであ
る。 
 
4.3 禁止表の WADA による判断 
 
禁止表に掲げられる禁止物質及び禁止方法、禁止
表の区分への物質の分類、常に若しくは競技会
（時）のみにおいて禁止される物質の分類、特定
物質、特定方法若しくは濫用物質としての物質又
は方法の分類に関する WADA の判断は終局的なも
のであり、競技者又はその他の人は、いかなる異
議（当該物質若しくは方法が隠蔽薬ではないこと、
又は競技力向上効果がなく、健康被害を及ぼさず、
若しくはスポーツの精神に反するおそれがないこ
とに基づく異議を含むが、これらに限られない。）
を唱えることもできないものとする。 
 
 
 
4.4 治療使用特例（TUE） 
 
4.4.1 禁止物質若しくはその代謝物、マーカーの
存在、及び／又は禁止物質若しくは禁止方法の使
用、使用の企て、保有若しくは投与、投与の企て
は、「治療使用特例に関する国際基準」に基づき付
与された TUE の条項に適合する場合には、アン
チ・ドーピング規則違反とは判断されないものと
する。 
 
 
 
4.4.2 TUE 申請手続 
 
4.4.2.1 国際レベルの競技者ではない競技者は、
「治療使用特例に関する国際基準」の第 4.1 項又
は第 4.3 項が適用される場合を除き、可能な限り
早く JADA に TUE を申請するものとする。申請は、
JADA のウェブサイトに掲示されるとおり、「治療
使用特例に関する国際基準」の第 6 条に従い行わ
れるものとする。 
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4.4.2.2 JADA は、下記第 4.4.2.2 項(a)から(d)までに
従い、TUE の付与又は承認の申請を検討するため
のパネルである TUE 委員会（以下「TUE 委員会」
という。）を組成するものとする。 
「治療使用特例に関する国際基準」の第 5.3 項に
従い、国内アンチ・ドーピング機関は、競技者の
ための TUE 申請手続の理解を促進するために、自
己のTUE委員会の構成／手続の概要（例えば、TUE
委員会の委員数、就任期間、公正要件等）を示す
条項を含めることが推奨される。下記は、国内ア
ンチ・ドーピング機関がこの観点から含めること
のできる条項の例である。 
 
 
 
(a) TUE 委員会は、競技者のケア及び治療につい
て経験を有し、臨床、スポーツ及び運動医学につ
いて確実な知識を有する、審査長及び他の 9 名の
委員により構成されるものとする。任命された各
委員の任期は 4 年間とする。 
 
(b) TUE 委員会の委員となる前に、各委員は利益
相反及び秘密保持の宣言書に署名しなければなら
ない。任命された委員は JADA の職員であっては
ならない。 
 
(c) TUE の付与又は承認のために JADA に申請が
行われた場合には、TUE 委員会の審査長は当該申
請を検討するために 3 名の委員（審査長を含みう
る）を任命するものとする。 
 
(d) TUE 申請を検討する前に、各委員は、申請を
行う競技者に対する自己の公正性に影響を与える
可能性のある事情を審査長に開示するものとす
る。申請を検討するために審査長に任命された委
員が理由を問わず競技者のTUE申請を評価したが
らず又は評価することができない場合には、審査
長は代替者又は新しい TUE 委員会を（例えば既存
の候補者リストから）任命することができる。TUE
の決定の公正性に影響を与える可能性のある事情
がある場合には、審査長は TUE 委員会の委員とな
ることはできない。 
 

 
4.4.2.3 TUE 委員会は、「治療使用特例に関する国
際基準」の関連条項に従い、通常（例外的な事情
がある場合を除き）、完成された申請を受領してか
ら 21 日以内に、申請を速やかに評価し決定を下す
ものとする。申請が競技大会の合理的な時間前に
行われた場合には、TUE 委員会は競技大会が開始
する前に決定を下すよう最大の努力を払わなけれ
ばならない。 
 
 
 
4.4.2.4 TUE 委員会の決定は JADA の終局的な決
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定であるものとし、第 4.4.6 項に従いこれに対し不
服申立てを行うことができる。TUE 委員会の決定
は「治療使用特例に関する国際基準」に従い、競
技者、WADA 及び他のアンチ・ドーピング機関に
書面により通知されるものとする。また当該決定
はADAMSに速やかに報告されなければならない。 
 
 
［第 4.4.2 項の解説：「治療使用特例に関する国際
基準」第 5.1 項に従い、JADA は、JADA の検査配
分計画において JADA により優先的に扱われてい
ない競技における国内レベルの競技者による TUE
の事前申請を検討することを差し控えることがで
きる。その場合には、JADA は、後日検査を受けた
競技者につき、遡及的 TUE の申請を行うことを認
めるものとする。加えて、JADA は影響を受ける競
技者のために、自己のウェブサイトに当該方針を
公表するものとする。 
 
TUE 委員会若しくは JADA に虚偽の文書を提出す
ること、作為若しくは不作為を求めて人に賄賂を
贈り又は受領すること、証人から虚偽の証言を確
保すること、又は TUE 手続の側面に関して他の詐
欺的行為、類似の意図的介入若しくは介入の企て
を行った場合には、第 2.5 項に基づく不正干渉又
は不正干渉の企ての請求がなされるものとする。 
 
 
競技者は、TUE の付与若しくは承認の申請（又は
TUE の更新の申請）が認められることを当然と考
えるべきではない。申請が認められる前の禁止物
質又は禁止方法の使用、保有又は投与は、競技者
が完全にリスクを負う。］ 
 
 
4.4.3 遡及的 TUE 申請 
 
JADA が、国際レベルの競技者又は国内レベルの競
技者ではない競技者を検査しようとする場合に
は、JADA は、当該競技者について、当該競技者が
治療目的で使用している禁止物質又は禁止方法に
ついて遡及的TUEを申請することを認めなければ
ならない。 
 
4.4.4 TUE 承認 
 
JADA の付与した TUE はあらゆる国の国内レベル
において有効であり、他の国内アンチ・ドーピン
グ機関により正式に承認される必要はない。 
 
 
但し、次のとおり「治療使用特例に関する国際基
準」に従い、関連する国際競技連盟又は主要競技
大会機関により承認される場合を除き、当該競技
者が国際レベルの競技者となった場合又は国際競
技大会において競技した場合には、当該 TUE は自
動的には有効ではない。 
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4.4.4.1 競技者が、対象となる物質又は方法に
つき、JADA により既に TUE を付与されている場
合には、自己の TUE が国際競技連盟又は主要競技
大会機関により自動的に承認される場合を除き、
当該競技者は当該TUEの承認のために自己の国際
競技連盟又は主要競技大会機関に申請するものと
する。当該 TUE が「治療使用特例に関する国際基
準」に定められている基準を満たすときには、国
際競技連盟又は主要競技大会機関は、これを認め
なければならない。 
 
 
当該国際競技連盟又は主要競技大会機関が、JADA
の付与したTUEがこれらの基準を満たさないと判
断し、これを承認しない場合には、国際競技連盟
は、当該競技者及び JADA に速やかにその旨を理
由とともに通知しなければならない。当該競技者
及び／又は JADA は、第 4.4.6 項に従い、当該通知
から 21 日以内に、当該案件について審査を受ける
ために WADA に回付することができる。 
 
第 4.4.6 項に従いこの案件が審査のために WADA
に回付された場合には、JADA が付与した TUE は、
WADA による決定が下されるまでは、国内の競技
会（時）及び競技会外の検査において引き続き有
効となる（但し、国際レベルの競技会においては
無効となる。）。 
 
この案件が審査のために21日間の期限内にWADA
に回付されなかった場合には、JADA は、当該国内
アンチ・ドーピング機関の付与した元の TUE が国
内レベルの競技会（時）及び競技会外の検査につ
いて依然有効であり続けるべきか判断しなければ
ならない（但し、競技者が国際レベルの競技者で
はなくなり、国際レベルの競技会に参加しないこ
とを条件とする。）。JADA の判断を待っている間
は、TUE は国内レベルの競技会（時）及び競技会
外の検査について有効であり続けるものとする
（しかし、国際レベルの競技会については無効と
する。）。 
 
［第 4.4.4.1 項の解説：「治療使用特例に関する国
際基準」第 5.7 項及び第 7.1 項に従い、国際競技連
盟は、(1)自己の権限下にあるどの競技者が自己に
TUE の申請を行わなければならないのか、(2)自己
が他のアンチ・ドーピング機関のどの TUE 決定を
当該申請に代わり自動的に承認するのか、また(3)
他のアンチ・ドーピング機関のどの TUE 決定が承
認のために自己に提出されなければならないのか
を明確に示す通知を自己のウェブサイトにおいて
公表し、更新し続けなければならない。競技者の
TUE が、自動的に承認される TUE の類型に該当す
る場合には、当該競技者は当該 TUE の承認を求め
て自己の国際競技連盟に申請を行うことを要しな
い。 
 
JADA は、「治療使用特例に関する国際基準」の要
件に従って、競技者が JADA の付与した TUE を承
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認のために国内競技連盟又は主要競技大会機関に
提出する時期を決定する上で、競技者を助け、承
認過程において当該競技者を指導し、支援する。 
 
 
 
国際競技連盟が、「治療使用特例に関する国際基
準」における基準が充足されていることを証明す
るために必要な医療情報又はその他の情報が欠如
していることのみを理由として、国内アンチ・ドー
ピング機関の付与した TUE を承認しない場合に
は、当該案件を WADA に回付すべきではない。代
わりに、TUE 申請のために必要な書類が整えられ
た上で、国際競技連盟に再提出されるべきであ
る。］ 
 
4.4.4.2 競技者が、対象となる物質又は方法につ
き、JADA よりまだ TUE を付与されていない場合
には、当該競技者は、必要性が生じてからすぐに、
「治療使用特例に関する国際基準」に定める過程
に従い、その国際競技連盟に TUE を直接申請しな
ければならない。 
 
 
当該国際競技連盟が競技者の申請を却下する場合
には、当該国際競技連盟は、速やかに競技者に理
由とともに通知するものとする。 
 
当該国際競技連盟が競技者の申請を承認する場合
には、当該国際競技連盟は、当該競技者及び JADA
に通知するものとする。JADA が、国際競技連盟に
より付与された TUE が「治療使用特例に関する国
際基準」に定められた基準を充足しないと考える
場合には、当該通知から 21 日以内に、この案件に
ついて審査してもらうために WADA に回付するこ
とができる。 
 
JADA がこの案件を審査のために WADA に回付し
た場合には、国際競技連盟が付与した TUE は、
WADA による決定が下されるまでは、国際レベル
の競技会及び競技会外の検査において引き続き有
効となる（但し、国内レベルの競技会においては
無効となる。）。 
 
JADA がこの案件を審査のために WADA に回付し
なかった場合には、国際競技連盟の付与した TUE
は、21 日間の審査期限の経過とともに国内レベル
の競技会について有効となる。 
 
［第 4.4.4.2 項の解説：国際競技連盟及び JADA は、
JADA が国際競技連盟に代わって TUE 申請を検討
することができる旨を合意することができる。］ 
 
 
4.4.5 TUE の終了、撤回又は取消し 
 
 
4.4.5.1 本規程に従い付与された TUE は、(a)
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更なる通知その他形式要件を要することなく、付
与された期間の末日において自動的に終了するも
のとし、(b)TUE の付与にあたり TUE 委員会が賦
課した要件又は条件を競技者が速やかに遵守しな
い場合には、撤回され、(c)TUE を付与する基準を
事実上充足しない旨後日判断された場合には、
TUE 委員会はこれを撤回することができ、又は
(d)WADA による審査若しくは不服申立てにあた
り、取り消されることができる。 
 
 
4.4.5.2 かかる場合には、競技者は、TUE の終了、
撤回又は取消しの効力発生日に先立つ、TUE に
従った、対象となる禁止物質又は禁止方法の使用、
保有又は投与に基づく措置の対象とはならないも
のとする。TUE の終了、撤回又は取消しのすぐ後
に報告された、違反が疑われる分析報告の、「結果
管理に関する国際基準」第 5.1.1.1 項に基づく審査
は、当該報告が、当該日付に先立つ禁止物質又は
禁止方法の使用に合致するか否かの検討も含むも
のとし、合致する場合には、アンチ・ドーピング
規則違反の主張はなされない。 
 
 
 
 
4.4.6 TUE 決定の審査及び不服申立て 
 
4.4.6.1 JADA が TUE の申請を却下した場合に
は、競技者は第 13.2.2 に記載される国内レベルの
不服申立機関にのみ不服申立てを提起することが
できる。 
 
4.4.6.2 WADA は、競技者又は JADA が WADA に
回付した、JADA が付与した TUE を承認しない旨
の国際競技連盟による決定を審査しなければなら
ない。また、WADA は、JADA が WADA に回付し
た、TUE を付与する旨の国際競技連盟による決定
を審査しなければならない。WADA は、影響を受
ける者による要請又は自らの主導により、他の
TUE 決定をいつでも審査することができる。審査
を受けている TUE 決定が「治療使用特例に関する
国際基準」の定める基準を充足する場合には、
WADA はこれに干渉しない。TUE 決定が当該基準
を充足しない場合には、WADA はこれを取り消す。 
 
［第 4.4.6.2 項の解説：WADA は、(a)第 4.4.8 項に
基づき TUE の審査の実施が義務づけられるとき、
及び(b)審査されている決定が取り消された場合に
おいて独自に審査を行うときに、その費用をカ
バーするために、手数料を課す権利を有する。］ 
 
4.4.6.3 国際競技連盟（又は JADA が国際競技連
盟に代わって申請を検討する旨を合意した場合に
は、JADA）による TUE 決定のうち、WADA が審
査していないもの、又は WADA が審査したが取り
消さなかったものは、競技者及び／又は JADA が
これをCASにのみ不服申立てを提起することがで
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きる。 
 
［第 4.4.6.3 項の解説：かかる場合には、不服申立
ての対象となっている決定は、国際競技連盟の
TUE 決定であって、TUE 決定を審査しない旨の
WADA の決定又は（TUE を審査した上で）TUE 決
定を取り消さない旨の WADA の決定ではない。但
し、TUE 決定の不服申立期間は、WADA がその決
定を通知した日から開始する。いずれにせよ、当
該決定が WADA により審査されたか否かを問わ
ず、WADA は不服申立ての通知を受けるものとし、
WADA が適切と判断する場合には、当該不服申立
てに参加することができる。］ 
 
4.4.6.4 TUE 決定を取り消す旨の WADA による
決定は、影響を受ける競技者、JADA 及び／又は国
際競技連盟によって、CAS のみに不服申立てを提
起することができる。 
 
4.4.6.5 TUE の付与／承認又は TUE 決定の審査
を求める、適切に提出された申請に対して、合理
的な期間内に判断を下さなかった場合には、当該
申請は却下され、よって適用される審査／不服申
立ての該当する権利が発動されるものとされる。 
 
第 5 条 検査及びドーピング調査 
 
 
5.1 検査及びドーピング調査の目的 
 

5.1.1 JADA による検査及びドーピング調査は、い
かなるアンチ・ドーピングの目的のためにも行わ
れうる。これらは、「検査及びドーピング調査に関
する国際基準」に従って行われるものとする。JSC
は、日本の法令に従い、独立して、独自にドーピ
ング調査を行うことができ、その際には本規程及
び「検査及びドーピング調査に関する国際基準」
を尊重するよう努めるものとする。 
 
 
5.1.2 検査は、競技者が世界規程の第 2.1 項（競技
者の検体に、禁止物質又はその代謝物若しくは
マーカーが存在すること）又は第 2.2 項（競技者が
禁止物質若しくは禁止方法を使用すること又はそ
の使用を企てること）に違反したか否かに関する
分析証拠を得るために行われるものとする。 
 
 
5.2 検査を行う権限 
 
5.2.1 JADA は、第 5.3 項に定める競技大会時の
検査の制限に従い、本規程の序論（「本規程の適用
範囲」の項）において特定されるすべての競技者
に対し、競技会（時）検査権限及び競技会外検査
権限を有するものとする。 
 
 
5.2.2 JADA は、自己が検査権限を有する競技者



31 
 

（資格停止期間中の競技者を含む。）に対し、時間又
は場所を問わず、検体を提供することを要請する
ことができる。 
 
［第 5.2.2 項の解説：競技者が、午後 11 時から午
前6時までの間に60分間の検査時間枠を特定しな
い限り、又は、別途当該時間内に検査を受けるこ
とに同意しない限り、JADA は、当該競技者がドー
ピングを行った旨の重大かつ具体的な疑義を有す
る場合を除き、当該時間内に競技者を検査しない。
JADA が当該時間内に検査を実施するにあたり十
分な疑義を有していなかったのではないかという
反論は、当該検査又は検査の企てに基づくアン
チ・ドーピング規則違反に対する抗弁とはならな
いものとする。］ 
 
 
 
5.2.3 WADA は、世界規程の第 20.7.10 項に定
めるとおり、競技会（時）検査権限及び競技会外
検査権限を有するものとする。 
 
5.2.4 国際競技連盟又は主要競技大会機関が
検査の一部を直接又は国内競技連盟を経由して国
内アンチ・ドーピング機関に委託し、又は請け負
わせる場合には、JADA は、追加の検体を採取し、
若しくは国内アンチ・ドーピング機関の費用負担
において追加の種類の分析を行うよう分析機関に
指示を与えることができる。追加の検体が採取さ
れ、又は、追加の種類の分析が行われた場合には、
国際競技連盟又は主要競技大会機関はその旨の通
知を受けるものとする。 
 
5.3 競技大会時の検査 
 
5.3.1 別途下記に定める場合を除き、単一の機関
のみが、競技大会の期間中に競技大会会場におい
て検査を行う権限を有するものとする。日本にお
いて開催される国際競技大会では、当該競技大会
の所轄組織である国際機関が検査を行う権限を有
する。日本において開催される国内競技大会では、
JADA が検査を行う権限を有する。競技大会の所轄
組織の要請に基づき、競技大会の期間中における
競技大会会場の外での検査は、当該所轄組織と連
携して行われるものとする。 
 
 
5.3.2 検査権限を有するが、競技大会において検
査を主導し、指示する責任を負わないアンチ・ドー
ピング機関が、競技大会の期間中に競技大会会場
にて競技者の検査の実施を希望する場合には、当
該アンチ・ドーピング機関は当該検査を実施し、
調整するための許可を取得するため、まず当該競
技大会の所轄組織と協議するものとする。もしア
ンチ・ドーピング機関が、当該競技大会の所轄組
織からの回答に満足しない場合には、当該アン
チ・ドーピング機関は「検査及びドーピング調査
に関する国際基準」に規定された手続に従い、検
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査を実施し、調整するための方法を決定すること
を許可するよう WADA に要請することができる。
WADA は、当該検査の承認をするに先立ち、事前
に当該競技大会の所轄組織と協議し、連絡を行わ
なければならない。WADA による決定は終局的な
ものとし、これに対し不服を申し立てることはで
きないものとする。別途検査権限が付与された場
合を除き、当該検査は競技会外の検査として扱わ
れるものとする。当該検査の結果管理は、別途当
該競技大会の所轄組織の規則に定める場合を除
き、当該検査を主導するアンチ・ドーピング機関
が、これにつき責任を負うものとする。 
 
 
［第 5.3.2 項の解説：WADA は、国際競技大会にお
いて検査を主導し、実施する承認を JADA に付与
するのに先立ち、当該競技大会の所轄組織である
国際機関と協議するものとする。WADA は、国内
競技大会において検査を主導し、実施する承認を
国際競技連盟に付与するのに先立ち、JADA と協議
するものとする。「検査を主導し、指示する」ア
ンチ・ドーピング機関は、検体の採取その他ドー
ピング・コントロールの手続に関連する責任を委
譲する委託された第三者と合意を締結することも
できる。］ 
 
 
5.4 検査要件 
 
5.4.1 JADA は、「検査及びドーピング調査に関
する国際基準」が要求するとおり、検査配分計画
及び検査を行うものとする。 
 
 
5.4.2 実行可能な場合には、検査は、検査に関する
様々な取り組みを最大限に活用し、かつ、無駄な
検査の重複が無いように、ADAMS を通して調整さ
れるものとする。 
 
5.5 競技者の居場所情報 
 
5.5.1 JADA は、「検査及びドーピング調査に関す
る国際基準」において特定される方法で居場所情
報を提供することが求められ、第 10.3.2 項におい
て定めるとおり第 2.4 項の違反について措置の対
象となる競技者についての登録検査対象者リスト
を策定した。JADA は当該競技者の特定及びその居
場所情報を収集につき、国際競技連盟と連携する
ものとする。 
 
 
5.5.2 JADA は、氏名又は明確に定義された具体
的な基準のいずれかに基づき登録検査対象者リス
トに含まれる競技者を特定するリストを ADAMS
を通して利用可能な状態に置くものとする。JADA
は自己の登録検査対象者リストにおいて競技者を
含めるための基準を定期的に検討し必要に応じ更
新するものとし、列挙された各競技者が該当する
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基準を充足し続けることを確保するために自己の
登録検査対象者リストにおける競技者のリストを
定期的に（但し四半期毎以上の頻度で）検討する
ものとする。競技者は登録検査対象者リストに含
まれる前及び当該リストから除外されるときに通
知を受けるものとする。当該通知は「検査及びドー
ピング調査に関する国際基準」に定める情報を含
むものとする。 
 
5.5.3 競技者が自己の国際競技連盟により国際的
な登録検査対象者リスト及び JADA により国内の
登録検査対象者リストに含まれる場合には、JADA
及び国際競技連盟は、いずれかが当該競技者の居
場所情報提出を受諾するか、その間で合意するも
のとし、いかなる場合においても競技者はそれら
の 2 つ以上に対し居場所情報提出を行うことを要
さない。 
 
5.5.4 「検査及びドーピング調査に関する国際基
準」に従い、登録検査対象者リストにおける各競
技者は、(a)四半期毎に自己の居場所について JADA
に連絡し、(b)当該情報が常時正確かつ完全であり
続けるよう当該情報を必要に応じ更新し、かつ、
(c)当該居場所において自己が検査を受けられるよ
うにするものとする。 
 
 
5.5.5 第 2.4 項において、競技者が「検査及び
ドーピング調査に関する国際基準」の要件に従わ
なかったことは、居場所情報提出義務違反又は検
査未了を宣言するための「結果管理に関する国際
基準」付属文書 B の定める条件が充足される場合
には、「検査及びドーピング調査に関する国際基
準」付属文書 B において定義されるとおり居場所
情報提出義務違反又は検査未了とみなされるもの
とする。 
 
5.5.6 (a)競技者が引退した旨 JADA に書面によ
り通知し、又は(b)JADA が当該競技者が登録検査
対象者リストに含まれるための基準をもはや充足
しない旨を当該競技者に通知しない限り、かつ、
その時点まで、JADA の登録検査対象者リストに含
まれる競技者は「検査及びドーピング調査に関す
る国際基準」の居場所情報関連義務に従う義務を
負い続けるものとする。 
 
 
5.5.7 競技者が登録検査対象者リストに含まれ
ている間に提供した居場所情報は、WADA 及び第
5.2 項において定めるとおり当該競技者を検査す
る権限を有する他のアンチ・ドーピング機関が
ADAMS を通してアクセスすることができるもの
とする。居場所情報は常に厳格に機密として保持
され、ドーピング・コントロールを計画、調整若
しくは遂行し、アスリート・バイオロジカル・パ
スポートに関連する情報その他の分析結果を提供
し、アンチ・ドーピング規則違反の可能性に対す
る調査を補助し、又はアンチ・ドーピング規則違
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反を主張する手続を補助する目的のみのために使
用され、これらの目的のためにもはや不要となっ
た場合には「プライバシー及び個人情報の保護に
関する国際基準」に従い破棄されるものとする。 
 
 
5.5.8 「検査及びドーピング調査に関する国際基
準」に従い、JADA は、検査対象者リストを策定す
る。 
 
5.5.8.1 JADA は、検査対象者リストに登録される
とき及び除外されるときに競技者に通知するもの
とする。 
 
5.5.8.2 検査対象者リストに登録された競技者
は、本規程 5.5.4 項で定められる登録検査対象者リ
ストに登録された各競技者が居場所情報に関して
負う義務と同じ義務を負う。 
 
 
 
5.5.8.3 検査対象者リストに登録された競技者居
場所情報に関する義務を果たさなかった場合で
あっても、世界規程第 2.4 項に定められる措置は
課されない。但し、JADA は当該競技者を JADA の
登録検査対象者リストに引き上げることを検討す
るものとする。 
 
5.5.9 JADA は、「検査及びドーピング調査に関す
る国際基準」に従い、登録検査対象者リスト又は
検査対象者リストに含まれていない競技者及び／
又はチームから必要な居場所情報を収集すること
ができる。 
 
5.6 引退した競技者の競技会への復帰 
 
5.6.1 JADA の登録検査対象者リストに含まれる
国際レベルの競技者又は国内レベルの競技者が引
退し、その後競技へ現役復帰しようとする場合に
は、当該競技者は、その国際競技連盟及び JADA
に対し、6 ヶ月前に事前の書面による通知をし、
検査を受けられるようにするまで、国際競技大会
又は国内競技大会において競技してはならないも
のとする。 
 
WADA は、該当する国際競技連盟及び JADA と協
議の上、6 ヶ月前の事前の書面による通知の要件
の厳格な適用が競技者にとって不公平である場合
には、その通知要件を適用しないことができる。
当該決定に対しては、第 13 条に基づき不服申立て
を提起することができる。 
 
本第 5.6.1 項に違反して得られた競技結果は失効
するものとする。但し、競技者が、これが国際競
技大会又は国内競技大会であることを自己が合理
的に知ることができなかったことを立証すること
ができた場合には、この限りでない。 
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5.6.2 競技者が資格停止期間中に競技から引退す
る場合には、当該競技者は、資格停止期間を賦課
したアンチ・ドーピング機関に対し、当該引退に
ついて書面で通知しなければならない。競技者が
その後競技へ現役復帰しようとする場合には、当
該競技者は、JADA 及び当該競技者の国際競技連盟
に対し、6 ヶ月前に事前の書面による通知（又は
当該競技者の引退した日において残存する資格停
止期間が 6 ヶ月を超える場合、当該残存期間に相
当する期間前の通知）をし、検査を受けられるよ
うにするまで、国際競技大会又は国内競技大会に
おいて競技してはならないものとする。 
 
5.7 インディペンデント・オブザーバー・プログ
ラム 
 
JADA 及び日本における国内競技大会の組織委員
会は、当該競技大会におけるインディペンデン
ト・オブザーバー・プログラムを授権し、促進す
るものとする。 
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 第 6 条 検体の分析 

 
検体は、次に掲げる原則に基づいて分析されるも
のとする。 
 
6.1 認定分析機関、承認分析機関その他の分析機
関の使用 
 
6.1.1 第 2.1 項に基づき違反が疑われる分析報告を
直接立証する目的において、検体は、WADA 認定
分析機関、又は WADA により承認されたその他の
分析機関によってのみ分析される。検体分析のた
めに使用されるWADA認定分析機関又はWADA承
認分析機関の選択は、JADA のみが決定するものと
する。 
 
［第 6.1 項の解説：第 2.1 項に対する違反は、WADA
認定分析機関又は WADA によって承認された他の
分析機関による検体の分析のみにより証明され
る。かかる条項以外の条項に対する違反について
は、その他の分析機関の分析結果であっても、そ
の結果が信頼に足りる限り、その違反の証明に用
いることができる。］ 
 
6.1.2 第 3.2 項に定めるとおり、アンチ・ドーピン
グ規則違反に関連する事実は、いかなる信頼のお
ける方法によっても立証することができる。これ
は、例えば、WADA 認定分析機関又は承認分析機
関の外で、信頼のおける分析機関その他法医学の
検査を含む。 
 
6.2 検体及びデータの分析の目的 
 
6.2.1 検体及び関連する分析データ又はドーピン
グ・コントロール情報の分析は、禁止表において
特定されている禁止物質及び禁止方法の検出、並
びに世界規程第 4.5 項に記載される監視プログラ
ムに従って WADA が定めるその他の物質の検出、
又は JADA による競技者の尿、血液若しくはその
他の基質に含まれる関係するパラメーターについ
て、DNA 及びゲノム解析を含む分析の支援又はそ
の他正当なアンチ・ドーピング上の目的のために
行われるものとする。 
 
［第 6.2 項の解説：例えば、関係するドーピング・
コントロール関連情報は、特定対象検査を実施す
るため、若しくは、第 2.2 項に基づくアンチ・ドー
ピング規則違反を裏づけるため、又はその双方の
ために使用されうる。］ 
 
6.3 検体及びデータの研究 
 
競技者から書面による同意を得ない限り、研究目
的のために検体を使用することはできないもの
の、検体、関連する分析データ及びドーピング・
コントロール情報は、アンチ・ドーピング研究目
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的でこれを使用することができる。研究目的で使
用される検体、関連する分析データ又はドーピン
グ・コントロール情報は、まず、検体、関連する
分析データ又はドーピング・コントロール情報か
ら特定の競技者にたどり着くことができない方法
で処理されるものとする。検体及び関連する分析
データ又はドーピング・コントロール情報に関す
る研究は、世界規程の第 19 条に定める原則に従う
ものとする。 
 
［第 6.3 項の解説：多くの医療上又は科学的な文脈
でみられるように、品質保証、品質改善、方法の
改善及び開発、又は基準値の設定を目的とした、
又は参照集団を確立するための、検体及び関連情
報の使用は、研究とはみなされない。このような、
許可された研究以外の目的のために使用される検
体及び関連情報も、まず、世界規程の第 19 条に定
める原則、並びに「分析機関に関する国際基準」
及び「プライバシー及び個人情報の保護に関する
国際基準」を尊重した上で、そこから特定の競技
者にたどり着くことができない方法で処理されな
ければならない。］ 
 
 
 
6.4 検体分析及び報告の基準 
 
 
第 6.4 項に従い、JADA は、分析機関に対し、「分
析機関に関する国際基準」及び「検査及びドーピ
ング調査に関する国際基準」第 4.7 項に適合する
形で検体を分析するよう求めるものとする。 
 
 
分析機関は、独自の判断及び費用負担において、
標準的な検体分析項目には含まれていない禁止物
質又は禁止方法を検出する目的で、又は JADA の
要求するとおりに、検体を分析することができる。
このような分析の結果は JADA に報告されるもの
とし、その他のすべての分析結果と同様の有効性
及び結果を有するものとする。 
 
［第 6.4 項の解説：本項の目的は、検体分析項目
に「インテリジェンスを活用した検査」の原則を
拡充し、これにより最大限に効果的かつ効率的に
ドーピングを検出するためである。ドーピングと
の戦いのためのリソースは限られており、検体分
析項目を増やすことは、特定のスポーツ及び国に
おいて、分析されうる検体数を減らすことに繋が
る可能性もある。］ 
 
6.5 結果管理の前又はその間における検体の更な
る分析 
 
JADA が競技者に対し、検体が、第 2.1 項のアンチ・
ドーピング規則違反の責任追及の根拠であると通
知する前に、分析機関が検体について繰り返し又
は追加の分析を行う権限には制限がないものとす
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る。JADA が、当該通知の後に当該検体について追
加の分析を行うことを希望する場合には、JADA
は、競技者の同意又は聴聞機関の承認をもってこ
れを行うことができる。 
 
6.6 検体が陰性と報告された後、又は別途アンチ・
ドーピング規則違反の責任追及の結果に至らな
かった後の、検体の更なる分析 
 
分析機関が検体を陰性と報告した後、又は当該検
体がアンチ・ドーピング規則違反の責任追及の結
果に至らなかった後に、当該検体は、第 6.2 項の目
的のため、検体の採取を主導し、指示したアンチ・
ドーピング機関又は WADA のいずれかの指示が
あった場合に限り、いつでも保管され、更なる分
析の対象とされる場合がある。保管された検体に
ついて更なる分析を行うことを希望する競技者を
検査する権限を有する他のアンチ・ドーピング機
関は、検体の採取を主導し、指示したアンチ・ドー
ピング機関又は WADA の許可をもってこれを行う
ことができ、追加の結果管理について責任を負う
ものとする。WADA 又は他のアンチ・ドーピング
機関の主導による検体の保管又は更なる分析は、
WADA 又は当該機関の費用負担によるものとす
る。検体の更なる分析は、「分析機関に関する国
際基準」の要件に適合するものとする。 
 
 
6.7 A 検体又は B 検体の分割 
 
WADA、結果管理について権限を有するアンチ・
ドーピング機関、及び／又は（WADA 若しくは結
果管理について権限を有するアンチ・ドーピング
機関の承認を取得した）WADA 認定分析機関が、
分割された検体の第一の部分を A 検体分析に使用
し、分割された検体の第二の部分を確認のために
使用する目的で A 検体又はB 検体を分割すること
を希望する場合には、「分析機関に関する国際基
準」に定める手続が遵守されるものとする。 
 
 
6.8 検体及びデータを保有する WADA の権利 
 
 
WADA は、いつでもその単独の裁量により、事前
の通知を行うか否かにかかわらず、分析機関又は
アンチ・ドーピング機関が保有する検体及び関連
分析データ又は情報を物理的に入手することがで
きる。WADA が要求した場合には、検体又はデー
タを保有している分析機関又はアンチ・ドーピン
グ機関は、WADA が直ちに検体又はデータにアク
セスし、当該検体を物理的に入手することができ
るようにするものとする。WADA が検体又はデー
タを入手する前に分析機関又はアンチ・ドーピン
グ機関に事前の通知を行わなかった場合には、
WADA は入手した後合理的な時間内に、WADA が
入手した検体又はデータを有していた分析機関及
び各アンチ・ドーピング機関に対し当該通知を行
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うものとする。潜在的なアンチ・ドーピング規則
違反が発見された場合には、獲得された検体又は
データの分析及び調査の後、WADA は、競技者を
検査する権限を有する別のアンチ・ドーピング機
関に対し、当該検体又はデータについて結果管理
責任を引き受けるよう指示することができる。 
 
［第 6.8 項の解説：WADA が検体又はデータを物
理的に入手することへの抵抗又は拒否は、不正干
渉、違反関与、又は「署名当事者の規程遵守に関
する国際基準」に定める不遵守の行為を構成する
可能性があり、また、「分析機関に関する国際基
準」の違反を構成する可能性もある。必要な場合
には、分析機関及び／又はアンチ・ドーピング機
関は、獲得された検体又はデータの該当国からの
出国に遅延が生じないよう確保することについて
WADA を支援するものとする。 
 
WADA は、勿論、潜在的なアンチ・ドーピング規
則違反、署名当事者による不遵守、又は他の人に
よるドーピング活動に関連する正当な理由なく、
検体又は分析データを一方的に入手しない。しか
し、正当な理由が存在するか否かに関する判断は、
WADA がその裁量により下すものであり、異議の
対象とならないものとする。とりわけ、正当な理
由の有無は、アンチ・ドーピング規則違反又はそ
の措置に対する抗弁とはならないものとする。］ 
 
 
第 7 条 結果管理：責任、初期審査、通知及び暫
定的資格停止 
 
 
本規程に基づく結果管理は、公平、迅速かつ効率
的な方法によりアンチ・ドーピング規則違反案件
を解決するために設計された手続を策定するもの
とする。 
 
7.1 結果管理を実施する責任 
 
 
7.1.1 第 6.6 項、第 6.8 項及び世界規程の第 7.1 項に
別途定める場合を除き、結果管理は、検体の採取
を主導し、指示したアンチ・ドーピング機関（又
は、検体の採取が行われない場合には、アンチ・
ドーピング規則違反の可能性につき競技者又はそ
の他の人に最初に通知を付与し、その後当該アン
チ・ドーピング規則違反を余念なく追及したアン
チ・ドーピング機関）の責任とし、当該アンチ・
ドーピング機関の手続上の規則に準拠するものと
する。 
 
7.1.2 国内アンチ・ドーピング機関の規則が、当該
国の国民、居住者、ライセンス保持者若しくは当
該国のスポーツ団体の加盟者ではない競技者若し
くはその他の人に対する権限を国内アンチ･ドー
ピング機関に付与しない場合、又は、国内アンチ・
ドーピング機関が当該権限を行使しない場合に
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は、結果管理は、該当する国際競技連盟又は国際
競技連盟の規則において指示されるとおり、当該
競技者又はその他の人について権限を有する第三
者により行われる。 
 
 
 
7.1.3 潜在的な居場所情報関連義務違反（提出
義務違反又は検査未了）に関する結果管理は、「結
果管理に関する国際基準」に定めるとおり、違反
を問われる競技者による居場所情報の提出先であ
る国際競技連盟又は JADA により処理されるもの
とする。JADA が提出義務違反又は検査未了を認定
した場合には、ADAMS を経由して WADA に当該
情報を提出するものとし、当該情報は、当該シス
テムからその他の関連アンチ・ドーピング機関に
より利用可能なものとされる。 
 
7.1.4 JADA が、自己の権限下にある競技者及びそ
の他の人に関するアンチ・ドーピング規則違反に
関して結果管理を実施する上で責任を負う他の状
況は、世界規程第 7 条を参照しこれに従い決定さ
れるものとする。 
 
 
7.1.5 WADA は、特定の状況において JADA が結
果管理を実施するよう指示することができる。
JADA が、WADA の設定した合理的な期限内に結果
管理を行うことを拒否した場合には、当該拒否は
不遵守行為と捉えられるものとし、WADA は、当
該競技者又はその他の人について権限を有する他
のアンチ・ドーピング機関であって結果管理責任
を引き受けようとする意思のあるものに対し、
JADA に代わって結果管理責任を引き受けること
を指示することができ、また、そのようなアンチ・
ドーピング機関が存在しない場合には、かかる意
思を有する他のいかなるアンチ・ドーピング機関
に対しても指示することができる。かかる場合に
は、JADA は、WADA の指定した他のアンチ・ドー
ピング機関に、結果管理を行うコスト及び弁護士
費用を償還するものとし、コスト及び弁護士費用
を償還しないことは不遵守行為とみなされるもの
とする。 
 
7.2 アンチ・ドーピング規則違反の可能性に関する
審査及び通知 
 
JADA は、アンチ・ドーピング規則違反の可能性に
関する審査及び通知を、「結果管理に関する国際基
準」に従い行うものとする。 
 
 
7.3 従前のアンチ・ドーピング規則違反の特定 
 
 
JADA は、上記の定めのとおり、アンチ・ドーピン
グ規則違反の可能性を競技者又はその他の人に通
知するのに先立ち、従前のアンチ・ドーピング規
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則違反が存在するか否か判断するために、ADAMS
を参照し、WADA その他の関連アンチ・ドーピン
グ機関に連絡を取るものとする。 
 
7.4 暫定的資格停止 
 
［第 7.4 項の解説：JADA によって暫定的資格停止
が一方的に賦課される前に、本規程及び「結果管
理に関する国際基準」に定められた内部的な審査
が、まず完了されなければならない。 
 
 
7.4.1 違反が疑われる分析報告又はアスリート・バ
イオロジカル・パスポートに基づく違反が疑われ
る報告の後の強制的な暫定的資格停止 
 
JADA は、特定物質又は特定方法以外の禁止物質又
は禁止方法につき違反が疑われる分析報告又は
（アスリート・バイオロジカル・パスポートに基
づく違反が疑われる報告の審査手続の完了にあ
たって）アスリート・バイオロジカル・パスポー
トに基づく違反が疑われる報告を受領した場合に
は、第 7.2 項により要求される審査及び通知の後
速やかに競技者に対し暫定的資格停止を賦課する
ものとする。 
 
(i)競技者が、当該違反が汚染製品に関するもので
ある可能性があることを日本アンチ・ドーピング
規律パネルに対し立証した場合、又は(ii)違反が濫
用物質に関するものであり、競技者が第 10.2.4.1
項に基づく短縮された資格停止期間について権利
を有することを立証した場合には、強制的な暫定
的資格停止は取り消される場合がある。 
汚染製品に関する競技者の主張を理由として強制
的な暫定的資格停止を取り消さない旨の日本アン
チ・ドーピング規律パネルの決定に対しては、不
服申立てを行うことはできないものとする。 
 
7.4.2 特定物質、特定方法、汚染製品又はその他
のアンチ・ドーピング規則違反に関する、違反が
疑われる分析報告に基づく任意の暫定的資格停止 
 
 
JADA は、第 7.4.1 項の適用対象外であるアンチ・
ドーピング規則違反に関して、競技者の B 検体の
分析又は第 8 条に定める終局的な聴聞会に先立っ
て、暫定的資格停止を賦課することができる。 
 
「結果管理に関する国際基準」において別段の定
めがある場合を除き、第 8 条に基づく日本アン
チ・ドーピング規律パネルの決定に先立って、任
意の暫定的資格停止は、JADA の裁量によりいつで
も取り消される場合がある。 
 
7.4.3 聴聞又は不服申立ての機会 
 
第 7.4.1 項及び第 7.4.2 項にかかわらず、暫定的資
格停止は、競技者又はその他の人が、(a)暫定的資
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格停止が賦課される前、若しくは賦課された後適
時に暫定聴聞会の機会を与えられ、又は、(b)暫定
的資格停止を賦課された後適時に第 8 条に基づく
緊急聴聞会の機会を与えられない限り、賦課され
ない。 
 
 
暫定的資格停止の賦課、又は暫定的資格停止を賦
課しない旨の決定は、第 13.2 項に従い迅速な手続
においてこれに対し不服申立てをすることができ
る。 
 
7.4.4 暫定的資格停止の自発的な受諾 
 
 
競技者は、(i)B 検体の報告（又は B 検体の放棄）
から 10 日間又は他のアンチ・ドーピング規則違反
の通知から 10 日間の期間満了、又は(ii)競技者が当
該報告又は通知の後に最初に競技する日のいずれ
か遅い方に先立ち、独自の判断により、暫定的資
格停止を自発的に受諾することができる。 
 
 
その他の人は、アンチ・ドーピング規則違反の通
知から 10 日以内に、独自の判断により、暫定的資
格停止を自発的に受諾することができる。 
 
 
当該自発的な受諾にあたり、当該暫定的資格停止
は完全な効力を有し、当該暫定的資格停止があた
かも第 7.4.1 項又は第 7.4.2 項に基づき賦課された
とした場合と同じ方法で取り扱われるものとす
る。但し、競技者又はその他の人は、暫定的資格
停止を自発的に受諾した後いつでも当該受諾を撤
回することができるが、かかる場合において競技
者又はその他の人は当該暫定的資格停止中に従前
服した時間について何ら控除を受けないものとす
る。 
 
7.4.5 A 検体の違反が疑われる分析報告に基づき暫
定的資格停止が賦課されたが、それに続く B 検体
の分析（競技者又は JADA の要請がある場合）が A
検体の分析結果を追認しない場合には、競技者は
第 2.1 項の違反を理由としてそれ以上の暫定的資
格停止を賦課されないものとする。競技者が第 2.1
項の違反により競技大会の出場資格を失ったが、
続くB 検体の分析結果が A 検体の分析結果を追認
しないという状況において、その時点で当該競技
大会にその他の影響を与えることなく当該競技者
が当該競技大会に出場することが可能な場合に
は、当該競技者は、当該競技大会に出場できるも
のとする。 
 
7.5 結果管理に関する決定 
 
JADA の結果管理に関する決定又は裁定は、特定の
地理的地域又は競技に限定されることが意図され
てはならず、以下を含むがこれらに限られない事
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項を取り扱い、決定するものとする。(i)アンチ・
ドーピング規則違反が行われたか、又は暫定的資
格停止が賦課されるべきか、当該決定の事実的根
拠、及び違反があった本規程の具体的な条項、並
びに(ii)第 9 条及び第 10.10 項に基づく該当する失
効、メダル又は褒賞の剥奪、資格停止期間及び当
該期間の開始日、並びに金銭的措置を含むアン
チ・ドーピング違反に由来するすべての措置。 
 
 
 
［第 7.5 項の解説：結果管理に関する決定は、暫
定的資格停止を含む。 
 
JADA による各決定は、アンチ・ドーピング規則違
反が行われたか、及び、第 10.1 項に基づく失効（そ
れは競技大会の所轄組織に任される。）以外の失効
を含む、当該違反に由来するすべての措置を取り
扱うべきである。第 15 条に従い、当該決定及びそ
の措置の賦課は、すべての国においてすべての競
技について自動的な効果を有するものとする。例
えば、競技会（時）に採取された検体について違
反が疑われる分析報告に基づく、競技者がアン
チ・ドーピング規則違反を行った旨の決定につい
ては、競技会で獲得された競技者の成績は第 9 条
に基づき失効し、検体が採取された日から資格停
止期間の存続期間を通して競技者が取得した他の
競技成績も、第 10.10 項に基づき失効する。違反
が疑われる分析報告が競技大会における検査の結
果である場合には、検体の採取前の競技者の当該
競技大会における他の個人成績も第 10.1 項に基づ
き失効するか否かは、主要競技大会機関が決定す
る責任を負う。］ 
 
 
 
 
7.6 結果管理に関する決定の通知 
 
 
JADA は、第 14 条及び「結果管理に関する国際基
準」に定めるとおり、結果管理に関する決定につ
いて、競技者、その他の人、署名当事者及び WADA
に通知するものとする。 
 
7.7 競技からの引退 
 
［第 7.7 項の解説：競技者又はその他の人がアン
チ・ドーピング機関の権限に服する前に行った行
為は、アンチ・ドーピング規則違反を構成しない
が、スポーツ団体のメンバーから除外する正当な
根拠たりうる。］ 
 
 
 
JADA の結果管理手続の進行中に競技者又はその
他の人が引退する場合には、JADA は、当該結果管
理手続を完了させる権限を保有し続ける。仮に、
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競技者又はその他の人が結果管理手続の開始前に
引退する場合であって、競技者又はその他の人が
アンチ・ドーピング規則に違反した時点において
JADA が当該競技者又はその他の人について結果
管理権限を有していたであろうときには、JADA は
結果管理を実施する権限を有する。 
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第 8 条：結果管理：公正な聴聞を受ける権利及び
聴聞会における決定の通知 
 
 
アンチ・ドーピング規則違反を行ったと主張され
た人につき、JADA は、合理的な期間内に、世界規
程及び「結果管理に関する国際基準」を遵守して
いる、公正かつ公平で運営上の独立性を有する聴
聞パネルによる公正な聴聞会を提供するものとす
る。聴聞会は、技術を用いて共に結び付けられた
手続参加者により通信回線を使用して行うことも
できる。使用可能な又は使用されるべき技術につ
いて制限はないが、電話会議、テレビ会議技術そ
の他のオンラインコミュニケーションツール等の
手段を含む。聴聞パネル（以下において定義され
る）は、聴聞会を通信回線を使用して行うか否か
及び通信回線を使用して行う場合の具体的な手段
を決定する裁量を有する。 
 
 
8.1 公正な聴聞会 
 
8.1.1 公正かつ公平で運営上の独立性を有する聴
聞パネル 
 
8.1.1.1 JSC は、本規程の適用対象となる競技者又
はその他の人がアンチ・ドーピング規則違反を
行ったかについて聴聞を行い、これを決定し、ま
た、該当する場合には適用される措置を賦課する、
管轄権を有する日本アンチ・ドーピング規律パネ
ルを設立するものとする。 
 
 
8.1.1.2 JSC は、日本アンチ・ドーピング規律パネ
ルに利益相反がなく、その構成、任期、職業経験、
運営上の独立性及び適切な財政基盤が「結果管理
に関する国際基準」の要件を充足することを確保
するものとする。 
 
 
 
8.1.1.3 JADA又はその機関の理事会構成員、職員、
委員会構成員、コンサルタント及び担当者、並び
に案件の調査及び裁定前段階に関与する人は、日
本アンチ・ドーピング規律パネルのパネル委員及
び／又は事務局（当該事務局が協議過程及び／又
は決定の起案に関与している限りにおいて）に任
命されてはならない。特に、いかなるパネル委員
も、配点された事案において、従前に TUE 申請、
結果管理に関する決定又は不服申立てを検討して
いてはならない。 
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8.1.1.4 日本アンチ・ドーピング規律パネルは、法
律家である 1 名の委員長及び複数名の副
委員長、複数名の医師、並びに更なる複数
名の委員（現役のスポーツ関連団体の役職
員若しくは競技者又は過去に当該役職員
若しくは競技者であった者とする。）によ
り構成される。 

 すべての委員は、公正に、偏りなく、独立
して聴聞が行える者として任命される。 

 
 
8.1.1.5 各委員は、その法的な、スポーツの、医学

的及び／又は科学的知見を含む、必要なア
ンチ・ドーピング経験を考慮に入れた上
で、任命されるものとする。各委員の任期
は 4 年とし、任期は更新することができる
ものとする。 

 
8.1.1.6 委員が死亡又は退任した場合には、JSC

は、独立した者を委員として任命し、その
欠員を補充することができる。任命された
当該委員の任期は、欠員の原因となった元
の委員の任期の残期間とする。 

 
 
8.1.1.7 日本アンチ・ドーピング規律パネルは、

JADA 又は第三者から介入されることなく
聴聞及び意思決定手続を行う地位にある
ものとする。 

 
 
8.1.2 聴聞手続 
 
8.1.2.1 JADA が、アンチ・ドーピング規則違反
の可能性について競技者又はその他の人に通知
を付与し、当該競技者又はその他の人が第 8.3.1
項又は第 8.3.2 項に従い聴聞会を放棄しない場合
には、当該事案は日本アンチ・ドーピング規律パ
ネルに委ねられ、日本アンチ・ドーピング規律パ
ネルは、「結果管理に関する国際基準」の第 8 条
及び第 9 条に記載される原則に従い、聴聞会及び
裁定を実施するものとする。 

 
8.1.2.2 日本アンチ・ドーピング規律パネルの委
員長は、個別事案につき聴聞を行い、判断を下す
ために 3 名の委員を日本アンチ・ドーピング規律
パネルの委員の中から任命する。当該 3 名の委員
は、長として聴聞会の議事を進行させる者（すな
わち、日本アンチ・ドーピング規律パネルの委員
長又は副委員長）、1 名の医師、及び 1 名のスポー
ツ関連団体の役職員又は競技者（過去に役職員若
しくは競技者であった者も含む。）により構成さ
れる。聴聞会を実施する委員（本項の規定に従い
構成される委員）から構成されるパネルを以下本
条において「聴聞パネル」という。 

 
8.1.2.3 聴聞パネルへの任命にあたり、各聴聞パ
ネルメンバーは、宣言書で開示された状況以外
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に、いかなる当事者の目線においても自己の公平
性に疑義をもたれる事実又は状況について自己
が知らないことを示す宣言書に署名するものと
する。 
 
8.1.2.4 日本アンチ・ドーピング規律パネルは、
聴聞パネルの必要に応じて、当該聴聞パネルを支
援させ又はこれに対し助言させるために専門家
を任命する完全な裁量権を有する。 

 
8.1.2.5 日本アンチ・ドーピング規律パネル及び
その聴聞パネルは、本規程及び「結果管理に関す
る国際基準」の規定に従い、自己の手続を定める
権限を有するものとする。 
 
 
8.1.2.6 日本アンチ・ドーピング規律パネルの聴
聞会は、当該取り扱われている事案の当事者であ
る競技者又はその他の人が公開で行われることを
要請しない限り、非公開で実施されるものとする。
また、「結果管理に関する国際基準」の規定に従い、
当該競技者又はその他の人が書面の同意を提供し
たことを条件として、JADA は、公開の聴聞会を要
請することができる。上記にかかわらず、要保護
者の利益若しくは当事者の私生活の保護が要請さ
れる場合、公開することが正義を損なう場合、又
は手続が専ら法的問題にのみ関連する場合には、
聴聞パネルは、道徳、公的秩序、国家安全の観点
から、当該競技者又はその他の人の要請を却下す
ることができる。 
疑義を避けるために付言するに、聴聞パネルの自
己による決定に関する協議は非公開とする。 
 
 
 
8.1.2.7 JADA は、日本アンチ・ドーピング規律
パネルの聴聞パネルの前で、当事者である人に対
する事案について主張を行うものとし、JADA が要
請した場合には、当該人の国内競技連盟は、JADA
を支援するものとする。 
 
8.1.2.8 当該取り扱われている事案の当事者で
ある人は、主張されたアンチ・ドーピング規則違
反及びその措置に関して意見を述べる権利を有す
る。 
 
8.1.2.9 通知受領後に当事者又はその代理人が
聴聞会に参加しなかった場合には、当該当事者又
はその代理人は、聴聞会に参加する権利を放棄し
たとみなされる。合理的理由がある場合には、当
該権利は復活させることができる。 
 
8.1.2.10 各当事者は、自己の費用負担において聴
聞会に代理人を立てる権利を有するものとする。 
 
8.1.2.11 各当事者は、聴聞パネルが必要と認める
場合には、通訳を入れる権利を有するものとする。
聴聞パネルは、通訳者の身元を確認し、その費用
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の負担につき判断するものとする。 
 
 
8.1.2.12 聴聞手続の各当事者は、証人を召喚し尋
問する権利を含め、証拠を提示する権利を有する
（電話による証言、又はファクシミリ、電子メー
ル若しくはその他の手段により送付された陳述書
若しくは意見提示を承認するか否かは、聴聞パネ
ルの自由裁量による。）。 
 
8.1.2.13 アンチ・ドーピング規則違反に関する事
実は、自認を含む信頼性のある手段により証明さ
れることができる。聴聞パネルは、伝聞証拠を含
む適切と考えられる証拠を受理することができ、
自由心証により証拠を評価する権利を有する。 
 
 
8.1.2.14 聴聞パネルは、聴聞会を延会又は休会と
することができる。 
 
8.1.2.15 聴聞パネルは、聴聞手続の当事者の要求
により、又は自己の発意に基づいて、聴聞手続の
一又は二以上の当事者に対して、聴聞会開催前に、
召喚予定の証人を含む、当該当事者が聴聞会で提
示する予定の、当該事案の更なる詳細を、聴聞パ
ネル及び／又は他当事者に対して提示することを
要求することができ、当該要求を受けた当事者は、
当該指示に従うものとする。 
 
8.1.2.16 当事者である人が聴聞パネルの要請又
は指示に従わなかったとしても、聴聞パネルによ
る聴聞会進行が妨げられることはないものとす
る。当該指示等に従わなかったという事情は、聴
聞パネルが決定を下す上での判断材料とすること
ができる。 
 
8.1.3 本規程の対象である競技者及びその他の人に
関して、競技大会に関連して開催される聴聞会は、
日本アンチ・ドーピング規律パネルが許容する場
合には、簡易な手続の方式で開催することができ
る。 
 
［第 8.1.3 項の解説：例えば、アンチ・ドーピング
規則違反の問題が解決されなければ競技者の競技
大会参加資格を判断できない場合には、主要競技
大会の前日に緊急聴聞会が開催される可能性があ
る。また、事案の判断内容によって競技大会にお
ける競技者の成績の有効性や継続参加資格が左右
される場合、競技大会開催期間中に緊急聴聞会が
開催される可能性がある。］ 
 
8.1.4 WADA、国際競技連盟、競技者又はその他の
人の国内競技連盟、JOC 及び JPC（当該聴聞手続
の当事者でない場合）並びに JSPO は、オブザー
バーとして聴聞会に参加することができる。いか
なる場合であっても、JADA は係争中の事案及びす
べての聴聞会の結果についてこれらに完全に情報
提供し続けるものとする。 
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8.2 決定の通知 
 
8.2.1 聴聞会の終了時又はその後合理的な期間内
において、日本アンチ・ドーピング規律パネルは、
「結果管理に関する国際基準」の第 9 条に適合し、
決定の完全な理由、賦課される資格停止期間、第
10.10 項に基づく成績の失効、及び、該当する場合
には、賦課可能な最大の措置が賦課されなかった
ことの正当な理由を含む、決定書面を発行するも
のとする。 
 
 
8.2.2 聴聞パネルの決定は、当該手続の当事者そ
の他の第 13.2.3 項に基づき不服申立てを提起する
権利を有する者、競技者又はその他の人の国内競
技連盟、日本スポーツ仲裁機構及びスポーツ庁に
通知される。 

 
8.3 聴聞を受ける権利の放棄 

 
8.3.1 アンチ・ドーピング規則違反が主張された

競技者又はその他の人は、いつでも当該違
反を自認し、聴聞を放棄し JADA の提案する
措置を受諾し、該当する場合には第 10.8 項
の定める条件に基づく結果管理に関する合
意の利益を享受することができる。 

 
 
8.3.2 但し、アンチ・ドーピング規則違反が主張

された競技者又はその他の人が違反を主張
する JADA が送付する通知において別途特
定される期限内に当該主張に対して異議を
申し立てなかった場合には、当該競技者又
はその他の人は当該違反を自認し、聴聞を
放棄し、提案された措置を受諾したものと
みなされるものとする。 

 
8.3.3 第 8.3.1 項又は第 8.3.2 項が適用される場合

には、日本アンチ・ドーピング規律パネル
の前の聴聞は不要であるものとする。代わ
りに JADA は、「結果管理に関する国際基準」
の第 9 条に適合し、決定の完全な理由、賦
課される資格停止期間、第 10.10 項に基づく
成績の失効、及び該当する場合には最大限
の潜在的な措置が賦課されなかった根拠を
含む、決定書面を速やかに発行するものと
する。 

 
 
8.4 CAS における一審制の聴聞会 
 
国際レベルの競技者、国内レベルの競技者又はそ
の他の人に対し主張されたアンチ・ドーピング規
則違反は、競技者又はその他の人、JADA（第 7 条
に従い、結果管理を行う責任を負う。）及び WADA
の同意をもって、直接 CAS において 1 回限りの聴
聞の対象とすることができる。 
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［第 8.4 項の解説：国際レベル又は国内レベルで第
一審の聴聞会を行い、その後 CAS にて新規に再度
聴聞会を行うために要する費用の合計は、多額で
ある場合がある。本条において特定される全当事
者が、自己の利益が一審制の聴聞会で適切に保護
される旨を納得する場合には、競技者又はアン
チ・ドーピング機関は 2 回の聴聞会にかかる追加
費用を負担する必要がない。アンチ・ドーピング
機関は、オブザーバーとして CAS の聴聞会に参加
することができる。］ 
 

 
 第 9 条 個人の成績の自動的失効 

 
 
 
個人スポーツにおける競技会（時）検査に関して
アンチ・ドーピング規則違反があった場合には、
当該競技会において得られた個人の成績は、自動
的に失効し、その結果として、当該競技会におい
て獲得されたメダル、得点、及び褒賞の剥奪を含
む措置が課される。 
 
［第 9 条の解説：チームスポーツについては、個
人の選手が受領した賞は失効する。但し、チーム
の失効は第 11 条に定めるとおりとする。チームス
ポーツではないがチームに対して賞が与えられる
スポーツにおいては、一人又は二人以上のチーム
メンバーがアンチ・ドーピング規則に違反した際
におけるチームに対する失効又はその他の制裁措
置は、国際競技連盟の適用される規則に従って課
されることになる。］ 
 
第 10 条 個人に対する制裁措置 
 
 
10.1 アンチ・ドーピング規則違反が発生した競技
大会における成績の失効 
 
10.1.1 競技大会開催期間中又は競技大会に関連
してアンチ・ドーピング規則違反が発生した場合、
当該競技大会の所轄組織である組織の決定によ
り、当該競技大会において得られた個人の成績は
失効し、当該競技大会において獲得されたメダル、
得点、及び褒賞の剥奪を含む措置が課される。但
し、第 10.1.2 項に定める場合は、この限りではな
い。 
 
競技大会における他の成績を失効させるか否かを
検討する際の要素としては、例えば、競技者によ
るアンチ・ドーピング規則違反の重大性の程度や、
他の競技会において競技者に陰性の検査結果が出
たか否かなどが挙げられる。 
［第 10.1.1 項の解説：第 9 条によって、競技者に
陽性検査結果が出た競技会（例、100 メートル背
泳ぎ）においては、その結果が失効するが、本項
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により、競技大会（例世界水泳選手権大会）の開
催期間中に実施された全レースの結果がすべて失
効する可能性がある。］ 
 
10.1.2 競技者が当該違反に関して自己に「過誤
又は過失がないこと」を証明した場合には、アン
チ・ドーピング規則違反が発生した競技会以外の
競技会における競技者の個人の成績は失効しない
ものとする。但し、アンチ・ドーピング規則違反
が発生した競技会以外の競技会における当該競技
者の成績が、当該違反による影響を受けていると
考えられる場合は、この限りではない。 
 
10.2 禁止物質及び禁止方法の存在、使用若しくは
使用の企て、又は、保有に関する資格停止 
 
 
第 2.1 項、第 2.2 項又は第 2.6 項の違反による資格
停止期間は、第 10.5 項、第 10.6 項又は第 10.7 項
に基づく取消し、短縮又は猶予の可能性を条件と
して、以下のとおりとする。 
 
10.2.1 第 10.2.4 項を条件として、資格停止期間
は、次に掲げる場合には 4 年間とする。 
 
10.2.1.1 アンチ・ドーピング規則違反が特定物質
又は特定方法に関連しない場合。但し、競技者又
はその他の人が、当該アンチ・ドーピング規則違
反が意図的ではなかった旨を立証できた場合を除
く。 
 
［第 10.2.1.1 項の解説：競技者又はその他の人が、
禁止物質がどのように体内に入ったかを示すこと
なく、アンチ・ドーピング規則違反が意図的では
なかったことを証明することは理論的には可能で
ある一方で、第 2.1 項に基づくドーピング事案で、
競技者が、禁止物質の出所（source）を証明するこ
となく当該競技者が意図的でなく行動したことを
証明することができる可能性は極めて低い。］ 
 
10.2.1.2 アンチ・ドーピング規則違反が特定物
質又は特定方法に関連し、JADA が、当該アンチ・
ドーピング規則違反が意図的であった旨立証でき
た場合。 
 
10.2.2 第 10.2.1 項が適用されない場合には、
第 10.2.4.1 項を条件として、資格停止期間は 2 年
間とする。 
 
10.2.3 「意図的」という用語は、第 10.2 項に
おいて用いられる場合には、自らの行為がアン
チ・ドーピング規則違反を構成することを認識し
た上でその行為を行ったか、又は、当該行為がア
ンチ・ドーピング規則違反を構成し若しくはアン
チ・ドーピング規則違反の結果に至りうる重大な
リスクがあることを認識しつつ、当該リスクを明
白に無視した競技者又はその他の人を指す。競技
会（時）においてのみ禁止された物質についての
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違反が疑われる分析報告の結果としてのアンチ・
ドーピング規則違反は、当該物質が特定物質であ
る場合であって、競技者が、禁止物質が競技会外
で使用された旨を立証できるときは、「意図的」で
はないものと推定されるものとする。競技会（時）
においてのみ禁止された物質による違反が疑われ
る分析報告の結果としてのアンチ・ドーピング規
則違反は、当該物質が特定物質ではない場合で
あって、競技者が、禁止物質が競技力とは無関係
に競技会外で使用された旨立証できるときは、「意
図的」であったと判断してはならない。 
 
［第 10.2.3 項の解説：第 10.2.3 項は、第 10.2 項と
の関係のみにおいて適用される、「意図的」の特
別な定義を規定している。］ 
 
10.2.4 第 10.2 項の他の規定にかかわらず、アン
チ・ドーピング規則違反が濫用物質に関するもの
である場合。 
 
10.2.4.1 競技者が、摂取、使用又は保有が競技会外
で発生したものであること、及び、競技力とは無
関係であったことを立証することができた場合に
は、資格停止期間は 3 ヶ月間とする。 
 
加えて、競技者又はその他の人が、JADA が承認し
た濫用物質治療プログラムを十分に完了した場合
には、本第 10.2.4.1 項に基づき算定された資格停止
期間は、1 ヶ月間に短縮される場合がある。本第
10.2.4.1 項で確定された資格停止期間は、第 10.6
項のいかなる規定によっても短縮されない。 
 
［第 10.2.4.1 項の解説：治療プログラムが承認され
たか否か及び競技者又はその他の人がプログラム
を十分に完了したか否かの判断は、JADA の単独の
裁量により行われるものとする。本項は、JADA が、
「偽物」の治療プログラムではない、適法かつ高
評価のプログラムを特定し、承認するために自己
の判断を行う余地を付与することを意図してい
る。しかし、適法な治療プログラムの特徴は広く
多様で、時間の経過に従い変化する可能性がある
ため、受諾可能な治療プログラムのために WADA
が義務的な基準を策定することは実際的ではない
ことが予想されている。］ 
 
 
10.2.4.2 摂取、使用又は保有が競技会（時）に発生
したものであり、かつ、競技者が、摂取、使用又
は保有の文脈が競技力とは無関係であったことを
立証することができた場合には、当該摂取、使用
又は保有は第 10.2.1 項において意図的とは捉えら
れないものとし、また、第 10.4 項に基づき加重事
情の存在を認定する根拠とはならないものとす
る。 
 
10.3 その他のアンチ・ドーピング規則違反に関す
る資格停止 
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第 10.2 項に定められた以外のアンチ・ドーピング
規則違反に関する資格停止期間は、第 10.6 項又は
第 10.7 項が適用される場合を除き、次のとおりと
するものとする。 
10.3.1 第 2.3 項又は第 2.5 項の違反の場合
には、資格停止期間は 4 年間とする。但し、(i)競
技者が検体の採取に応じない場合に、アンチ・ドー
ピング規則違反が意図的に行われたものではない
旨を立証できたときはこの限りではなく、資格停
止期間は 2 年間とするものとし、(ii)他のすべての
事案において、競技者又はその他の人が、資格停
止期間の短縮を正当化する例外的な状況を立証す
ることができた場合には、資格停止期間は、競技
者又はその他の人の過誤の程度により、2 年間か
ら 4 年間の範囲内とし、(iii)要保護者又はレクリ
エーション競技者に関する事案においては、資格
停止期間は、要保護者又はレクリエーション競技
者の過誤の程度により、最長で 2 年間、最短で資
格停止期間を伴わない譴責の範囲内とする。 
 
 
 
10.3.2 第 2.4 項の違反の場合には、資格停止期
間は 2 年間とするものとする。但し競技者の過誤
の程度により最短 1 年間となるまで短縮すること
ができる。本項における 2 年間から 1 年間までの
間での資格停止期間の柔軟性は、直前の居場所情
報変更パターン又はその他の行為により、競技者
が検査の対象となることを避けようとしていた旨
の重大な疑義が生じる場合には、当該競技者には
これを適用しない。 
 
10.3.3 第 2.7 項又は第 2.8 項の違反の場合には、
資格停止期間は、違反の重大性の程度により、最
短で 4 年間、最長で永久資格停止とするものとす
る。要保護者に関連する第 2.7 項又は第 2.8 項の違
反は、特に重大な違反であると考えられ、サポー
トスタッフによる違反が特定物質に関する違反以
外のものであった場合には、当該サポートスタッ
フに対して永久資格停止が課されるものとする。
さらに、第 2.7 項又は第 2.8 項の重大な違反がス
ポーツに関連しない法令違反にも及ぶ場合には、
権限のある行政機関、専門機関又は司法機関に対
して報告がなされるものとする。 
 
［第 10.3.3 項の解説：ドーピングを行っている競
技者に関与し、又はドーピングの隠蔽に関与した
者には、陽性検査結果が出た競技者本人よりも、
厳しい制裁措置が適用されるべきである。スポー
ツ団体の権限は、一般に、認定、加盟その他の競
技上の恩典に関する資格の停止に限定されている
ことから、サポートスタッフを権限のある機関に
告発することは、ドーピングを抑止するための重
要な措置である。］ 
 
10.3.4 第 2.9 項の違反につき、賦課される資格停
止期間は、違反の重大性の程度により、最短で 2
年、最長で永久資格停止とするものとする。 
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10.3.5 第 2.10 項の違反につき、資格停止期間は
2 年間とするものとする。但し、競技者又はその
他の人の過誤の程度及び当該事案のその他の事情
により、最短 1 年間となるまで短縮することがで
きる。 
 
［第 10.3.5 項の解説：第 2.10 項に引用される「そ
の他の人」が個人でなく団体である場合には、当
該団体は第 12 条の定めに従い制裁の対象となる
場合がある。］ 
 
10.3.6 第 2.11 項の違反について、競技者又はその
他の人の違反の重大性の程度により、資格停止期
間は最短で 2 年、最長で永久資格停止とする。 
 
 
［第 10.3.6 項の解説：第 2.5 項（不正干渉）及び第
2.11 項（競技者又はその他の人が、当局への報告
を阻止し、又は当局への通報に対して報復する行
為）の両方に違反すると判断される行為は、より
厳しい制裁措置を有する違反に基づき制裁が課さ
れるものとする。 
 
10.4 資格停止期間を加重する可能性のある加重事
情 
 
JADA が、第 2.7 項（不正取引又は不正取引の企て）、
第 2.8 項（投与又は投与の企て）、第 2.9 項（違反
関与又は違反関与の企て）又は第 2.11 項（競技者
又はその他の人が、当局への通報を阻止し、又は
当局への通報に対して報復する行為）に基づく違
反以外のアンチ・ドーピング規則違反に関する個
別の事案において、標準的な制裁措置よりも長い
資格停止期間の賦課を正当化する加重事情が存在
することを立証した場合には、その立証がない場
合には適用されたであろう資格停止期間は、違反
の重大性及び加重事情の性質により、2 年を上限と
する追加の資格停止期間の分加重されるものとす
る。但し、競技者又はその他の人が、自分が故意
に当該アンチ・ドーピング規則違反を行ったわけ
ではないことを立証することができた場合には、
この限りでない。 
 
［第 10.4 項の解説：第 2.7 項（不正取引又は不正
取引の企て）、第 2.8 項（投与又は投与の企て）、
第 2.9 項（違反関与又は違反関与の企て）又は第
2.11 項（競技者又はその他の人が、当局への通報
を阻止し、又は当局への通報に対して報復する行
為）に基づく違反は、これらの違反に対する制裁
措置が、加重すべき事情を考慮に入れることを許
容した上で、既に永久資格停止を上限とする十分
な裁量を有していることから、第 10.4 項の適用に
含まれない。］ 
 
 
10.5 過誤又は過失がない場合における資格停止
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期間の取消し 
 
個別事案において、競技者が「過誤又は過失がな
いこと」を証明した場合には、その証明がなけれ
ば適用されたであろう資格停止期間は取り消され
るものとする。 
 
［第 10.5 項の解説：本項及び第 10.6.2 項は、制裁
の賦課に対してのみ適用され、アンチ・ドーピン
グ規則違反が発生したか否かの決定には適用され
ない。また、例えば、十分な注意を払ったにもか
かわらず競技相手から妨害を受けた旨を競技者が
証明できる場合等の例外的状況においてのみ適用
される。逆に、「過誤又は過失がないこと」は、次
の場合には適用されない。 
(a) ビタミンや栄養補助食品の誤った表記や汚染
が原因となって検査結果が陽性になった場合（競
技者は自らが摂取する物に関して責任を負う（第
2.1 項）とともに、サプリメントの汚染の可能性に
関しては競技者に対して既に注意喚起がなされて
いる。）。 
(b) 競技者本人に開示することなく競技者の主治
医又はトレーナーが禁止物質を投与した場合（競
技者は医療従事者の選定について責任を負うとと
もに、自らに対する禁止物質の投与が禁止されて
いる旨を医療従事者に対して伝達しなければなら
ない。）。 
(c) 競技者が懇意とする集団の中において、配偶
者、コーチその他の人が競技者の飲食物に手を加
えた場合（競技者は自らが摂取する物について責
任を負うとともに、自己の飲食物への接触を許し
ている人の行為についても責任を負う。）。 
但し、個々の事案の具体的な事実によっては、上
記のような事案であっても、「重大な過誤又は過失
がないこと」として、第 10.6 項に基づき、制裁措
置が短縮される可能性がある。］ 
 
10.6 「重大な過誤又は過失がないこと」に基づく
資格停止期間の短縮 
 
10.6.1 第 2.1 項、第 2.2 項又は第 2.6 項の違反
に対する特定の状況における制裁措置の短縮 
 
第 10.6.1 項に基づく短縮の一切は、相互に排他的
であり、累積的ではない。 
 
10.6.1.1 特定物質又は特定方法 
  
 アンチ・ドーピング規則違反が特定物質（濫用物
質を除く。）又は特定方法に関連する場合におい
て、競技者又はその他の人が「重大な過誤又は過
失がないこと」を立証できるときには、資格停止
期間は、競技者又はその他の人の過誤の程度によ
り、最短で資格停止期間を伴わない譴責とし、最
長で 2 年間の資格停止期間とする。 
 
 
10.6.1.2 汚染製品 
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競技者又はその他の人が「重大な過誤又は過失が
ないこと」を立証できる場合において、検出され
た禁止物質（濫用物質を除く。）が汚染製品に由来
したときには、資格停止期間は、競技者又はその
他の人の過誤の程度により、最短で資格停止期間
を伴わない譴責とし、最長で 2 年間の資格停止期
間とするものとする。 
 
 
［第 10.6.1.2 項の解説：本項の利益を受けるために
は、競技者又はその他の人は、検出された禁止物
質が汚染製品に由来することを立証するのみなら
ず、「重大な過誤又は過失がないこと」も別途証
明しなければならない。また、競技者は栄養補助
食品を自己のリスクにおいて摂取することを告知
されていることにも留意すべきである。「重大な
過誤又は過失がないこと」に基づく制裁措置の短
縮は、競技者が汚染製品を摂取する前に高度な注
意を払った場合を除き、汚染製品の事案で適用さ
れたことはほとんどない。競技者が禁止物質の出
所（source）を立証することができるか否かを評価
するのにあたり、例えば、当該競技者が当該汚染
製品を実際に使用したことを立証するために、当
該競技者がドーピング・コントロール・フォーム
において後日汚染されていると判断された製品を
申告していたかどうかは重要である。 
 
 
本項は、何らかの製造過程を経た製品以外にまで
適用されるべきではない。違反が疑われる分析報
告が、合理的な人がアンチ・ドーピング規則違反
のリスクを予期しない状況における水道水や池の
水などの「非製品」の環境汚染の結果である場合
には、通常は、第 10.5 項に基づき、過誤又は過失
は存在しない。］ 
 
 
10.6.1.3 要保護者又はレクリエーション競技者 
 
濫用物質に関連しないアンチ・ドーピング規則違
反が要保護者又はレクリエーション競技者により
行われた場合であって、要保護者又はレクリエー
ション競技者が「重大な過誤又は過失がないこと」
を立証することができたときは、資格停止期間は、
要保護者又はレクリエーション競技者の過誤の程
度により、最短で資格停止期間を伴わない譴責と
し、最長で 2 年間とする。 
 
 
10.6.2 第 10.6.1 項の適用を超えた「重大な過誤
又は過失がないこと」の適用 
 
 競技者又はその他の人が、第 10.6.1 項が適用され
ない個別の事案において、自らが「重大な過誤又
は過失がないこと」を立証した場合には、立証が
なかった場合に適用されたであろう資格停止期間
は、第 10.7 項に該当した場合の更なる短縮又は取
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消しに加え、競技者又はその他の人の過誤の程度
により、短縮される場合がある。但し、かかる場
合において、短縮された後の資格停止期間は、立
証がなかった場合に適用されたであろう資格停止
期間の 2 分の 1 を下回ってはならない。別段適用
されたであろう資格停止期間が永久に亘る場合に
は、本項に基づく短縮された後の資格停止期間は
8 年を下回ってはならない。 
 
［第 10.6.2 項の解説：第 10.6.2 項は、意図がアン
チ･ドーピング規則違反の構成要件である条項（例
えば、第 2.5 項、第 2.7 項、第 2.8 項、第 2.9 項又
は第 2.11 項）、意図が特定の制裁措置の構成要件で
ある条項（例えば、第 10.2.1 項）又は競技者若し
くはその他の人の過誤の程度に基づき資格停止の
範囲が定められている条項を除き、いかなるアン
チ・ドーピング規則違反にも適用される場合があ
る。］ 
 
10.7 資格停止期間の取消し、短縮若しくは猶予又
は過誤以外を理由とするその他の措置 
 
 
10.7.1 アンチ・ドーピング規則違反を発見又は
立証する際の実質的な支援 
［第 10.7.1 項の解説：自己の過ちを認め、他のア
ンチ・ドーピング規則違反を明るみに出そうとす
る意思を有する競技者、サポートスタッフ又はそ
の他の人の協力は、クリーンなスポーツのために
重要である。］ 
 
10.7.1.1 JADA は、第 13 条に基づく不服申立てに
対する決定、又は不服申立期間の満了に先立ち、
競技者又はその他の人がアンチ・ドーピング機関、
刑事司法機関又は懲戒機関に対して、実質的な支
援を提供し、その結果、(i)アンチ・ドーピング機
関が他の人によるアンチ・ドーピング規則違反を
発見し若しくは該当手続を提起し、(ii)刑事司法機
関若しくは懲戒機関が他の人により犯された刑事
犯罪若しくは職務規程に対する違反を発見し若し
くは該当手続を提起するに至り、実質的な支援を
提供した人により提供された情報が、JADA 又は結
果管理責任を負う他のアンチ・ドーピング機関に
より利用可能となり、(iii)世界規程、国際基準又は
テクニカルドキュメントを遵守していないことに
基づき、WADA が、署名当事者、WADA 認定分析
機関又は（「分析機関に関する国際基準」において
定義される）アスリート・パスポート・マネジメ
ント・ユニットに対して手続を提起し、又は、(iv)
刑事司法機関又は懲戒機関が WADA の承認をもっ
てドーピング以外のスポーツのインテグリティの
違反に起因する犯罪又はプロフェッショナル若し
くはスポーツの規則の違反を問うに至った場合に
は、その事案において課される措置（失効及び義
務的な一般開示を除く。）の一部を猶予することが
できる。 
 第 13 条による不服申立てに対する決定又は不服
申立ての期間満了の後においては、JADA は、



58 
 

WADA 及び該当する国際競技連盟の承認を得た場
合にのみ、実質的な支援及びそれに伴う結果がな
ければ適用された措置の一部を猶予することがで
きる。 
 
実質的な支援及びそれに伴う結果がなければ適用
されたであろう資格停止期間が猶予される程度
は、競技者又はその他の人により行われたアン
チ・ドーピング規則違反の重大性及び競技者又は
その他の人により提供されたスポーツにおける
ドーピング並びに世界規程の不遵守及び／又はス
ポーツのインテグリティの違反の根絶のための実
質的な支援の重要性により定まるものとする。資
格停止期間は、実質的な支援及びそれに伴う結果
がなければ適用された資格停止期間の 4 分の 3 を
超えては猶予されない。実質的な支援及びそれに
伴う結果がなければ適用されたであろう資格停止
期間が永久である場合には、本項に基づき猶予さ
れない期間は 8 年間を下回らないものとする。本
項において、実質的な支援及びそれに伴う結果が
なければ適用された資格停止期間は、第 10.9.3.2
項に基づき加算されることのできた資格停止期間
を含まないものとする。実質的な支援を提供しよ
うとする競技者又はその他の人が要求した場合に
は、JADA は、競技者又はその他の人が、条件付合
意に従って JADA に情報を提供することを認める
ものとする。 
 
競技者又はその他の人が、協力を継続せず、措置
の猶予の根拠となった完全かつ信頼性を有する実
質的な支援を行わない場合には、JADA は、元の措
置を復活させるものとする。JADA が、猶予された
措置を復活させ、又は猶予された措置を復活させ
ない旨決定した場合には、第 13 条に基づき不服申
立てを提起する権利を有するいかなる人も、当該
決定に対して不服申立てを提起することができ
る。 
 
10.7.1.2 WADA は、競技者又はその他の人がア
ンチ・ドーピング機関に更に実質的な支援を提供
することを促すために、JADA の要請又はアンチ・
ドーピング規則違反若しくは他の世界規程違反を
行った（若しくは行ったと主張される）競技者若
しくはその他の人の要請により、第 13 条に基づく
不服申立ての決定の後を含む、結果管理手続のい
かなる段階においても、本来適用されたであろう
資格停止期間その他の措置に関して適切な猶予と
なると判断する内容について承認することができ
る。WADA は、例外的な状況においては、実質的
な支援があった場合、資格停止期間その他措置に
関し、本項に定める期間・措置を上回ってこれを
猶予することのみならず、資格停止期間を設けな
いこと、義務的な一般開示がないこと並びに／又
は賞金の返還若しくは罰金・費用の支払を命じな
いことについても承認することができる。WADA
による承認は、本項で別途定めるとおり、措置の
復活に服するものとする。第 13 条にかかわらず、
本第 10.7.1.2 項の文脈における WADA の決定は、
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不服申立ての対象とはならないものとする。 
 
10.7.1.3 JADA が、実質的な支援を理由として、
実質的な支援がなければ適用されたであろう制裁
措置の一部を猶予した場合には、当該決定を根拠
づける正当な理由を記載する通知を、第 14 条の定
めに従い、第 13.2.3 項に基づき不服申立てを行う
権利を有する他のアンチ・ドーピング機関に対し
て提供するものとする。WADA は、アンチ･ドーピ
ングの最善の利益に適うと判断する特殊な状況に
おいては、実質的な支援に関する合意又は提供さ
れている実質的な支援の性質についての開示を制
限し又は遅延させる適切な機密保持契約を締結す
る権限を JADA に授権することができる。 
 
10.7.2 その他の証拠がない場合におけるアン
チ・ドーピング規則違反の自認 
 
 アンチ・ドーピング規則違反を証明しうる検体の
採取の通知を受け取る前に（又は、第 2.1 項以外
のアンチ・ドーピング規則違反事案において、第
7 条に従って自認された違反に関する最初の通知
を受け取る前に）、競技者又はその他の人が自発的
にアンチ・ドーピング規則違反を自認し、当該自
認が、自認の時点で当該違反に関する唯一の信頼
できる証拠である場合には、資格停止期間が短縮
されることがある。但し、短縮された後の資格停
止期間は、当該事情がなければ適用されたであろ
う資格停止期間の 2 分の 1 を下回ることはできな
い。 
 
［第 10.7.2 項の解説：本項は、いずれのアンチ・
ドーピング機関もアンチ・ドーピング規則違反の
発生の可能性を認識していないという状況におい
て、競技者又はその他の人が、アンチ・ドーピン
グ規則に違反したことを名乗り出て、自認する場
合に適用されることが意図されている。競技者又
はその他の人が、自己の違反行為がまさに発覚す
るであろうとの認識を有した後に自認がなされた
という場合に適用されることを意図してはいな
い。資格停止が短縮されるべき程度は、競技者又
はその他の人が自発的に申し出なかったとしても
発覚したであろう可能性の程度に基づいて決せら
れるべきである。］ 
 
10.7.3 制裁措置の短縮に関する複数の根拠の適
用 
 
 競技者又はその他の人が、第 10.5 項、第 10.6 項又
は第 10.7 項における 2 つ以上の規定に基づき、制
裁措置の短縮について権利を有することを証明し
た場合には、当該事情がなければ適用されたであ
ろう資格停止期間は、第 10.7 項に基づく短縮又は
猶予の適用前に、第 10.2 項、第 10.3 項、第 10.5
項及び第 10.6 項に従って決定されるものとする。 
 競技者又はその他の人が資格停止期間の短縮又は
猶予の権利を第 10.7 項に基づき証明した場合に
は、資格停止期間は、短縮又は猶予されることが
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ある。但し、短縮又は猶予された後の資格停止期
間は、当該事情がなければ適用されたであろう資
格停止期間の 4 分の 1 を下回ることはできない。 
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 10.8 結果管理に関する合意 
 
10.8.1 早期の自認及び制裁措置の受諾に基づく特
定のアンチ・ドーピング規則違反に対する 1 年間
の短縮 
 
競技者又はその他の人が、JADA により、4 年以上
の資格停止期間（第 10.4 項に基づき主張された資
格停止期間を含む。）の主張を伴う、第 10.2.1 項
に基づくアンチ・ドーピング規則違反の可能性に
ついて通知を受けた後に、B 検体の分析の通知を
受領してから（若しくは当該分析を放棄してから）
20 日後、又は他の主張されたアンチ・ドーピング
規則違反責任の通知後20日以内に、違反を自認し、
かつ、主張された資格停止期間を受け入れた場合
には、競技者又はその他の人は、JADA が主張する
資格停止期間について、1 年間の短縮を受ける場合
がある。競技者又はその他の人が本第 10.8.1 項に
基づき主張された資格停止期間について 1 年間の
短縮を受けた場合には、他の条項に基づき、当該
主張された資格停止期間について更なる短縮を受
けることは認められないものとする。 
［第 10.8.1 項の解説：例えば、JADA が、競技者が
蛋白同化ステロイド薬を使用して第 2.1 項に違反
したと主張し、適用される資格停止期間が 4 年間
であると主張した場合には、競技者は、本項で特
定される期間内に、違反を自認し 3 年間の資格停
止を受け入れることによって、一方的に資格停止
期間を 3 年間に短縮することができ、その場合更
なる短縮は認められない。これにより、聴聞会を
開催する必要なく事案が解決する。］ 
 
 
10.8.2 事案解決合意 
 
競技者又はその他の人が、JADA によりアンチ・
ドーピング規則違反について責任を問われてから
アンチ・ドーピング規則違反を自認し、JADA 及び
WADA がその裁量により受諾可能と判断する措置
に合意した場合には、(a)競技者又はその他の人は、
JADA 及び WADA による、主張されたアンチ・ドー
ピング規則違反に対する第 10.1項から第 10.7項ま
での適用、違反の重大性、競技者又はその他の人
の過誤の程度、及び競技者又はその他の人が違反
を自認した迅速さの評価に基づき、資格停止期間
の短縮を受けることができ、(b)資格停止期間の開
始日は、検体の採取の日又は直近のその他のアン
チ・ドーピング規則違反の発生日のいずれかまで
遡及させることができる。但し、いずれの事案に
おいても、本項が適用される場合には、競技者又
はその他の人は、競技者又はその他の人が制裁措
置の賦課を受け入れた日又は暫定的資格停止の賦
課（競技者又はその他の人が後続的にこれを尊重
したもの。）を受け入れた日のいずれか早い方か
らから起算して、少なくとも合意された資格停止
期間の 2 分の 1 について、これに服するものとす
る。事案解決合意を締結するか否かの WADA 及び
JADA の判断、並びに資格停止期間の短縮期間及び
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開始日は、聴聞機関の決定又は審査の対象ではな
く、第 13 条に基づく不服申立ての対象とはならな
い。 
 
 
競技者又はその他の人が本項に基づき事案解決合
意を締結することを要求した場合には、JADA は、
競技者又はその他の人が、条件付合意に従ってア
ンチ・ドーピング機関と当該アンチ・ドーピング
規則違反の自認について協議することを認めるも
のとする。 
［第 10.8 項の解説：本第 10 条に定める軽減要因
又は加重要因は、事案解決合意に定める措置にた
どり着く上で考慮されるものとし、当該合意の条
件を超えて適用されないものとする。］ 
 
 
10.9 複数回の違反 
 
10.9.1 2 回目又は 3 回目のアンチ・ドーピング
規則違反 
10.9.1.1 競技者又はその他の人による 2 回目のア
ンチ・ドーピング規則違反につき、資格停止期間
は、以下に掲げる事項のうち、最も長い期間とす
る。 
 
(a) 6 ヶ月の資格停止期間、又は 
(b) 以下の範囲内の資格停止期間 

(i) 1 回目のアンチ・ドーピング規則違反につき
課された資格停止期間と、当該 2 回目のアン
チ・ドーピング規則違反を、あたかも 1 回目の
違反であるかのように取り扱った上で、それに
適用されたであろう資格停止期間との合計、並
びに 
 
(ii) 2 回目のアンチ・ドーピング規則違反を、
あたかも 1 回目の違反であるかのように取り
扱った上で、それに適用されたであろう資格停
止期間の 2 倍。この範囲内における資格停止期
間は、全体の状況及び 2 回目の違反に関する競
技者又はその他の人の過誤の程度に基づき判断
される。 

  
10.9.1.2 3 回目のアンチ・ドーピング規則違反は
常に永久の資格停止となる。但し、3 回目のアン
チ・ドーピング規則違反が第 10.5 項若しくは第
10.6 項の資格停止期間の取消し若しくは短縮の要
件を満たす場合、又は、第 2.4 項に対する違反に
関するものである場合にはこの限りではない。上
記但書の場合には、資格停止期間は 8 年から永久
資格停止までとする。 
 
10.9.1.3 第 10.9.1.1 項及び第 10.9.1.2 項により確定
された資格停止期間は、第 10.7 項の適用により、
更に短縮されることがある。 
 
10.9.2 競技者又はその他の人が過誤又は過失
がないことを立証したアンチ・ドーピング規則違
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反は、本第 10.9 項において従前の違反とは判断さ
れないものとする。さらに、第 10.2.4.1 項に基づ
き制裁を賦課されたアンチ・ドーピング規則違反
は、第 10.9 項の目的において違反とは判断されな
いものとする。 
 
10.9.3 潜在的な複数違反に関する追加的な
ルール 
 
10.9.3.1 第 10.9 項に基づいて制裁措置を課すこ
とにおいて、第 10.9.3.2 項及び第 10.9.3.3 項に定め
る場合を除き、競技者若しくはその他の人が第 7
条に基づくアンチ・ドーピング規則違反の通知を
受けた後に、又は JADA が 1 回目のアンチ・ドー
ピング規則違反の通知をするために合理的な努力
を行った後に、当該競技者又はその他の人が追加
のアンチ・ドーピング規則違反を行ったことを
JADA が証明できた場合にのみ、当該アンチ・ドー
ピング規則違反は 2 回目のアンチ・ドーピング規
則違反であると判断される。JADA が当該事実を証
明することができない場合には、当該 2 回の違反
は、全体として一つの 1 回目の違反として扱われ、
加重事情の適用を含めてより厳しい制裁措置が課
される方の違反に基づき、制裁措置が課されるも
のとする。複数のアンチ・ドーピング規則違反の
うちより早い方のアンチ・ドーピング規則違反ま
で遡ったすべての競技会における結果は、第 10.10
項に規定されているとおりに失効する。 
 
［第 10.9.3.1 項の解説：制裁措置の賦課の後、JADA
が 1 回目のアンチ・ドーピング規則違反に関する
通知以前に発生したアンチ・ドーピング規則違反
の事実を発見した場合には、同じルールが適用さ
れる。すなわち、JADA は、加重事情の適用を含め、
仮に 2 つの違反が同時に裁定されていたならば課
されたであろう制裁措置に基づいて制裁措置を課
すものとする。］ 
 
 
10.9.3.2 JADA が、競技者又はその他の人が通知前
に追加のアンチ・ドーピング規則違反を行ったこ
と、及び当該追加の違反が 1 回目に通知された違
反の 12 ヶ月以上前 12 ヶ月以上後に発生したもの
であることを立証した場合、当該追加の違反に関
する資格停止期間は、当該追加の違反が単独の 1
回目の違反であるかのように算定され、当該資格
停止期間は、前に通知された違反について賦課さ
れた資格停止期間と同時ではなく連続的に服され
るものとする。本第 10.9.3.2 項が適用される場合に
は、これらの併せて取り扱われた違反は、第 10.9.1
項の目的において単一の違反を構成するものとす
る。 
 
 
10.9.3.3 JADA が、競技者又はその他の人が、主張
されているアンチ・ドーピング規則違反について
のドーピング・コントロール手続に関連して第 2.5
項の違反を行ったことを立証した場合には、当該
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第2.5項の違反は単独の1回目の違反として取り扱
われ、当該違反に関する資格停止期間は、その基
にあるアンチ・ドーピング規則違反について賦課
された資格停止期間（もしあれば）と同時にでは
なく連続的に服されるものとする。本第 10.9.3.3
項が適用される場合には、これらの併せて取り扱
われた違反は、第 10.9.1 項の目的において単一の
違反を構成するものとする。 
 
10.9.3.4 JADA が、競技者又はその他の人が資格停
止期間中に 2 回目又は 3 回目のアンチ・ドーピン
グ規則違反を行ったことを立証した場合には、こ
れら複数回の違反に関する資格停止期間は同時に
ではなく連続的に服されるものとする。 
 
10.9.4 10 年以内の複数回のアンチ・ドーピング
規則違反 
 
第 10.9 項の適用において、各アンチ・ドーピング
規則違反を複数回の違反とみなすためには、当該
各違反が 10 年以内に発生していなければならな
い。 
 
10.10 検体の採取又はアンチ・ドーピング規則違反
後の競技会における成績の失効 
 
 
第 9 条に基づき、検体が陽性となった競技会にお
ける成績が自動的に失効することに加えて、陽性
検体が採取された日（競技会（時）であるか競技
会外であるかは問わない。）から、又はその他のア
ンチ・ドーピング規則違反の発生の日から、暫定
的資格停止又は資格停止期間の開始日までに獲得
された競技者のすべての競技成績は、公平性の観
点から別途要請される場合を除き、失効するもの
とし、その結果として、メダル、得点、及び褒賞
の剥奪を含む措置が課される。 
 
 
［第 10.10 項の解説：本規程は、アンチ・ドーピ
ング規則に違反した人の行為により損害を受けた
クリーンな競技者又はその他の人が、当該人に対
して損害賠償を請求する権利の行使を妨げるもの
ではない。］ 
 
 
10.11 剥奪された賞金 
 
JADA は、アンチ・ドーピング規則違反の結果とし
て剥奪された賞金を回収した場合には、剥奪され
た競技者が競技しなかったならば当該賞金の権利
を有していたであろう競技者に当該賞金を割り当
て、分配するための合理的な手段を講じるものと
する。 
 
［第 10.11 項の解説：本項は、JADA に、剥奪され
た賞金を回収する行動をとる積極的な義務を負わ
せることを意図しているわけではない。JADA が剥
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奪された賞金を回収する行動をとらないことを選
択した場合には、JADA は、剥奪された競技者が競
技しなかったならば当該賞金を受け取っていたで
あろう競技者に対し、当該賞金を回収する自己の
権利を譲渡する場合がある。「賞金を割り当て、
分配する合理的な手段」とは、回収された剥奪さ
れた賞金を、JADA 及びその競技者が合意するとお
りに使用することを含む場合もある。］ 
 
10.12 金銭的措置 
 
10.12.1 競技者又はその他の人がアンチ・ドーピン
グ規則違反を行った場合には、JADA はその裁量に
より、かつ、比例性の原則に基づき、(a)賦課され
た資格停止期間にかかわらず、当該アンチ・ドー
ピング規則違反に関連するコストを競技者又はそ
の他の人から回復すること、及び／又は(b)別段適
用される資格停止期間の上限期間が既に賦課され
た場合に限り、当該競技者又はその他の人に 100
万円を上限とする金額の制裁金を課することがで
きる。 
 
 
10.12.2 金銭的制裁措置は、比例性の原則が充足さ
れた場合に限り、課すことができる。費用の回復
又は金銭的制裁措置も、別途本規程に基づき適用
される資格停止その他制裁措置を短縮する根拠と
は判断されない。 
 
10.13 資格停止期間の開始 
 
競技者がアンチ・ドーピング規則違反に関する資
格停止期間に既に服している場合には、新規の資
格停止期間は、進行中の資格停止期間が終了した
後の 1 日目に開始するものとする。その他の場合
には、以下に定める場合を除き、資格停止期間は、
資格停止を定める聴聞会の終局的な決定の日、又
は聴聞会に参加する権利が放棄され若しくは聴聞
会が行われない場合には、資格停止を受け入れた
日若しくは別途資格停止措置が課された日を起算
日として開始するものとする。 
 
10.13.1 競技者又はその他の人の責に帰すべき
ではない遅延 
 
聴聞手続又はドーピング・コントロールの各局面
において大幅な遅延が発生した場合であって、競
技者又はその他の人が当該遅延が当該競技者又は
その他の人の責に帰すべきものではないことを立
証することができたときは、JADA 又は日本アン
チ・ドーピング規律パネル（該当する場合）は、
最大で、検体の採取の日又は直近のその他のアン
チ・ドーピング規則違反の発生日のいずれかまで、
資格停止期間の開始日を遡及させることができ
る。資格停止期間（遡及的な資格停止を含む。）の
間に獲得された一切の競技成績は、失効するもの
とする。 
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［第 10.13.1 項の解説：第 2.1 項に基づく場合以外
のアンチ・ドーピング規則違反の事案につき、ア
ンチ・ドーピング機関が、アンチ・ドーピング規
則違反を立証するのに十分な事実を積み上げ、立
証する上で、長時間を要する可能性がある。特に、
競技者又はその他の人が発覚されるのを回避する
ために自ら行動を起こした場合には、これが当て
はまる。これらの状況においては、より早くから
制裁措置の賦課を開始するという、本項の認める
柔軟性は、適用されるべきではない。］ 
 
10.13.2 服した暫定的資格停止又は資格停止期
間の控除 
 
10.13.2.1 競技者又はその他の人が暫定的資格停
止を遵守した場合、当該競技者又はその他の人は
最終的に課されうる資格停止期間から、当該暫定
的資格停止期間の控除を受けるものとする。競技
者又はその他の人が暫定的資格停止を遵守しな
かった場合には、当該競技者又はその他の人は、
服した暫定的資格停止期間について何ら控除を受
けないものとする。決定に従い資格停止期間に服
した場合で、当該決定に対し後日不服申立てが提
起されたときには、当該競技者又はその他の人は、
不服申立て後に最終的に課される資格停止期間か
ら、服した資格停止期間の控除を受けるものとす
る。 
 
 
10.13.2.2 競技者又はその他の人が、書面により、
JADA からの暫定的資格停止を自発的に受け入れ、
その後暫定的資格停止を遵守した場合には、当該
競技者又はその他の人は最終的に課される資格停
止期間から、自発的な暫定的資格停止期間の控除
を受けるものとする。競技者又はその他の人の自
発的な暫定的資格停止の受入れを証する書面の写
しは、第 14.1 項に基づき速やかに、主張されたア
ンチ・ドーピング規則違反の通知を受ける資格を
有する各当事者に対して提出されるものとする。 
 
 
［第 10.13.2.2 項の解説：競技者の自発的な暫定的
資格停止の受け入れは、競技者による自認ではな
く、いかなる形でも競技者に不利な推定を導くた
めに使われてはならない。］ 
 
 
10.13.2.3 資格停止期間に対する控除は、競技者
が競技に参加せず、又はチームから参加を停止さ
せられていたか否かにかかわらず、暫定的資格停
止又は自発的な暫定的資格停止の発効日以前の期
間に対しては与えられないものとする。 
 
 
10.13.2.4 チームスポーツにおいて、資格停止期
間がチームに課される場合には、公平性の観点か
ら別段の要請がなされる場合を除き、資格停止期
間は資格停止を賦課した聴聞会による終局的決定



67 
 

日に開始するものとし、又は聴聞を受ける権利が
放棄されたときには、資格停止期間が受諾された
日若しくは別途賦課された日に開始するものとす
る。チームに対する暫定的資格停止期間は（賦課
されたか、自発的に受諾されたかを問わず）、服す
べき合計資格停止期間から控除されるものとす
る。 
 
10.14 資格停止又は暫定的資格停止中の地位 
 
 
10.14.1 資格停止又は暫定的資格停止中の参加
の禁止 
 
資格停止を宣言され、又は暫定的資格停止の対象
である競技者又はその他の人は、当該資格停止又
は暫定的資格停止期間中、署名当事者、署名当事
者の加盟機関、又は署名当事者の加盟機関のクラ
ブ若しくは他の加盟機関が認定し、若しくは主催
する競技会若しくは活動（但し、認定されたアン
チ・ドーピング関連の教育プログラム若しくはリ
ハビリテーション・プログラムは除く。）、又は、
プロフェッショナルリーグ、国際レベル若しくは
国内レベルの競技大会機関が認定し、若しくは主
催する競技会、又は、政府機関から資金拠出を受
けるエリート若しくは国内レベルのスポーツ活動
には、いかなる立場においても参加できない。 
 
 
課された資格停止期間が 4 年間より長い競技者又
はその他の人は、4 年間の資格停止期間経過後、
別途世界規程署名当事者若しくは世界規程署名当
事者の一員から公認されておらず、又はその他こ
れらの権限の下にない国内スポーツ行事に競技者
として参加することができる。但し、当該国内ス
ポーツ行事は、資格停止期間でなければ当該競技
者又はその他の人が、国内選手権大会又は国際競
技大会への出場資格を直接的又は間接的に取得で
きる（又は国内選手権大会若しくは国際競技大会
に向けて得点を累積できた）水準の大会であって
はならず、また、いかなる立場においても、要保
護者と共に活動する競技者又はその他の人に関連
する大会であってはならない。 
資格停止期間が課された競技者又はその他の人
は、引き続き検査及び居場所情報の提供に係る
JADA の要請の対象となるものとする。 
 
 
［第 10.14.1 項の解説：例えば、下記第 10.14.2 項
を条件として、資格停止中の競技者は、自己の所
属する国内競技連盟が主催するトレーニングキャ
ンプ、エキシビション若しくは練習、又は自身の
国内競技連盟の加盟クラブ若しくは政府機関から
資金拠出を受けるクラブが開催するトレーニング
キャンプ、エキシビション若しくは練習に参加す
ることができない。さらに、資格停止中の競技者
は、第 10.14.3 項に定められた措置を招来すること
なくして、非署名当事者のプロフェッショナル
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リーグ（例、NHL、NBA 他）又は非署名当事者で
ある国際競技大会機関若しくは国内レベルの競技
大会機関が主催する競技会に参加することもでき
ない。また「活動」という用語は、例えば本項に
記載する機関のオフィシャル、取締役、役員、職
員又はボランティアとしての役務提供などの事務
活動も含む。ある競技種目に課される資格停止は、
他の競技種目においても承認されるものとする
（第 15.1 項 決定の自動的な拘束力ある効果を参
照すること。）。資格停止期間に服している競技者
又はその他の人は、資格停止期間中のいかなる時
もコーチをしたり他の資格においてサポートス
タッフとして行動したりすることを禁止されてお
り、そのようなことを行った場合には、他の競技
者による第 2.10 項の違反につながる可能性があ
る。資格停止期間中に達成された記録は、いかな
る目的においても JADA 又は日本の国内競技連盟
により承認されることはない。］ 
 
10.14.2 トレーニングへの復帰 
 
第 10.14.1 項の例外として、競技者は(1)当該競技者
の資格停止期間の最後の 2 ヶ月間、又は(2)賦課さ
れた資格停止期間の最後の 4 分の 1 の期間のうち
いずれか短い方の間に、チームとトレーニングす
るために、又は JADA 若しくは他の署名当事者の
加盟機関の加盟クラブ若しくは他の加盟機関の施
設を利用するために、復帰することができる。 
 
［第 10.14.2 項の解説：多くのチームスポーツ及び
一部の個人スポーツ（例えば、スキージャンプや
体操）においては、競技者は、当該競技者の資格
停止期間の終了時に競技できる準備が整うよう、
競技者自身のみで効果的にトレーニングすること
ができない。本項で記載されたトレーニング期間
中、資格停止の対象となっている競技者は、トレー
ニング以外に、第 10.14.1 に記載されたいかなる競
技や活動にも従事してはならない。］ 
 
10.14.3 資格停止又は暫定的資格停止中の参加
の禁止の違反 
 
 
資格停止の宣告を受けた競技者又はその他の人
が、資格停止期間中に第 10.14.1 項の参加の禁止に
違反した場合には、当該参加に伴う結果は失効し、
元の資格停止期間と同じ長さの新たな資格停止期
間が元の資格停止期間の終わりに追加されるもの
とする。新たな資格停止期間（資格停止期間を伴
わない譴責を含む。）は競技者又はその他の人の過
誤の程度及び当該事案のその他の状況に基づき調
整される場合がある。競技者又はその他の人が参
加の禁止に違反したか否か、及び、調整が妥当で
あるか否かは、当初の資格停止期間の賦課に至っ
た結果管理を行ったアンチ・ドーピング機関によ
り決定されなければならない。当該決定に対して
は、第 13 条に基づき不服申立てを提起することが
できる。 
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第 10.14.1 項に記載する暫定的資格停止中に参加
の禁止に違反した競技者又はその他の人は、服し
た暫定的資格停止期間について控除を受けないも
のとし、当該参加の成績は失効するものとする。 
 
 
 
サポートスタッフ又はその他の人が、資格停止又
は暫定的資格停止中の参加禁止に違反した人を支
援した場合には、JADA は、当該支援につき、第
2.9 項違反に基づく制裁措置を課すものとする。 
 
 
10.14.4 資格停止中の補助金の停止 
 
 
加えて、第 10.5 項又は第 10.6 項のとおり制裁措置
が短縮される場合を除き、アンチ・ドーピング規
則違反については、当該人が受けていたスポーツ
関係の補助金又はその他のスポーツ関係の便益の
全部又は一部は、JADA、日本国政府、JOC、JPC
及び国内競技連盟により停止される。 
 
 
 
10.15 制裁措置の自動公開 
 
各制裁措置のうちの義務的事項として、第 14.3 項
に定めるとおり、自動公開が含まれるものとする。 
 

 
  

第 11 条 チームに対する措置 
 
11.1 チームスポーツの検査 
 
チームスポーツのチーム構成員の 2 名以上が競技
大会に関連して、第 7 条のアンチ・ドーピング規
則違反の通知を受けた場合には、当該競技大会の
所轄組織は、当該競技大会の期間中に、当該チー
ムに対し適切な特定対象検査を実施するものとす
る。 
 
11.2 チームスポーツに対する措置 
 
チームスポーツのチーム構成員の 3 名以上が競技
大会の期間中にアンチ・ドーピング規則に違反し
たことが明らかになった場合には、当該競技者個
人に対するアンチ・ドーピング規則違反の措置に
加え、当該競技大会の所轄組織は、当該チームに
対しても、適切な制裁措置（例、得点の剥奪、競
技会又は競技大会における失効その他の制裁措
置）を課すものとする。 
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11.3 競技大会の所轄組織はチームスポーツに関
してより厳格な措置を定めることができる 
 
競技大会の所轄組織は、当該競技大会について、
チームスポーツに対し第 11.2 項よりも厳格な措置
を課す競技大会の規則を定めることを選択でき
る。 
 
［第 11.3 項の解説：例えば、国際オリンピック委
員会は、オリンピック大会の期間中において、ア
ンチ・ドーピング規則違反の数がより少ない場合
にもオリンピック大会におけるチームの参加資格
剥奪を義務付ける規則を定めることができる。］ 
 
 
第 12 条 他のスポーツ関係団体に対する JADA の
制裁措置 
 
JADA が、日本の国内競技連盟又は自己が権限を有
する他のスポーツ関係団体が当該組織又は団体の
能力範囲内で本規程を遵守し、実施し、支持し、
執行しなかったことを知ったときには、JADA は、
JOC 又は国際競技連盟に対し、次の追加的な規律
処分を講じることを要請することを選択すること
ができ、又は自己が権限を有する場合には、自己
が次の追加的な懲戒処分を講じることができる。 
 
 
 
12.1 特定の将来の競技大会又は特定の期間内に
実施される競技大会の一切から当該組織のメン
バーの全部又は一部を排除すること。 
 
 
12.2 以下の事項に従い、当該組織又は団体の
承認、そのメンバーによる JADA の活動への参加
資格、並びに罰金に関して、追加的な懲戒処分を
講じること。 
 
 
12.2.1 当該組織又は団体との関連を有する競技
者又はその他の人が、12 ヶ月間の期間において、
本規程に 4 回以上違反した場合（第 2.4 項に関連
する違反を除く。）。かかる場合において、(a)当該
組織又は団体のメンバーの全部又は一部は 2 年を
上限として JADA の活動に参加することを禁止さ
れる場合があり、及び／又は(b)当該組織又は団体
は 100 万円を上限とする金額の制裁金を賦課され
る場合がある。 
 
 
 
12.2.2 当該組織又は団体との関連を有する競技
者又はその他の人が、第 12.2.1 項に記載する違反
に加えて、12 ヶ月間の期間において、本規程に 4
回以上違反した場合（第 2.4 項に関連する違反を
除く。）。かかる場合において、当該組織又は団体
は 4 年を上限として資格停止される場合がある。 
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12.2.3 当該組織又は団体との関連を有する複数
の競技者又はその他の人が国際競技大会中にアン
チ・ドーピング規則違反を行った場合。かかる場
合において、当該組織又は団体は 100 万円を上限
とする金額の制裁金を賦課される場合がある。 
 
 
12.2.4 当該組織又は団体が、競技者の居場所情
報に関する要請を JADA から受けた後に、JADA が
当該情報を認識することが可能な状態に置くため
の真摯な努力を怠った場合。かかる場合において、
当該組織又は団体は、当該組織又は団体の競技者
を検査するために JADA が被ったコストを償還す
ることに加え、競技者 1 名あたり 100 万円を上限
とする金額の制裁金を賦課される場合がある。 
 
 
12.3 当該組織又は団体に対する融資その他金
銭的及び非金銭的支援を留保すること。 
 
 
12.4 当該組織又は団体との関連を有する競技
者又はその他の人が行ったアンチ・ドーピング規
則違反に関するコストの一切（分析機関の費用、
聴聞費用及び旅費を含むが、これらに限られな
い。）について、当該組織又は団体に、JADA に対
して償還させること。 
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第 13 条 不服申立て 
 
［第 13 条の解説：世界規程の目的は、終局的な不
服申立ての途も開かれた、公平かつ透明な内部手
続を通じてアンチ・ドーピング関連の諸問題を解
決することである。アンチ・ドーピング機関によっ
て下されるアンチ・ドーピング関連の決定は、第
14 条により透明性が確保されている。そして、特
定の人及び WADA を含む団体には、これらの決定
に対し不服申立てを行う機会が与えられている。
なお、第 13 条に基づいて不服申立てを行う権利を
有する利害関係人及び利害関係団体の定義には、
他の競技者に対して失効処分が下された場合に利
益を得ることになるであろう競技者本人又はその
所属する国内競技連盟は含まれていないことに注
意を要する。］ 
 
13.1 不服申立ての対象となる決定 
 
世界規程又は本規程に基づいて下された決定につ
いては、以下の第 13.2 項から第 13.7 項までの規定
又は本規程、世界規程若しくは国際基準に従い不
服申立てをすることができる。当該決定は、不服
申立審査機関が別の命令を下さない限り、不服申
立期間中においても引き続き効力を有するものと
する。 
 
13.1.1 審査範囲の非限定 

 
不服申立ての審査範囲は、当該案件に関連する

すべての論点を含み、当初の決定の審査者が審査
した論点又は審査範囲に限定されない。不服申立
ての当事者は、第一審の聴聞会で提起され又は取
り扱われたのと同じ請求原因又は同じ一般的な事
実若しくは状況に起因する限りにおいて、第一審
の聴聞会で提起されなかった証拠、法的議論及び
主張を提出することができる。 
 
 
［第 13.1.1 項の解説：改定された文言は、2015 年
版の規程を実質的に変更するものではなく、むし
ろ明確化することを意図している。例えば、競技
者が第一審の聴聞会で不正干渉のみについて責任
を問われたが、同じ行為が違反関与にも該当しう
る場合には、不服申立てを行う当事者は、当該不
服申立てにおいて、競技者に対して不正干渉と違
反関与の両方の責任を追及することができる。］ 
 
13.1.2 CAS は不服申立てのなされた判断に拘束
されない 
 
CAS はその決定を下すにあたり、不服申立ての対
象となった決定を下した組織が行使した裁量に拘
束されないものとする。 
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［第 13.1.2 項の解説：CAS の手続は新規（de novo）
である。CAS における聴聞会において、従前の手
続により証拠が制限されることはなく、また、従
前の手続は重要性を有さない。］ 
 
13.1.3 WADA は内部的救済を尽くすことを義務
付けられない 
 
第 13 条に基づき WADA が不服申立てを行う権利
を有し、かつ、JADA の手続において、その他の当
事者が終局的な決定に対し不服申立てをしない場
合には、WADA は当該決定に対し、JADA の過程に
おける他の救済措置を尽くすことなく、CAS に対
し直接不服申立てを行うことができる。 
 
［第 13.1.3 項の解説：JADA における手続の最終段
階の前（例、第 1 回目の聴聞会）に決定が下され、
当該決定に対し当事者の誰もが上級の JADA の手
続（例、マネージング・ボード）に対する不服申
立てを行わなかった場合には、WADA は JADA の
内部手続における残存手続を経ることなく、CAS
に対して直接不服申立てを行うことができる。］ 
 
13.2 アンチ・ドーピング規則違反、措置、暫定的
資格停止、決定の実施、及び権限に関する決定に
対する不服申立て 
 
 
アンチ・ドーピング規則に違反した旨の決定、ア
ンチ・ドーピング規則違反の措置を課す又は課さ
ない旨の決定、アンチ・ドーピング規則違反がな
かった旨の決定、アンチ・ドーピング規則違反に
関する手続が手続上の理由（例えば、時効を含む。）
により進めることができないという決定、引退し
た競技者が競技に復帰する際の第 5.7.1 項に基づ
く 6 ヶ月前の通知要件に対し例外を付与しない旨
の WADA による決定、第 7.1 項に基づき結果管理
を課す WADA による決定、違反が疑われる分析報
告又は非定型報告をアンチ・ドーピング規則違反
として主張しないこととする JADA による決定、
「結果管理に関する国際基準」に従いドーピング
調査の後に、アンチ・ドーピング規則違反に関す
る手続を進めないこととする決定、及び暫定聴聞
会の結果として暫定的資格停止を課し、又は取り
消す決定、JADA による第 7.4 項の不遵守、JADA
が、主張されたアンチ・ドーピング規則違反若し
くはその措置につき判断する権限を有さない旨の
決定、措置を猶予し若しくは猶予しない旨、又は
第 10.6.1 項に基づき猶予された措置を復活し若し
くは復活しない旨の決定、第 7.1.4 項及び第 7.1.5
項を遵守しないこと、第 10.14.3 項の決定、第 15
条に基づく別のアンチ・ドーピング機関の決定を
実施しない旨の JADA の決定並びに第 27.3 項に基
づく決定については、本第 13.2 項の定めに基づい
てのみ不服申立てを行うことができる。 
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13.2.1 国際レベルの競技者又は国際競技大会に
関連する不服申立て 
 
国際競技大会への参加により発生した事案又は国
際レベルの競技者が関係した事案の場合には、当
該決定は、CAS にのみ不服申立てを行うことがで
きる。 
 
［第 13.2.1 項の解説：CAS の決定は、仲裁判断の
取消し又は執行について適用のある法令により審
査が義務付けられる場合を除き、終局的なもので
あり拘束力を有する。］ 
 
13.2.2 その他の競技者又はその他の人が関係す
る不服申立て 
 
第 13.2.1 項が適用されない場合には、当該決定は、
日本スポーツ仲裁機構に不服申立てを行うことが
できる。 
日本スポーツ仲裁機構に関する指針及び規則は、
別途定めるものとする。 
 
13.2.2.1 日本スポーツ仲裁機構のアンチ・ドーピ
ングパネルの面前の聴聞会 
 
13.2.2.1.1 日本スポーツ仲裁機構のアンチ・ドー
ピングパネルは、最大 30 名の独立のメンバーによ
り構成されるものとする。 
 
13.2.2.1.2 各メンバーは、自己の法的、スポーツ、
医療及び／又は科学的知見を含む、必要なアンチ･
ドーピングの経験を考慮に入れて、任命されるも
のとする。各メンバーは 4 年間の任期について任
命され、任期は更新することができるものとする。 
 
13.2.2.1.3 任命されたメンバーは、運営上の独立
性及び組織上の独立性を有するものとする。JADA
又はその関連機関の理事会構成員、スタッフメン
バー、委員会メンバー、コンサルタント及びオフィ
シャル（委託された第三者等）、並びに当該案件
の調査、判断前又は結果管理に関与する人は、日
本スポーツ仲裁機構のアンチ・ドーピングパネル
のメンバー及び／又は事務局に任命されることは
できない。とりわけ、いかなるメンバーも、所定
の事案において同じ競技者に関連する TUE 申請、
結果管理の決定、第一審又は不服申立てを従前に
検討していてはならない。 
 
 
13.2.2.1.4 日本スポーツ仲裁機構のアンチ・ドー
ピングパネルは、JADA 又は第三者から介入を受け
ることなく、聴聞及び意思決定手続を行う立場に
あるものとする。 
 
13.2.2.1.5 日本スポーツ仲裁機構により事案を聴
聞するよう任命されたメンバーが、理由を問わず、
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当該事案を聴聞する意思がなく又は聴聞すること
ができない場合には、日本スポーツ仲裁機構は代
わりの者を任命し、又は新たな聴聞パネルを任命
することができる。 
 
13.2.2.1.6 日本スポーツ仲裁機構は、その完全な
裁量により、パネルを支援し又はこれに助言を与
えるために、専門家を任命する権限を有する。 
 
13.2.2.1.7 国際競技連盟、関連する国内競技連盟、
JOC（手続当事者ではない場合）、JPC、JSPO 及
び WADA は、それぞれ、オブザーバーとして日本
スポーツ仲裁機構のアンチ・ドーピングパネルの
聴聞会に出席する権利を有する。 
 
 
13.2.2.1.8 本条に従う聴聞会は、可能な限り迅速
に完了されるべきである。競技大会との関連で開
催される聴聞会は、迅速に行うことができる。 
 
 
13.2.2.2 日本スポーツ仲裁機構のアンチ・ドーピ
ングパネルの手続 
 
13.2.2.2.1 日本スポーツ仲裁機構のアンチ・ドー
ピングパネルの手続は、「結果管理に関する国際
基準」の第 8 条、第 9 条及び第 10 条に記載される
原則を尊重するものとする。 
 
13.2.2.2.2 日本スポーツ仲裁機構は、不服申立て
を聴聞するために、3 名のメンバーを任命するも
のとする。不服申立てを聴聞する場合には、少な
くとも 1 名のパネルメンバーは、関連する法的経
験を 7 年以上有する弁護士資格者であるものとす
る。 
 
13.2.2.2.3 日本スポーツ仲裁機構により日本ス
ポーツ仲裁機構のアンチ・ドーピングパネルのメ
ンバーに任命されるにあたり、各メンバーは、宣
言書において開示された事情を除き、いかなる当
事者から見ても、自己の公正性が問題視されうる
事実又は事情について、自己が何ら知らない旨記
載した宣言書に署名しなければならない。 
 
 
13.2.2.2.4 不服申立人は自己の主張を行うものと
し、被不服申立当事者はこれに対して自己の主張
を行うものとする。 
 
13.2.2.2.5 当事者又はその代理人が、通知を受け
た後に聴聞会に出席しなかった場合であっても、
聴聞会はそれにもかかわらず進行する場合があ
る。 
 
13.2.2.2.6 各当事者は、当該当事者の費用負担に
おいて、聴聞会において弁護士により代理される
権利を有するものとする。 
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13.2.2.2.7 各当事者は、当該当事者の費用負担に
おいて、聴聞会において通訳を利用する権利を有
するものとする。 
 
13.2.2.2.8 各手続当事者は、関連する証拠にアク
セスしこれを提示し、書面及び口頭の証言を提出
し、証人を呼び審問する権利を有する。 
 
 
13.2.2.3 日本スポーツ仲裁機構のアンチ・ドーピ
ングパネルの決定 
 
13.2.2.3.1 日本スポーツ仲裁機構のアンチ・ドー
ピングパネルは、聴聞会の終わり又はそのすぐ後
において、「結果管理に関する国際基準」第 9 条
の原則を尊重する、書面の、日付が記載され、署
名された決定を、発行するものとする。 
 
13.2.2.3.2 当該決定は、最大限賦課されうる制裁
措置が賦課されなかった理由（該当する場合）を
含む、決定及び賦課された資格停止期間の理由の
全てを、特に、含むものとする。 
 
 
13.2.2.3.3 JADA は、競技者又はその他の人、その
国内競技連盟、及び、第 13.2.3 項に基づき不服申
立ての権利を有するアンチ・ドーピング機関に対
し、当該決定を通知するものとし、速やかに
ADAMS に報告するものとする。 
 
13.2.2.3.4 当該決定は、第 13.2.3 項に定めるとお
りこれに対し不服申立てすることができ、第 14.3
項に定めるとおり一般開示することができるもの
とする。 
 
13.2.3 不服申立てを行う権利を有する人 
 
13.2.3.1 国際レベルの競技者又は国際競技大会が
関係する不服申立て 
第 13.2.1 項に定められている事案の場合、CAS に
不服申立てを行う権利を有する当事者は次のとお
りとする。 
(a) 不服申立てを行う決定の対象となった、競技
者又はその他の人 
(b) 当該決定が下された事案の他の当事者 
(c) 関係する国際競技連盟 
(d) JADA 及び（異なる場合には）当該人の居住
地国又は当該人が国民であり若しくはライセンス
保持者である国の国内アンチ・ドーピング機関 
(e) 国際オリンピック委員会又は国際パラリン
ピック委員会（オリンピック大会又はパラリン
ピック大会の参加資格に影響を及ぼす決定を含
む、オリンピック大会又はパラリンピック大会に
関して効力を有する決定の場合） 
(f) WADA 
(g) JOC 
(h) JPC 
(i) JSPO 
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但し、(g)から(i)までに掲げる当事者が不服申立て
を行う権利を有するのは、不服申立ての対象とな
る原決定が下された事案に関係する場合に限るも
のとする。 
 
13.2.3.2 その他の競技者又はその他の人が関係す
る不服申立て 
 
第 13.2.2 項に定められている事案の場合、次に掲
げる当事者は、不服申立てを行う権利を有する。 
(a) 不服申立てを行う決定の対象となった、競技
者又はその他の人 
(b) 当該決定が下された事案の他の当事者 
(c) 関係する国際競技連盟 
(d) JADA 及び（異なる場合には）当該人の居住
地国又は当該人が国民であり若しくはライセンス
保持者である国の国内アンチ・ドーピング機関 
(e) 国際オリンピック委員会又は国際パラリン
ピック委員会（オリンピック大会又はパラリン
ピック大会の参加資格に影響を及ぼす決定を含
む、オリンピック大会又はパラリンピック大会に
関して効力を有する決定の場合） 
(f) WADA 
(g) JOC 
(h) JPC 
(i) JSPO 
但し、(g)から(i)までに掲げる当事者が不服申立て
を行う権利を有するのは、不服申立ての対象とな
る原決定が下された事案に関係する場合に限るも
のとする。 
 
第 13.2.2 項に定められている事案の場合、WADA、
国際オリンピック委員会、国際パラリンピック委
員会及び関係する国際競技連盟は、日本スポーツ
仲裁機構の決定に関して、CAS にも不服申立てを
行う権利を有するものとする。不服申立てを行う
当事者は、不服申立ての対象となる決定を下した
アンチ・ドーピング機関からすべての関係情報を
取得するためにCASからの支援を受けることがで
きるものとし、また、CAS が命じた場合には当該
情報は提供されるものとする。 
 
13.2.3.3 通知義務 
 
CAS の不服申立ての全当事者は、WADA 及び不服
申立てを行う権利を有するすべての当事者が、不
服申立てについて適時の通知を付与されたことを
確保しなければならない。 
 
13.2.3.4 暫定的資格停止の賦課に関する不服申立
て 
 
本規程の他の規定にかかわらず、暫定的資格停止
の賦課について不服申立てを行うことができる人
は、当該暫定的資格停止が課された、競技者又は
その他の人に限られる。 
 
13.2.3.5 第 12 条に従って下された決定に対する不
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服申立て 
 
関連する国内競技連盟は、第 12 条に従って下され
た JADA の決定に対し、日本スポーツ仲裁機構に
不服申立てを行うことができ、関連する国内競技
連盟及び／又は JADA は、日本スポーツ仲裁機構
の決定に対し、CAS に不服申立てを行うことがで
きる。 
 
13.2.4 交差不服申立て及びその他認められる後
続の不服申立て 
 
世界規程に基づきCASに提起された事案における
被不服申立人による交差不服申立てその他後続の
不服申立ては、明示的に認められる。本第 13 条に
基づき不服申立てを提起する権利を有する当事者
は、遅くとも当該当事者の答弁時までに、交差不
服申立て又は後続の不服申立てを提起しなければ
ならない。 
 
［第 13.2.4 項の解説：2011 年以降、CAS 規則にお
いては、競技者の不服申立期間の満了後にアン
チ・ドーピング機関が決定に対し不服申立てを提
起した場合に、競技者が交差不服申立てを提起す
る権利が認められなくなったため、本条項が必要
となる。本条項は、全当事者のために完全な聴聞
会を行うことを認めている。］ 
 
13.3 JADA による時機に後れた決定 
 
 
個々の事案におけるアンチ・ドーピング規則違反
の有無に関し、WADA が定めた合理的な期間内に
JADA が決定を下さなかった場合には、WADA は、
JADA がアンチ・ドーピング規則違反がないと判断
する決定を下したものとして、CAS に対して直接
に不服申立てを行うことを選択できる。CAS の聴
聞パネルが、アンチ・ドーピング規則違反があり、
かつ、WADA の CAS に対する直接の不服申立ての
選択が合理的なものであると判断した場合には、
不服申立ての手続遂行に関する WADA の費用及び
弁護士報酬は、JADA から WADA に対して償還さ
れるものとする。 
 
［第 13.3 項の解説：個々のアンチ・ドーピング規
則違反のドーピング調査及び結果管理手続におけ
る様々な事情に鑑みると、WADA が CAS に対して
直接に不服申立てを行うに先立ち JADA が決定を
下すための期限を、確定的に定めることは現実的
ではない。但し、当該行動が取られる前に、WADA
は JADA と協議し、かつ、JADA に対し決定が未だ
下されていない理由について説明する機会を与え
るものとする。］ 
 
13.4 TUE に関連する不服申立て 
 
TUE 決定に対しては、第 4.4 項に定められている
とおりにのみ、不服申立てを提起することができ
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る。 
 
13.5 不服申立決定の通知 
 
JADA は、第 14 条に定めるとおり、競技者又はそ
の他の人並びに第 13.2.3 項に基づき不服申立てを
提起する権利を有する他のアンチ・ドーピング機
関に、不服申立決定を速やかに提供するものとす
る。 
 
13.6  不服申立て提起の時期 
 
［第 13.6 項の解説：CAS 規則によるか本規程によ
るかを問わず、当事者の不服申立て期限は決定を
受領するまでは進行しない。かかる理由により、
当事者が決定を受領していなかった場合には、当
該当事者の不服申立ての権利の期限は満了しな
い。］ 
 
13.6.1 CAS に対する不服申立て 
 
CAS に対する不服申立ての提起時期は、不服申立
てを提起する当事者による決定の受領の日から21
日以内とする。上記にかかわらず、不服申立て提
起権者であるが、決定の不服申立てに至る手続の
当事者ではなかった当事者による不服申立ての提
起については、以下の事項が適用される。 
 
 
(a) 当該当事者は、決定の通知から 15 日以内
に、結果管理権限を有するアンチ・ドーピング機
関に当該決定に関連する完全な案件記録の写しを
要求する権利を有する。 
 
 
(b) 当該要求が 15 日間の期間内になされた場
合には、当該要求を行った当事者は、記録を受領
してから 21 日以内に、CAS に不服申立てを提起す
る権利を有する。 
 
上記にかかわらず、WADA の提起する不服申立て
の提起期限は、下記のうちいずれか遅い方とする。 
 
(a) 当該事案における他の当事者が不服申立てを
行うことができる権利を有している最終の日から
21 日後 
 
(b) 当該決定に関連する完全な記録のWADAによ
る受領から 21 日後 
 
13.6.2 第 13.2.2 項に基づく不服申立て 
 
日本スポーツ仲裁機構に対する不服申立ての提起
時期は、不服申立て当事者による決定の受領の日
から 21 日以内とする。上記にもかかわらず、不服
申立て提起権者であるが、決定の不服申立てに至
る手続の当事者ではなかった当事者による不服申
立ての提起については、以下の事項が適用される。 
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(a) 当該当事者は、決定の通知から 15 日以内
に、結果管理権限を有するアンチ・ドーピング機
関に、当該決定に関連する完全な案件記録の写し
を要求する権利を有する。 
 
 
(b) 当該要求が 15 日間の期間内になされた場
合には、当該要求を行った当事者は、記録を受領
してから 21 日以内に、日本スポーツ仲裁機構に不
服申立てを提起する権利を有する。 
 
 
上記にかかわらず、WADA の提起する不服申立て
の提起期限は、下記のうちいずれか遅い方とする。 
 
(a) 当該事案における他の当事者が不服申立
てを行うことができる権利を有している最終の日
から 21 日後 
 
(b) 当該決定に関連する完全な記録の WADA
による受領から 21 日後 
 

 
 第 14 条 守秘義務及び報告 

 
 
14.1 違反が疑われる分析報告、非定型報告、
その他の主張されたアンチ・ドーピング規則違反
に関する情報 
 
14.1.1 競技者又はその他の人に対するアンチ・
ドーピング規則違反の通知 
 
 競技者又はその他の人に対するアンチ・ドーピン
グ規則違反の主張は、第 7 条及び第 14 条に従い、
当該競技者又はその他の人に通知するものとす
る。 
 
結果管理中からアンチ・ドーピング規則違反の責
任追及までの間、時期を問わず、JADA が案件を進
めないことを決定した場合には、JADA は競技者又
はその他の人に通知しなければならない（但し、
当該競技者又はその他の人が進行中の結果管理に
ついて既に連絡を受けていることを条件とす
る。）。 
 
14.1.2 国内アンチ・ドーピング機関、国際競技
連盟及び WADA に対するアンチ・ドーピング規則
違反の通知 
 
アンチ・ドーピング規則違反の主張は、競技者又
はその他の人に通知するのと同時に、第 7 条及び
第 14 条に従い、当該競技者又はその他の人の国内
アンチ・ドーピング機関（JADA とは異なる場合）、
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国際競技連盟及び WADA に通知するものとする。 
 
 
結果管理中からアンチ・ドーピング規則違反の責
任追及までの間、時期を問わず、JADA が案件を進
めないことを決定した場合には、第 13.2.3 項に基
づき不服申立てを提起することができる他の国内
アンチ・ドーピング機関に通知しなければならな
い。 
 
14.1.3 アンチ・ドーピング規則違反の通知の内
容 
 
アンチ・ドーピング規則違反の通知には、競技者
又はその他の人の氏名、出身国、競技及び種目、
競技者の競技レベル、検査種別（競技会（時）検
査又は競技会外の検査）、検体の採取日、分析機関
が報告した分析結果、その他「検査及びドーピン
グ調査に関する国際基準」及び「結果管理に関す
る国際基準」により要請されている他の情報が含
まれる。 
 
 
 第 2.1 項以外のアンチ・ドーピング規則違反の通
知には、違反された規則及び主張された違反の根
拠の各情報も含まれる。 
 
14.1.4 状況の報告 
 
 第 14.1.1 項に従いアンチ・ドーピング規則違反の
通知に至らなかったドーピング調査に関わる場合
を除き、競技者又はその他の人の国内アンチ・ドー
ピング機関（JADA とは異なる場合）、国際競技連
盟及び WADA には、第 7 条、第 8 条又は第 13 条
に基づき審査又は手続が実施される場合、その状
況と結果に関する最新情報が定期的に提供され、
また、書面による理由を付した説明文書又は事案
の解決につき説明する決定が速やかに提供される
ものとする。 
 
14.1.5 守秘義務 
 
 JADA が第 14.3 項により許容される一般開示を
行うまでは、情報を受領した機関は、当該情報を
知る必要がある人（該当する国内オリンピック委
員会、国内競技連盟及びチームスポーツにおける
チーム等の適切な人員を含む。）以外に当該情報を
開示しないものとする。 
 
 
14.1.6 JADA の職員又は代理人による秘密情報
の保護 
 
JADA は、違反が疑われる分析報告、非定型報告そ
の他主張されたアンチ・ドーピング規則違反に関
する情報について、当該情報が第 14.3 項に従い一
般開示されるまで機密として保持されることを確
保するものとする。 
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14.2 アンチ・ドーピング規則違反又は資格停止若
しくは暫定的資格停止違反の決定の通知及びファ
イルに対する要請 
 
14.2.1 第 7.6 項、第 8.2 項、第 10.5 項、第 10.6
項、第 10.7 項、第 10.14.3 項又は第 13.5 項に従い
下されたアンチ・ドーピング規則違反又は資格停
止若しくは暫定的資格停止違反の決定は、当該決
定に至る完全な理由を含み、該当する場合には、
賦課可能な制裁措置が最大限まで賦課されなかっ
たことの正当な理由も含むものとする。決定が英
語又はフランス語のいずれでもない場合には、
JADA は当該決定及び決定を裏づける理由の英語
又はフランス語での要約を提供するものとする。 
 
14.2.2 第 14.2.1 項に従い受領した決定に不服
申立てを提起する権利を有するアンチ・ドーピン
グ機関は、受領後 15 日以内に、当該決定に関する
完全な案件記録の写しを要請することができる。 
 
 
14.3 一般開示 
 
14.3.1 「結果管理に関する国際基準」に従って
競技者又はその他の人に対し、また、第 14.1.2 項
に従って該当するアンチ・ドーピング機関に対し、
それぞれ通知が提供された後、潜在的なアンチ・
ドーピング規則違反について通知を受けた競技者
又はその他の人の身元、禁止物質又は禁止方法及
び関連する違反の性質、並びに競技者又はその他
の人が暫定的資格停止の対象となっているか否か
については、JADA によって一般開示される場合が
ある。 
 
 
14.3.2 第 13.2.1 項若しくは第 13.2.2 項に基づく
不服申立決定のとき、当該不服申立ての放棄のと
き、第 8 条に基づく聴聞を受ける権利の放棄のと
き、主張されたアンチ・ドーピング規則違反に対
して適切な時期に異議が唱えられなかったとき、
当該条件が第 10.8 項に基づき解決されたとき、又
は新しい資格停止の期間若しくは譴責処分が第
10.4.3 項に基づき課されたときから 20 日以内に、
JADA は、競技、違反の対象となったアンチ・ドー
ピング規則、違反をした競技者又はその他の人の
氏名、関係する禁止物質又は禁止方法（もしあれ
ば）及び課せられた措置を含む当該アンチ・ドー
ピング事案に関する処理について一般開示しなけ
ればならない。JADA はまた、20 日以内に、上記
情報を含む、アンチ・ドーピング規則違反に関す
る不服申立ての決定の結果についても一般開示し
なければならない。 
 
［第 14.3.2 項の解説：第 14.3.2 項の要求する一般
開示が他の適用法令の違反となる場合には、JADA
が一般開示を行わなかったことは、「プライバシー
及び個人情報の保護に関する国際基準」の第 4.1



83 
 

項に定める世界規程の不遵守の決定という結果に
はならない。］ 
 
 
14.3.3 第 13.2.1 項若しくは第 13.2.2 項に基づく不
服申立決定においてアンチ・ドーピング規則違反
が行われたものと判断され、若しくは当該不服申
立てが放棄された後、第 8 項に従った聴聞会中、
若しくは当該聴聞を受ける権利が放棄された場
合、アンチ・ドーピング規則違反の主張に対し別
途適時に異議が申し立てられなかった場合、又は
当該案件が第 10.8 項に基づき解決された場合に
は、JADA は当該決定又は判断を公開することがで
き、当該案件につき公に見解を述べることができ
る。 
 
14.3.4 聴聞会又は不服申立ての後に競技者又
はその他の人がアンチ・ドーピング規則に違反し
ていない旨決定された場合には、当該決定につい
て不服申立てが提起されていた事実は、一般開示
される場合がある。しかし、決定自体及びその背
景事実は、当該決定の対象となった競技者又はそ
の他の人の同意があった場合を除き、一般開示さ
れてはならない。JADA は、当該同意を得るために
合理的な努力を行うものとし、また、同意が得ら
れた場合には、当該決定を完全な形で、又は競技
者若しくはその他の人が認める範囲で編集した形
で一般開示するものとする。 
 
14.3.5 開示は、少なくとも、義務づけられた情
報を JADA のウェブサイトにおいて 1 ヶ月間又は
資格停止期間の存続期間のいずれか長い方の期
間、掲載することにより、行われるものとする。
また、資格停止期間中に引退する競技者（もしあ
れば）については、最低 1 ヶ月間の掲載を行った
上で、引退した後に開示を終了する。当該競技者
が現役復帰する場合、第 5.6.2 項に従い、残存する
資格停止期間が経過するまで再度開示を行う。 
 
 
 
 
14.3.6 第 14.3.1 項及び第 14.3.3 項に定める場
合を除き、アンチ・ドーピング機関、国内競技連
盟若しくは WADA 認定分析機関又はそれらの役職
員等は、当該競技者若しくはその他の人若しくは
その随員その他の代理人による公的なコメントに
対応し、又はこれらの者により提供される情報に
基づく場合を除き、（手続及び科学的知見の一般的
な説明とは異なる）未決の事案における特定の事
実につき公に見解を述べてはならない。 
 
14.3.7 第 14.3.2 項において要請される義務的
な一般開示は、アンチ・ドーピング規則違反を行っ
たと判断された競技者又はその他の人が 18 歳未
満の者、要保護者又はレクリエーション競技者の
場合には要請されないものとする。18歳未満の者、
要保護者又はレクリエーション競技者に関する事
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案における任意的な一般開示は、当該事案の事実
及び状況に釣り合うものとする。 
 
 
14.4 統計数値の報告 
 
JADA は、少なくとも年 1 回、ドーピング・コント
ロール活動の全体的な統計数値の報告書を公表
し、その写しを WADA に対して提出するものとす
る。JADA は、各検査において検査を受けた各競技
者の氏名及び検査の日付に関する報告書について
も公表することができる。 
 
14.5 ドーピング・コントロール情報データベース
及びコンプライアンスの監視 
 
WADA が自己のコンプライアンス監視の役割を遂
行し、アンチ・ドーピング機関間のリソースの効
果的な使用及び該当するドーピング・コントロー
ル情報の共有を確保することを可能にするため
に、JADA は、適用される国際基準が要請するとこ
ろに従い、とりわけ以下を含む、ドーピング・コ
ントロール関連情報を、ADAMS を通じて WADA
に報告するものとする。 
(a) 国際レベルの競技者及び国内レベルの競技者
のためのアスリート・バイオロジカル・パスポー
トのデータ 
(b) 登録検査対象者リストに含まれる競技者の居
場所情報 
(c) TUE 決定、及び 
(d) 結果管理に関する決定 
 
 
 
 
14.5.1 調整された検査配分計画を促進し、複数の
アンチ・ドーピング機関による不要な検査重複を
回避すると共に、アスリート・バイオロジカル・
パスポートのプロフィールが更新されていること
を確保するために、JADA は、「検査及びドーピン
グ調査に関する国際基準」に規定される要件及び
時間軸に従い、ドーピング・コントロール・フォー
ムを ADAMS に入力することにより、競技会（時）
及び競技会外の検査の一切を WADA に報告するも
のとする。 
 
14.5.2 TUE に関する WADA の監督及び不服申立て
の権利を促進するために、JADA は「治療使用特例
に関する国際基準」に含まれる要件及び時間軸に
従い、ADAMS を使用して TUE 申請、決定及び関
連文書の一切を報告するものとする。 
 
 
14.5.3 結果管理に関する WADA の監督及び不服
申立ての権利を促進するために、JADA は「結果管
理に関する国際基準」に概要が示される要件及び
時間軸に従い、次の情報を ADAMS に報告するも
のとする。(a)違反が疑われる分析報告に関するア
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ンチ・ドーピング規則違反及び関連決定の通知、
(b)違反が疑われる分析報告ではない他のアンチ・
ドーピング規則違反に関する通知及び関連決定、
(c)居場所情報関連義務違反、並びに(d)暫定的資格
停止を賦課し、取り消し、又は復活させる決定。 
 
 
 
14.5.4 本項に規定される情報は、適切である場合
に、適用規則に従い、競技者、競技者の国内アン
チ・ドーピング機関及び国際競技連盟、並びに競
技者に対して検査権限を有するその他アンチ・
ドーピング機関に利用可能なものとされる。 
 
 
14.6 データ・プライバシー 
 
14.6.1 JADA は、世界規程、国際基準（特に「プ
ライバシー及び個人情報の保護に関する国際基
準」を含む。）及び本規程に従い、かつ適用されう
る法を遵守して、各々のアンチ・ドーピング活動
を遂行するのに必要かつ適切である場合には、競
技者又はその他の人に関する個人情報を収集し、
保管し、加工し、又は、開示することができる。 
 
 
14.6.2 上記を制限することなく、JADA は以下
を行う。 
 
(a) 有効な法的根拠に従う場合に限り、個人

情報を処理する。 
 
(b) 適用法令及び「プライバシー及び個人情

報の保護に関する国際基準」を遵守する方法
及び様式により、本規程の対象となっている
参加者又は人に対し、その個人情報が、本規
程を実施する目的のために JADA 及びその他
の人により処理される可能性があることを通
知する。 

 
(c) JADA が参加者又は人の個人情報を共有する

第三者代理人（委託された第三者を含む）が、
当該情報の守秘性及びプライバシーを保護す
るための適切な技術的及び契約上のコント
ロールの対象となっていることを確保する。 

 
 
第 15 条 決定の実施 
 
 
15.1 署名当事者であるアンチ・ドーピング機関に
よる決定の自動的な拘束力ある効果 
 
15.1.1 署名当事者であるアンチ・ドーピング機関、
不服申立機関（世界規程第 13.2.2 項）、又は CAS
の行った決定は、当該手続の当事者が通知を受け
た後、以下の効果をもって、JADA、日本の国内競
技連盟、及びすべての競技における署名当事者に
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対し、当該手続における当事者以外に対しても自
動的に拘束力を有するものとする。 
 
 
15.1.1.1 （暫定聴聞会が行われ、又は競技者若しく
はその他の人が暫定的資格停止を受け入れ、若し
くは暫定聴聞会、緊急聴聞会若しくは第 7.4.3 項に
従い提供される簡易な不服申立てに対する権利を
放棄した後に）暫定的資格停止を賦課する旨の上
記のいずれかの機関による決定は、当該競技者又
はその他の人が、（第 10.14.1 項に定めるとおり）
暫定的資格停止中に署名当事者の権限内の競技の
一切に参加することを自動的に禁止する。 
 
 
 
15.1.1.2 （聴聞会が行われ、又は放棄された後に）
資格停止期間を賦課する旨の上記のいずれかの機
関による決定は、当該競技者又はその他の人が、
（第 10.14.1 項に定めるとおり）資格停止期間中に
署名当事者の権限内の競技の一切に参加すること
を自動的に禁止する。 
 
 
15.1.1.3 アンチ・ドーピング規則違反を受け入れる
旨の上記のいずれかの機関による決定は、すべて
の署名当事者に対し自動的に拘束力を有する。 
 
15.1.1.4 特定の期間について第10.10項に基づき成
績を失効させる旨の上記のいずれかの機関による
決定は、当該特定の期間中に署名当事者の権限内
で獲得された成績の一切を自動的に失効させる。 
 
 
15.1.2 JADA 及び日本の国内競技連盟は、JADA が
決定の通知を実際に受けた日又は決定が WADA に
より ADAMS に記録された日のいずれか早い方に、
更なる措置を要求されることなく、第 15.1.1 項に
より要求される決定及びその効果を承認し、実施
するものとする。 
 
15.1.3 措置を停止し又は取り消す旨のアンチ・
ドーピング機関、不服申立機関又は CAS による決
定は、JADA が決定の通知を実際に受けた日又は決
定が WADA により ADAMS に記録された日のいず
れか早い方に、更なる措置を要求されることなく、
JADA 及び日本の国内競技連盟に対し拘束力を有
するものとする。 
 
15.1.4 但し、第 15.1.1 項の規定にかかわらず、競
技大会中の簡易な手続で行われた主要競技大会機
関によるアンチ・ドーピング規則違反に関する決
定は、当該主要競技大会機関の規則において競技
者又はその他の人に対し、簡易な手続ではない手
続に基づく不服申立ての機会が提供される場合を
除き、JADA 又は日本の国内競技連盟に対し拘束力
を有しないものとする。 
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［第 15.1.4 項の解説：例えば、主要競技大会機関
の規則において競技者又はその他の人に対し、CAS
への簡易な不服申立て又は通常の CAS の手続に基
づく CAS への不服申立てを選択する権利が与えら
れている場合には、当該主要競技大会機関による
終局的な決定又は判断は、当該競技者又はその他
の人が簡易な不服申立てを選択するか否かにかか
わらず、他の署名当事者に対し拘束力を有する。］ 
 
 
15.2 アンチ・ドーピング機関による他の決定の実
施 
 
JADA 及び日本の国内競技連盟は、暫定聴聞会又は
競技者若しくはその他の人による受諾前の暫定的
資格停止等、上記第 15.1.1 項に規定されていない、
アンチ・ドーピング機関により言い渡された他の
アンチ・ドーピングに関する決定を実施すること
を決定することができる。 
 
［第 15.1 項及び第 15.2 項の解説：第 15.1 項に基
づくアンチ・ドーピング機関の決定は、署名当事
者において何らの決定又は更なる措置を要するこ
となく、他の署名当事者により自動的に実施され
る。例えば、国内アンチ・ドーピング機関が競技
者を暫定的に資格停止することを決定した場合に
は、当該決定は国際競技連盟のレベルで自動的な
効果を付与される。明確化のために述べると、「決
定」とは、国内アンチ・ドーピング機関により行
われるものであり、国際競技連盟により行われる
別個の決定が存在するわけではない。よって、暫
定的資格停止が不適切に賦課された旨の競技者に
よる主張は、国内アンチ・ドーピング機関に対し
てのみ申し立てることができる。第 15.2 項に基づ
くアンチ・ドーピング機関の決定の実施は、各署
名当事者の裁量による。第 15.1 項又は第 15.2 項に
基づく署名当事者による決定の実施に対しては、
その基にある決定に対する不服申立てとは別個に
不服申立てを行うことはできない。他のアンチ・
ドーピング機関のTUE決定の承認の範囲は、第4.4
項及び「治療使用特例に関する国際基準」により
決定されるものとする。］ 
 
 
 
15.3 署名当事者ではない機関による決定の実施 
 
 
世界規程の署名当事者ではない機関によるアン
チ・ドーピングに関する決定は、JADA が、当該決
定が当該機関の権限内であり、当該機関のアン
チ・ドーピング規則が世界規程に適合するもので
あると判断する場合には、JADA 及び日本の国内競
技連盟により実施されるものとする。 
 
［第 15.3 項の解説：世界規程を受諾していない機
関による決定について、世界規程に準拠している
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点とそうでない点がある場合には、署名当事者は
当該決定について、世界規程の原則に調和するよ
うな形で適用するよう試みるべきである。例えば、
世界規程と整合する手続において、非署名当事者
が、禁止物質が競技者の体内に存在するという理
由で、競技者のアンチ・ドーピング規則違反を認
定したが、適用される資格停止期間は世界規程に
おいて規定された期間よりも短いという場合に
は、全署名当事者は、アンチ・ドーピング規則違
反の事実認定を承認すべきであり、かつ、競技者
が所属する国内アンチ・ドーピング機関は、世界
規程に定められた、より長い期間の資格停止期間
を課すべきか否かを決定するために、第 8 条に適
合する聴聞会を実施すべきである。第 15.3 項に基
づく署名当事者による決定の実施又は決定を実施
しない旨の決定に対しては、第 13 条に基づき不服
申立てを行うことができる。］ 
 
第 16 条 時効 
 
アンチ・ドーピング規則違反が発生したと主張さ
れた日から 10 年以内に、競技者又はその他の人が
第 7 条の定めに従いアンチ・ドーピング規則違反
の通知を受けなかった場合、又は通知の付与が合
理的に試みられなかった場合には、当該競技者又
はその他の人に対してアンチ・ドーピング規則違
反の手続は開始されないものとする。 
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 第 17 条 教育 

 
17.1 原則 
 
教育プログラムは、国際レベル及び国内レベルに
おいて、調和と協調がとれた、効果的なアンチ・
ドーピング・プログラムを確実にする中心的な役
割を担う。教育プログラムは、本規程の序論に記
載されているように、スポーツの精神及び競技者
の健康の保護並びにドーピングのない公正な競技
環境において競技する権利を守ることを意図して
いる。 
 
教育プログラムは、意図的及び意図的でないアン
チ・ドーピング規則違反及びその他本規程の違反
を予防するために、啓発し、正確な情報を提供し、
判断能力を育成するものとする。教育プログラム
及びその実施は、スポーツの精神を保護する個人
的な価値観及び信条を浸透させるものである。 
 
JADA は、自己の責任の範囲内で、また、JSC、統
括団体である JOC, JPC, JSPO そして各国内競技連
盟と相互に協力して、「教育に関する国際基準」
に定める目的及び要件に従い、教育プログラムの
計画、実施、モニタリング、評価及び推進をする
ものとする。 
 
17.2 教育プログラム及び計画 
 
「教育に関する国際基準」で概要を示すとおり、
教育プログラムは、スポーツの精神を推進し、競
技者及びその他の人による意思決定に対して、積
極的かつ長期的な影響を与えるものである。 
 
JADA は、「教育に関する国際基準」において要請
されるとおり、教育計画を策定するものとする。
ターゲットグループ又は活動を優先することは、
教育計画の明確な合理的根拠に基づいて正当化さ
れるものとする。 
 
JADA、JOC, JPC, JSPO は、国内競技連盟と協働し、
可能な限り努力の重複を避け、教育の効果・効率
性を測るものとする。Code20.4.5 条に基づき、JOC, 
JPC, JSPO と国内競技連盟は、「検査の前に教育」
と「教育を受けた上で大会に派遣されること」の
原則を担保するため、JADA と協働し、自己の管
轄下にある競技者とサポートスタッフが教育を受
けることを確実にするものとする。 
また、JOC, JPC, JSPO は、Code20.3.13, 20.4.12 条に
基づき、JADA と協働した上で各国内競技連盟が、
ISE に即してアンチ・ドーピング教育を実施・推進
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することを要請すると共に、自身で教育の計画、
実施、評価、推進を行うものとする。 
 
JADA は、「教育に関する国際基準」で概要が示
されている承認手続を支援するために、自己の教
育計画を他の署名当事者に対し要請に応じ、提示
するものとする。 
 
教育プログラムは、以下の四要素を含むものとす
る。 
・価値に基づく教育：個人の価値観及び信条の育
成に重点を置いた活動を実施すること。これは、
学習者が倫理的に行動するための決定を下す能力
を開発する。 
・啓発：クリーンスポーツに関するトピックスお
よび課題を強調する。 
・情報提供：クリーンスポーツに関する正確で最
新の内容を提供する 
・アンチ・ドーピング教育：クリーンスポーツ行
動における能力を開発し、十分な情報に基づく決
定を下すために、アンチ・ドーピング・トピック
に関する研修を実施する。 
 
すべての要素は、教育プログラムに沿ったもので
なければならない。すべてのアクティビティは、
補完的なものであり、価値に基づき、スポーツの
精神を醸成し、保護するものでなければならない。
JADAは世界規程第18.2項にも概説されていると
おり、教育プログラムに以下のトピックスを含め
るものとする。トピックス及び内容は、対象とな
る相手のニーズを満たすために適応され、調整さ
れるものとする。これらのトピックスに関する情
報は、一般に利用可能とされるものとする。 
 
JADA はこれらを少なくともウェブサイトで閲覧
可能な状態に置くものとする。 
 
・クリーンスポーツに関する原則及び価値 
・本規程に基づく競技者、サポートスタッフ、そ
の他のグループの権利及び義務 
・厳格責任の原則 
・ドーピングの結果。例えば、身体的及び精神の
健康、社会的及び経済的な影響、並びに制裁措置 
・アンチ・ドーピング規則違反 
・禁止表上の物質及び方法 
・サプリメント使用のリスク 
・薬の使用及び治療使用特例 
・尿、血液及びアスリート・バイオロジカル・パ
スポートを含む検査手続 
・居場所情報及び ADAMS の使用を含む登録検査
対象者リストの要件 
・ドーピングに関する懸念を共有するために声を
上げること (speaking up) 
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17.2.1 JADA が定める教育対象者プール及びター
ゲットグループ 
 
JADA は、「教育に関する国際基準」で概要が示さ
れているとおり、最低要件に従い自己のターゲッ
トグループを特定し、教育対象者プールを策定す
るものとする。 
 
［第 17.2.1 項の解説：教育対象者プールは、国内
レベル又は国際レベルの競技者に限定されず、
JADA、政府又は JOC, JPC, JSPO, 国内競技連盟の
傘下でスポーツに参加する若い世代を含んだ、す
べての人を含むべきである。］ 
 
 
17.2.2 教育プログラムの実施と教育者 
 
教育対象者プールに対する教育活動は、「教育に
関する国際基準」に定められた要件に従い研修を
受け、認定された人により実施されるものとする。
教育者の育成の枠組みは JADA が設定する。その
枠組みに基づき JOC、JPC、JSPO、国内競技団体
は教育者を任命、活用、育成し、アスリートとサ
ポートスタッフに適切な教育を実施するものとす
る。 
 
［第 17.2.2 項の解説：この条項は、教育者の概念
を導入することを目的としている。教育は、研修
を受け任命されたドーピング・コントロール・オ
フィサーのみが検査を実施することのできる検査
と同様に、教職課程修了者等の教育について基礎
的な資質能力を持ち、かつ必要な研修を受けた者
によってのみ実施されるものとする。いずれの場
合においても、研修を受けた者は、競技者を保護
し、実施に関する一貫した水準を維持することが
要件となる。教育者に関する簡易な認定プログラ
ムの導入に関するさらなる詳細については、施行
されうる介入のベストプラクティスの例を含ん
だ、「教育に関する WADA モデルガイドライン」
においてその概要が示されている。］ 
 
17.2.3 調整及び協力 
 
WADAは、「教育に関する国際基準」の施行を支
援するために関係者と協力し、情報及びWADA若
しくは署名当事者が開発した教育リソース並びに
／又はプログラムについて中央で管理する機関と
なるものとする。WADAは、各自の取り組みを調
整するべく、相互に又は各国政府と協力するもの
とする。 
 



92 
 

国内において、教育プログラムは、JOC、JPC、JSPO、
国内競技連盟、政府及び教育機関と共同して実施
し JADA により調整されるものとする。当該調整
については、競技、競技者及びサポートスタッフ
全体に教育プログラムの範囲を最大化し、取り組
みの重複を最少化するものである。 
JADA は、情報及び JADA、JOC, JPC, JSPO, 国内
競技連盟が開発した教育リソース並びに／又はプ
ログラムについて管理する機関となるものとす
る。 
 
価値を基盤とした教育は、学習指導要領に位置づ
けられているアンチ・ドーピングに関わる教育を
さらに推進するなど、特に学校の教育制度を通じ
て、ならびに関係する公的機関、JOC、JPC、JSPO
及びその他の利害関係者（日本中学校体育連盟、
全国高等学校体育連盟、大学スポーツ協会等）と
連携して、子どもおよび若い世代に焦点をあてる
べきである。 
 
国際レベルの競技者に向けられた教育プログラム
は、国際競技連盟の優先事項とする。競技大会で
の教育は、国際競技大会に関連するアンチ・ドー
ピング・プログラムの義務的要素とする。国内競
技連盟は、JADA と協働して国内開催の「国際競
技大会での教育」を実施・推進すると共に、国内
における競技大会において、又は競技大会に関連
して行われる、あらゆる種類の教育活動を推進す
るものとする。 
 
すべての署名当事者は、関係するスポーツ団体、
教育機関及び専門機関が、アンチ・ドーピングに
関するスポーツの行為に関係するグッドプラク
ティスと倫理を反映する適切な行動規範を策定
し、施行することを奨励するために、相互に、ま
た、各国政府と協力するものとする。規律方針及
び手続は、本規程に即した制裁措置を含み、明確
に規定され、伝達されるものとする。当該行動規
範は、ドーピングに対する制裁措置の施行を支援
するため、又は証拠が不十分であることがアン
チ・ドーピング規則違反の提起の妨げとなる場合
に、組織が自己の規律措置を講じるため、スポー
ツ機関により適切な規律措置を取ることができる
規定を設けるものとする。 
 
 
 
第 18 条 研究活動 
 
18.1 アンチ・ドーピング研究活動の目的 
アンチ・ドーピング研究活動は、効率的なアンチ・
ドーピング・プログラムの策定、実施に資すると
ともに、価値に重きを置く教育プログラムの促進
にも寄与する。 
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JADA は、その加盟機関及び関係者と協力して、当
該研究活動を奨励及び推進し、また合理的なあら
ゆる手段を講じて、当該研究活動の成果が世界規
程の原則に適合した目的の推進のために用いられ
るようにする。 
 
 
18.2 研究活動の類型 
関係するアンチ・ドーピング研究活動には、例え
ば、医学研究、分析学的研究及び生理学的研究に
加えて、政策的研究、マネジメント研究、社会学
的研究、行動様式研究、法的研究及び倫理的研究
などが含まれる。 
世界規程の原則に適合し、かつ、被験者の尊厳を
尊重した科学的根拠のある生理学的・心理学的ト
レーニングプログラムの立案及びその効率性の評
価についての研究のほか、科学の発展の結果生じ
た新たな物質又は方法の使用についての研究も実
施されるべきである。 
 
 
18.3 研究の実施方法 
アンチ・ドーピングのための研究活動は、国際的
に認められた倫理的な慣行に従ってなされるもの
とする。 
 
18.4 禁止物質及び禁止方法を用いる研究活動 
 
研究活動においては、競技者に対する禁止物質及
び禁止方法の投与を回避すべきである。 
 
 
18.5 成果の悪用 
アンチ・ドーピング研究活動の成果がドーピング
目的に悪用されないよう十分に注意が払われるべ
きである。 
 
第 19 条 公益財団法人日本オリンピック委
員会（JOC）の役割と責務 
 
19.1 本規程に準拠したアンチ・ドーピング規範
及び規則を採択し、実施すること。 
 
19.2 加盟組織の規範、規則及びプログラムが本
規程を遵守していることを加盟要件として義務付
けること。 
 
19.3 JADA の自治を尊重し、その運営上の決定
及び活動を妨げないこと。 
 
19.4  ISE の趣旨を尊重し、要請事項に沿った活動
を JADA と連携し推進すること。 
 
19.5 主体的に教育活動を推進し、クリーンでフェ
アなスポーツ環境を守り育むこと。 
 
19.6 国内競技連盟がアンチ・ドーピング規則違
反を示し又は関連する情報を JADA 及び国際競技
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連盟に報告すること、並びにドーピング調査を行
う権限を有するアンチ・ドーピング機関及び JSC
のドーピング調査に協力することを要請するこ
と。 
 
19.7 傘下の国内競技連盟に対し、国内競技連盟
若しくはその加盟機関により承認され、又は運営
される競技会若しくは活動に参加するすべての競
技者及びサポートスタッフに対し、本規程に適合
したアンチ・ドーピング規則及びアンチ・ドーピ
ング機関の結果管理権限に拘束されることに同意
することを、当該参加の要件として要求する規則
を定めることを要請すること。 
 
19.8 国際競技大会に派遣するすべての競技者及
びサポートスタッフに対し、本規程に拘束される
ことの同意を得ること。また、国際大会に派遣す
る競技者及びサポートスタッフに対し、アンチ・
ドーピング教育及びアンチ・ドーピングに関する
最新の情報提供の機会を確保し、競技者が自身で
判断し、倫理的な価値観に基づき行動ができるこ
とを確実とすること。 
 
19.9 国内競技連盟に正式加入していない競技者
に対して、JOC が派遣主体となる競技大会との関
連で提出された代表候補選手名簿若しくは後日提
出される大会派遣名簿において当該競技者が特定
されてからすぐに、「検査及びドーピング調査に関
する国際基準」の要請に従い、検体採取を可能に
すること、並びに居場所情報を提出することを、
JOC が派遣主体となる競技大会への最低限の参加
要件として義務付けること。 
 
19.10 自己の管轄内におけるすべてのアンチ・
ドーピング規則違反の可能性を JADA に報告する
こと、結果の適切な執行を確保すること。 
 
19.11 アンチ・ドーピング活動の推進担当者を配
置し、最新の情報を収集、管理するとともに、組
織幹部を含む関係者間で活動の重要性を理解し、
推進する体制を構築すること。特に教育の実施に
ついては実効性を伴う体制とすること。 
 
19.12 アンチ・ドーピング活動を所管する委員会
等を設置し、自己が主体となって実施するアン
チ・ドーピング活動を積極的に展開すること。ま
た、アンチ・ドーピング活動を実施する委員等に
対して、最新の情報を収集し常に最新の規則を理
解することを要請すること。 
 
19.13 アンチ・ドーピング規則に違反した競技者
又はサポートスタッフに対し、その資格停止期間
中、当該競技者又はサポートスタッフに対する資
金拠出の全部又は一部を留保すること。 
 
19.14 本規程を遵守しない加盟団体又は認定国内
競技連盟に対する資金拠出の全部又は一部を停止
すること。 
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19.15 自己の権利と責務を競技者、とりわけ 18
歳未満の者である競技者が理解することができる
よう、教育を実施、推進すると共に、これらのプ
ログラムを（必要な場合には JADA と連携する等
して）行うよう国内競技連盟に要請すること。 
 
19.16 オリンピック強化指定選手に対してアン
チ・ドーピング教育を実施すること。競技者が 18
歳未満の場合は、保護者にも同様の教育を受ける
ことを求めること。 
 
19.17 特定のニーズを有する学習者に合わせて教
育アクティビティを調整すること 
 
19.18  サポートスタッフ、特に監督、コーチ、強
化担当者に対して継続的なアンチ・ドーピング教
育を実施することにより、競技者がドーピングを
行わない態度を醸成できるよう、競技者の価値観
及び行動に対しサポートスタッフ自らの影響力を
行使することを求めること。 
 
19.19  JOC における教育年間計画を策定、実施、
評価し、それらを JADA と共有すること。 
 
19.20  適任な「教育者」を任命し育成すること。 
（教育者には、アスリートを含むことが望ましい） 
 
19.21  若い世代よりスポーツの精神を育むため、
スポーツの価値を基盤とした教育を JADA を含む
関係団体と連携して推進すること。 
 
19.22  すべての関係者（スポンサー含）が、クリー
ンでフェアなスポーツに関するメッセージ発信等
の啓発活動をするよう求めること。 
 
19.23 関係する国内機関及び団体並びに他のアン
チ・ドーピング機関と協力すること。 
 
19.24 正当な理由なく禁止物質又は禁止方法を使
用するサポートスタッフが自己の所轄の下の競技
者に支援を提供することを防ぐための懲戒規則を
設け、かつ国内競技連盟がかかる懲戒規則を設け
るよう要請すること。 
 
 
第 20 条 日本パラリンピック委員会（JPC）
の役割と責務 
 
20.1 本規程に準拠したアンチ・ドーピング規範
及び規則を採択し、実施すること。 
 
20.2 加盟組織の規範、規則及びプログラムが本
規程を遵守していることを加盟要件として義務付
けること。 
 
20.3 JADA の自治を尊重し、その運営上の決定
及び活動を妨げないこと。 
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20.4  ISE の趣旨を尊重し、要請事項に沿った活動
を JADA と連携し推進すること。 
 
20.5 主体的に教育活動を推進し、クリーンでフェ
アなスポーツ環境を守り育むこと。 
 
20.6 国内競技連盟がアンチ・ドーピング規則違
反を示し又は関連する情報を JADA 及び国際競技
連盟に報告すること、並びにドーピング調査を行
う権限を有するアンチ・ドーピング機関及び JSC
のドーピング調査に協力することを要請するこ
と。 
 
20.7 傘下の国内競技連盟に対し、国内競技連盟
若しくはその加盟機関により承認され、又は運営
される競技会若しくは活動に参加するすべての競
技者及びサポートスタッフに対し、本規程に適合
したアンチ・ドーピング規則及びアンチ・ドーピ
ング機関の結果管理権限に拘束されることに同意
することを、当該参加の要件として要求する規則
を定めることを要請すること。 
 
20.8 国際競技大会に派遣するすべての競技者及
びサポートスタッフに対し、本規程に拘束される
ことの同意を得ること。また、国際大会に派遣す
る競技者及びサポートスタッフに対し、アンチ・
ドーピング教育及びアンチ・ドーピングに関する
最新の情報提供の機会を確保し、競技者が自身で
判断し、倫理的な価値観に基づき行動ができるこ
とを確実とすること。 
 
20.9 国内競技連盟に正式加入していない競技者
に対して、JPC が派遣主体となる競技大会との関
連で提出された代表候補選手名簿若しくは後日提
出される大会派遣名簿において当該競技者が特定
されてからすぐに、「検査及びドーピング調査に関
する国際基準」の要請に従い、検体採取を可能に
すること、並びに居場所情報を提出することを、
JPC が派遣主体となる競技大会への最低限の参加
要件として義務付けること。 
 
20.10 自己の管轄内におけるすべてのアンチ・
ドーピング規則違反の可能性を JADA に報告する
こと、結果の適切な執行を確保すること。 
 
20.11 アンチ・ドーピング活動の推進担当者を配
置し、最新の情報を収集、管理するとともに、組
織幹部を含む関係者間で活動の重要性を理解し、
推進する体制を構築すること。特に教育の実施に
ついては実効性を伴う体制とすること。 
 
20.12 アンチ・ドーピング活動を所管する委員会
等を設置し、自己が主体となって実施するアン
チ・ドーピング活動を積極的に展開すること。ま
た、アンチ・ドーピング活動を実施する委員等に
対して、最新の情報を収集し常に最新の規則を理
解することを要請すること。 
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20.13 アンチ・ドーピング規則に違反した競技者
又はサポートスタッフに対し、その資格停止期間
中、当該競技者又はサポートスタッフに対する資
金拠出の全部又は一部を留保すること。 
 
20.14 本規程を遵守しない加盟団体又は認定国内
競技連盟に対する資金拠出の全部又は一部を停止
すること。 
 
20.15 自己の権利と責務を競技者、とりわけ 18
歳未満の者である競技者が理解することができる
よう、教育を実施、推進すると共に、これらのプ
ログラムを（必要な場合には JADA と連携する等
して）行うよう国内競技連盟に要請すること。 
 
20.16 パラリンピック強化指定選手に対してアン
チ・ドーピング教育を実施すること。競技者が 18
歳未満の場合は、保護者にも同様の教育を受ける
ことを求めること。 
 
20.17  特定のニーズを有する学習者に合わせて教
育アクティビティを調整すること 
 
20.18  サポートスタッフ、特に監督、コーチ、強
化担当者に対して継続的なアンチ・ドーピング教
育を実施することにより、競技者がドーピングを
行わない態度を醸成できるよう、競技者の価値観
及び行動に対しサポートスタッフ自らの影響力を
行使することを求めること。 
 
20.19  JPC における教育年間計画を策定、実施、
評価し、それらを JADA と共有すること。 
 
20.20  適任な「教育者」を任命し育成すること。 
（教育者にはアスリートを含むことが望ましい） 
 
20.21  若い世代よりスポーツの精神を育むため、
スポーツの価値を基盤とした教育を JADA を含む
関係団体と連携して推進すること。 
 
20.22  すべての関係者（スポンサー含）が、クリー
ンでフェアなスポーツに関するメッセージ発信等
の啓発活動するよう求めること。 
 
20.23 関係する国内機関及び団体並びに他のアン
チ・ドーピング機関と協力すること。 
 
20.24 正当な理由なく禁止物質又は禁止方法を使
用するサポートスタッフが自己の所轄の下の競技
者に支援を提供することを防ぐための懲戒規則を
設け、かつ国内競技連盟がかかる懲戒規則を設け
るよう要請すること。 
 
 
第 21 条 公益財団法人日本スポーツ協会
（JSPO）の役割と責務 
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21.1 本規程に準拠したアンチ・ドーピング規範
及び規則を採択し、実施すること。 
 
21.2 加盟する競技団体の規範、規則及びプログ
ラムが本規程を遵守することを促し、啓発に努め
ること。 
 
21.3 JADA の自治を尊重し、その運営上の決定
及び活動を妨げないこと。 
 
21.4  ISE の趣旨を尊重し、要請事項に沿った活動
を JADA と連携し推進すること。 
 
21.5 国民体育大会の主催者として、国および開
催都道府県と連携し、クリーンでフェアな大会が
確実に実施されるために主体的に取り組むこと。 
 
21.6 国民体育大会及び自己が推進する事業にお
いて主体的に教育活動を推進し、クリーンでフェ
アなスポーツ環境を守り育むこと。 
 
21.7 加盟する競技団体がアンチ・ドーピング規
則違反を示し又は関連する情報を JADA 及び関連
する競技連盟に報告すること、並びにドーピング
調査を行う権限を有するアンチ・ドーピング機関
及び JSC のドーピング調査に協力することを要請
すること。 
 
21.8 国民体育大会に参加するすべての競技者に
対し、本規程に拘束されることの同意を得ること。
また、各都道府県体育（スポーツ）協会と連携し
て国民体育大会に派遣されるすべての競技者がア
ンチ・ドーピング教育及びアンチ・ドーピングに
関する最新の情報を受ける機会を確保することに
よって、競技者が自身で判断し、倫理的な価値観
に基づき行動ができることを確実とすること。特
に少年の部に参加する競技者が、スポーツの価値
を理解し、アンチ・ドーピングの規則を知った上
で国民体育大会に参加するようにすること。競技
者が 18 歳未満の場合は、保護者にも同様の教育を
受けることを求めること。 
 
21.9  国民体育大会に派遣されるすべてのサポー
トスタッフに対し、本規程に拘束されることの同
意を得ること。また、各都道府県体育（スポーツ）
協会と連携して国民体育大会に派遣されるサポー
トスタッフ、特に帯同コーチ、スタッフ、ドクター、
トレーナーがアンチ・ドーピング教育及びアン
チ・ドーピングに関する最新の情報を受ける機会
を確保することにより、競技者がドーピングを行
わない態度を醸成できるよう、競技者の価値観及
び行動に対しサポートスタッフ自らの影響力を行
使することを求めること。 
 
21.10  特定のニーズを有する学習者に合わせて教
育アクティビティを調整すること 
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21.11 国民体育大会において、ドーピング検査室
の設置を含むドーピング検査運営について自己が
主体となって開催県と連携のもと準備・調整等を
実施すること。 
 
21.12 自己の管轄内におけるすべてのアンチ・
ドーピング規則違反の可能性を JADA に報告する
こと、結果の適切な執行を確保すること。 
 
21.13 アンチ・ドーピング活動の推進担当者を配
置し、最新の情報を収集、管理するとともに、組
織幹部を含む関係者間で活動の重要性を理解し、
推進する体制を構築すること。特に教育の実施に
ついては実効性を伴う体制とすること。 
 
21.14 アンチ・ドーピング活動を所管する委員会
等を設置し、自己が主体となって実施するアン
チ・ドーピング活動を積極的に展開すること。ま
た、アンチ・ドーピング活動を実施する委員等に
対して、最新の情報を収集し常に最新の規則を把
握することを要請すること。 
 
21.15 スポーツ資格制度（公認スポーツ指導者制
度等）における履修要件に教育を含めること。内
容の構築については JADA と協働して行うこと。 
 
21.16 アンチ・ドーピング規則に違反した競技者
又はサポートスタッフに対し、その資格停止期間
中、当該競技者又はサポートスタッフに対する資
金拠出の全部又は一部を留保すること。 
 
21.17 本規程を遵守しない加盟競技団体に対する
資金拠出の全部又は一部を停止すること。 
 
21.18  JSPO における教育年間計画を策定、実施
し、各都道府県体協による教育の実施状況等を含
め、JADA と共有すること。 
 
21.19  適任な「教育者」を任命し育成すること 
（教育者にはアスリートを含むことが望ましい） 
 
21.20  若い世代よりスポーツの精神を育むため、
スポーツの価値を基盤とした教育を JADA を含む
関係団体と連携して推進すること 
 
21.21  スポーツ少年団を含む各種のプログラムに
おいて、スポーツの価値を基盤とした教育やメッ
セージの発信等の啓発を行うこと 
 
21.22 関係する国内機関及び団体並びに他のアン
チ・ドーピング機関と協力すること。 
 
21.23 正当な理由なく禁止物質又は禁止方法を使
用するサポートスタッフが、自己の所轄の下の競
技者に支援を提供することを防ぐための懲戒規則
を設けること。 
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第 22 条 国内競技連盟の追加的な役割と責務 
 
22.1 日本のすべての国内競技連盟及びその加盟
組織は世界規程、国際基準及び本規程を遵守する
ものとする。日本のすべての国内競技連盟及び他
の加盟組織は、本規程の序論（「本規程の適用範囲」
の項）において特定されるとおり、そのアンチ・
ドーピング権限に基づき競技者及びその他の人に
関して直接、日本の国内アンチ・ドーピング・プ
ログラムを実施し、本規程を執行する上での JADA
の権限及び責任を承認するために必要な規定を、
その方針、規則及びプログラムの中に含めるもの
とする。 
 
22.2  JADA の自治を尊重し、その運営上の決定及
び活動を妨げないこと 
 
22.3 日本の各国内競技連盟は、日本国政府及び／
又は JSC、JOC、JPC から金銭的及び／又は他の支
援を受けるための条件として、日本の国内アン
チ・ドーピング・プログラム及び本規程の精神及
び条件を受諾し、これらに従うものとする。 
 
［第 22.2 項の解説：JADA は、JADA の承認並びに
本規程の受諾及び適用が、国内競技連盟の政府及
び／又は JSC、JOC、JPC からの金銭的及び／又
は他の支援の受領の前提条件であることを意味す
ることを確保するために、自己の政府及び JSC、
JOC、JPC と協力的に作業するものとする。］ 
 
22.4 日本の各国内競技連盟は、国内競技連盟が自
己のアンチ・ドーピング権限に基づき競技者及び
その他の人について直接本規程を実施することが
できるよう、その準拠文書、憲章及び／又は規則
に、自己の加盟組織を拘束するスポーツの規則の
一部として、直接又は参照の方法により、本規程
を組み込むものとする。 
 
22.5 本規程を採択し、自己の準拠文書及びスポー
ツの規則に組み込むことにより、国内競技連盟は
その機能において JADA に協力し、これを支援す
るものとする。また国内競技連盟は、自己の権限
に基づき人に対して制裁措置を賦課する決定を含
む本規程に従い行われた決定を承認し、遵守し、
実施するものとする。 
 
22.6 日本のすべての国内競技連盟は、とりわけ以
下の事項を行うことにより、世界規程、国際基準
及び本規程の遵守を執行するための適切な措置を
講じるものとする。 
(i)  ISE の趣旨を尊重し、要請事項に沿った活動を 
JADA と連携し推進すること、 
(ii) すべての国内競技連盟は、主体的に教育活動
を推進し、クリーンでフェアなスポーツ環境を守
り育むこと、 
(iii) 自己の国際競技連盟の文書化された権限に
基づいてのみ、また「検査及びドーピング調査に
関する国際基準」を遵守して検体を採取するため
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に JADA その他の検体採取機関を利用して、検査
を行うこと、 
(iv) 世界規程第 5.2.1 項に従い JADA の権限を承
認し、JADA が自己、または参加の組織が主催する
競技大会においてドーピング検査室の設置を含む
検査運営に協力すること。JADA からの要請に従
い、競技大会の規模に見合うシャペロンの確保を
行うこと、 
(v )   自己が関係する国際競技大会に参加する海
外からの競技者を含む競技大会参加競技者の所在
を含む照会に応じること、 
(vi) 第 6.1 項に従い WADA 認定分析機関又は
WADA 承認分析機関を使用して採取されたすべて
の検体を分析すること、並びに、 
(vii) 国内競技連盟が発見した国内レベルのアン
チ・ドーピング規則違反事案が、第 8.1 項及び「結
果管理に関する国際基準」に従い運営上の独立性
を有する聴聞パネルにより裁定されることを確保
すること。 
 
22.7 すべての国内競技連盟は、国内競技連盟若し
くはその加盟機関により承認され、又は運営され
る競技会若しくは活動に参加するすべての競技
者、及び当該競技者に関連するすべてのサポート
スタッフに対し、本規程に適合したアンチ・ドー
ピング規則に同意し、アンチ・ドーピング機関の
結果管理権限に服することを、当該参加の要件と
して要求する規則を定めるものとする。 
 
22.8 自己に正式加入していない競技者に対し、競
技大会の参加資格要件として、本規程に拘束され
ることに同意すること、検体の採取を可能にする
こと、必要に応じて正確かつ最新の居場所情報を
提出することを要請すること 
 
22.9 すべての国内競技連盟は、JADA 及び自己の
国際競技連盟に対し、アンチ・ドーピング規則違
反を示唆し又はこれに関連する情報を報告するも
のとし、調査を実施する権限を有するアンチ・ドー
ピング機関及び JSC が実施する調査に協力するも
のとする。 
 
22.10 自己の管轄内におけるすべてのアンチ・ドー
ピング規則違反の可能性を JADA に報告するこ
と、結果の適切な執行を確保すること。 
 
22.11 アンチ・ドーピング活動の推進担当者を
配置し、最新の情報を収集、管理するとともに、
組織幹部を含む関係者間で活動の重要性を理解
し、推進する体制を構築すること。特に教育の実
施については実効性を伴う体制とすること。 
 
22.12 アンチ・ドーピング活動を所管する委員
会等を設置し、自己が主体となって実施するアン
チ・ドーピング活動を積極的に展開すること。ま
た、アンチ・ドーピング活動を実施する委員等に
対して、最新の情報を収集し常に最新の規則を理
解することを要請すること。 
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20.13 アンチ・ドーピング規則に違反した競技
者又はサポートスタッフ及び都道府県連盟等に対
する資金拠出の全部又は一部を留保すること。 
 
22.14  若年競技者へのスポーツの価値を基盤とし
た教育を中心として、すべての管轄下の競技者と
サポートスタッフに対してアンチ・ドーピング教
育を実施すること。また、競技者がドーピング・
コントロールの経験および大会派遣される前に、
アンチ・ドーピング教育及びアンチ・ドーピング
に関する最新の情報提供を受ける機会を確保する
ことによって、競技者が自身で判断し、倫理的な
価値観に基づき行動ができることを確実とするこ
と。 
 
20.15  特定のニーズを有する学習者に合わせて教
育アクティビティを調整すること。 
 
22.16  サポートスタッフ、特に監督、コーチ、強
化担当者に対して継続的な教育を実施することに
より、競技者がドーピングを行わない態度を醸成
できるよう、競技者の価値観及び行動に対しサ
ポートスタッフ自らの影響力を行使することを求
めること。 
 
22.17 競技大会におけるアンチ・ドーピング教育及
び啓発、情報提供活動を実施すること。特に IF よ
り依頼があったものは JADA と協働して確実に実
施すること。 
 
22.18  各団体は、教育年間計画を策定、実施、評
価し、それらを JADA と共有すること。 
 
22.19  適任な「教育者」を任命し育成すること。 
（教育者にはアスリートを含むことが望ましい） 
 
22.20  若い世代よりスポーツの精神を育むため、
スポーツの価値を基盤とした教育を JADA を含む
関係団体と連携して推進すること。 
 
22.21  関係する国内機関及び団体並びに他のアン
チ・ドーピング機関と協力すること。 
 
22.22 すべての国内競技連盟は、正当な理由なく禁
止物質又は禁止方法を使用するサポートスタッフ
が JADA 又は国内競技連盟の権限の下の競技者に
支援を提供することを防ぐための規律規則を設け
るものとする。 
 
 
第 23 条 JADAの追加的な役割と責務 
 
23.1 国内アンチ・ドーピング機関のために世界規
程第 20.5 項において記載される役割と責務に加え
て、JADA は世界規程第 24.1.2 項に従い、JADA に
よる世界規程及び国際基準の遵守状況について
WADA に報告するものとする。 
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23.2 適用法令に従い、かつ世界規程第 20.5.10 項
に従い、ドーピング・コントロールの側面に関与
している JADA の理事会構成員、理事、役員、職
員及び任命された委託された第三者は全員、直接
かつ意図的な不正行為についての世界規程に適合
する人として本規程に拘束される。 
 
23.3 適用法令に従い、かつ世界規程第 20.5.11 項
に従い、（授権されたアンチ・ドーピング教育又は
更生プログラム以外の）ドーピング・コントロー
ルに関与している JADA の職員は、自己が暫定的
資格停止の対象となっておらず、かつ、資格停止
期間にも服しておらず、世界規程を遵守した規則
が適用されたならばアンチ・ドーピング規則違反
を構成したであろう行為に過去 6 年間直接的又は
意図的に従事していないことを確認しなければな
らない。 
 
 
第 24 条 競技者の追加的な役割と責務 
 
24.1 本規程を理解し、遵守すること。 
 
24.2 いつでも検体採取に応じること。 
 
［第 24.2 項の解説：競技者の人権及びプライバ
シーに配慮して、正当なアンチ・ドーピング上の
判断の結果として深夜又は早朝の検体採取が要請
される場合がある。例えば、競技者の一部は、朝
発覚されないようにするため、当該時間帯に少量
の EPO を使用することが知られている。］ 
 
24.3 アンチ・ドーピングとの関連で、自己の
摂取物及び使用物に関して責任を負うこと。 
 
24.4 禁止物質及び禁止方法を使用してはなら
ないという義務を負っていることを医療従事者に
対して自らが伝達するとともに、自らが受ける医
療処置についても、本規程の違反に該当しないよ
うにすること。 
 
24.5 自身が過去 10 年間の間にアンチ・ドーピ
ング規則違反を行った旨の非署名当事者による発
見の決定を JADA 及び自己の国際競技連盟に開示
すること。 
 
24.6 ドーピング調査を実施するアンチ・ドー
ピング機関に協力すること。 
 
24.7 JADA 若しくは国内競技連盟、又は競技者
に対し権限を有する他のアンチ・ドーピング機関
が要請した場合には、自己のサポートスタッフの
身元を開示すること。 
 
第 25 条 サポートスタッフの追加的な役割と責
務 
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25.1 本規程を理解し、遵守すること。 
 
25.2 競技者の検査プログラムに協力するこ
と。 
 
25.3 ドーピングを行わない態度を醸成する
ために、競技者の価値観及び行動に対し自らの影
響力を行使すること。 
 
25.4 サポートスタッフが過去 10 年の間にア
ンチ・ドーピング規則違反を行った旨の非署名当
事者による発見の決定を JADA 及び自己の国際競
技連盟に開示すること。 
 
25.5 ドーピング調査を実施するアンチ・ドー
ピング機関に協力すること。 
 
25.6 サポートスタッフは、正当な理由なく禁
止物質又は禁止方法を使用し又は保有しないもの
とする。 
 
第 26 条 本規程の対象であるその他の人の追加
的な役割と責務 
 
26.1 本規程を理解し、遵守すること。 
 
26.2 その他の人が過去 10 年の間にアンチ・ドー
ピング規則違反を行った旨を非署名当事者が認定
した決定を JADA 及び自己の国際競技連盟に開示
すること。 
 
26.3 アンチ・ドーピング規則違反を調査するアン
チ・ドーピング機関に協力すること。 
 
26.4 正当な理由なく禁止物質又は禁止方法を使
用又は保有しないこと。 
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 第 27 条 世界規程の解釈 

 
27.1 世界規程の正文は WADA が維持するものと
し、英語及びフランス語で公表されるものとする。
英語版とフランス語版との間に矛盾が生じた場
合、英語版が優先するものとする。 
 
27.2 世界規程の各条項に注釈として付された解
説は、世界規程の解釈に用いられるものとする。 
 
27.3 世界規程は独立かつ自立した文書として解
釈されるものとし、署名当事者又は各国政府の既
存の法令を参照して解釈されないものとする。 
 
27.4 世界規程の各部及び各条項の見出しは、便宜
上のものであって、世界規程の実体規定の一部と
はみなされず、また、当該見出しが言及する規定
の文言に対して影響するものであるとはみなされ
ない。 
 
27.5 世界規程又は国際基準において使用される
「日」という用語は、別途明示される場合を除き、
暦日をいうものとする。 
 
27.6 世界規程は、署名当事者によって受諾され、
当該署名当事者の規則にて実施される以前から審
理中の事案に対し、遡及して適用されない。但し、
世界規程以降に発生した違反について第 10 条に
基づいて制裁措置を認定する場合には、世界規程
以前におけるアンチ・ドーピング規則違反も「1
回目の違反」又は「2 回目の違反」として数えら
れる。 
 
27.7 「世界アンチ・ドーピング・プログラム及び
世界規程の目的、範囲及び構成」、「付属文書 1－
定義」及び「付属文書 2－第 10 条の適用例」は、
世界規程の不可分の一部として扱われる。 
 
 
第 28 条 通知 
 
28.1 本規程において言及されているすべて
の通知は、本条の規定に従うものとする。 
 
28.2 JADA の登録検査対象者リストに掲げら
れている競技者は、JADA に通知送付先を提供する
ものとし、送付先を変更する場合には、JADA に当
該変更の詳細を提供する責任を負う。 
 
28.3 JADA の登録検査対象者リストに掲げら
れている競技者への通知は、競技者によって JADA
に提供された送付先に送付されるものとする。当
該通知は、送付後 3 日経過後には受領されたもの
とみなされるものとする。 
 
28.4 その他の競技者又はその他の人への通



106 
 

知は、当該競技者又は人によって提供された送付
先に送付することで実行されるものとする。当該
通知は、送付後 3 日経過後には受領されたものと
みなされるものとする。 
 
28.5 JADA は、書留郵送、ファクシミリ、電
子メール、電話、その他の利用可能な伝達手段を
使用して通知を付与することができる。 
 
 
第 29 条 最終条項 
 
29.1 本規程において使用される「日」という用
語は、別途明示される場合を除き、暦日をいうも
のとする。 
 
29.2 本規程は、独立かつ自立した文書として解
釈されるものとし、既存の法令を参照して解釈さ
れないものとする。 
 
29.3 本規程は世界規程及び国際基準の適用され
る条項に従い採択され、世界規程及び国際基準の
適用される条項に合致する方法で解釈されるもの
とする。世界規程及び国際基準は本規程の不可分
の一部とみなされ、矛盾がある場合には優先する
ものとする。 
 
29.4 序論及び付属文書 1 は本規程の不可分の一
部とみなされるものとする。 
 
29.5 本規程の各条項に付されている解説は、本
規程の解釈に使用されるものとする。 
 
29.6 本規程は、2021 年 1 月 1 日（「効力発生日」）
に発効するものとする。本規程は、2015 年 1 月 1
日に発効した JADA のアンチ・ドーピング規程を
失効させる。 
 
29.7 本規程は、効力発生日前に審理中であった
案件に遡及的に適用されないものとする。 
 
29.7.1 効力発生日以降に発生した違反について
第 10 条に基づいて制裁措置を認定する場合には、
効力発生日前におけるアンチ・ドーピング規則違
反も「1 回目の違反」又は「2 回目の違反」として
数えられる。 
 
29.7.2 効力発生日において審理中のアンチ・ドー
ピング規則違反事案、及び効力発生日以前に発生
したアンチ・ドーピング規則違反に基づく効力発
生日以降に提起されたアンチ・ドーピング規則違
反事案に関しては、当該事案に関する聴聞パネル
が、当該事案の状況に基づき、「寛大な法（lex 
mitior）」の原則を適用されることが適切である旨
を判断しない限り、主張されているアンチ・ドー
ピング規則違反の発生時に効力を有していた実体
的なアンチ・ドーピング規則に準拠するものとし、
本規程に定められている実体的なアンチ・ドーピ
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ング規則には準拠しないものとする。かかる目的
において、第 10.9.4 項に基づく複数回の違反の認
定において従前の違反が考慮されうる際の遡及的
期間及び第 16 条に定める時効は、実体的な規則で
はなく手続規則であり、本規程の他の手続規則と
併せて、遡及的に適用されるべきである（但し、
第 16 条は、効力発生日までに時効期間が満了して
いない場合に限り、遡及的に適用されるものとす
る。）。 
 
29.7.3 効力発生日前の第 2.4 項の居場所情報関連
義務違反（「結果管理に関する国際基準」において
用語が定義されるところに従い、提出義務違反又
は検査未了のいずれであるかを問わない。）は、「結
果管理に関する国際基準」に従い、繰り越され、
満了前にこれに依拠することができるが、発生し
てから 12 ヶ月後に満了したものとみなされるも
のとする。 
 
29.7.4 アンチ・ドーピング規則違反に対する終局
的な決定が効力発生日以前に言い渡されたが、競
技者又はその他の人が効力発生日において依然と
して資格停止期間中である事案に関し、競技者又
はその他の人は、JADA 又はその他アンチ・ドーピ
ング規則違反の結果管理を行うアンチ・ドーピン
グ機関に対し、本規程を踏まえた資格停止期間の
短縮を申請できる。当該申請は資格停止期間が満
了する前になされなければならない。 
 
言い渡された決定に対しては、第 13.2 項に従って
不服申立てを行うことができる。本規程は、アン
チ・ドーピング規則違反があった旨の終局的な決
定が言い渡され、課された資格停止期間が満了し
た事案には適用されない。 
 
29.7.5 第10.9.1項に基づき2回目の違反につき資
格停止期間を査定する際、1 回目の違反の制裁措
置が効力発生日前に有効であった規則に基づき決
定されている場合には、本規程が適用可能であっ
たならば 1 回目の違反につき査定されたであろう
資格停止期間が、適用されるものとする。 
 
［第 29.7.5 項の解説：第 29.7.5 項に記載された状
況以外で、アンチ・ドーピング規則違反があった
旨の終局的な決定が効力発生日前に言い渡され、
課された資格停止期間が満了した事案には、以前
の違反を再評価するために本規程を使用すること
はできない。］ 
 
29.7.6 禁止表及び禁止表上の物質に関するテク
ニカルドキュメントに対する変更は、別途具体的
に規定する場合を除き、遡及的に適用してはなら
ない。しかし、例外として、禁止物質が禁止表か
ら除外された場合には、禁止物質であった物質を
理由として資格停止期間に現に服している競技者
又はその他の人は、JADA 又はその他アンチ・ドー
ピング規則違反について結果管理責任を負ってい
たアンチ・ドーピング機関に対し、禁止表から当
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該物質が除外されたことを踏まえた資格停止期間
の短縮を検討するよう申請することができる。 
 

 



109 
 

 
 付属文書 1 定義 

［定義に関する解説：定義語は、複数形、所有
格及び異なる品詞において使用される用語を含
む。］ 
 
「ADAMS」とは、アンチ・ドーピング管理運営シ
ステムであり、データ保護に関する法とあいまっ
て、関係者及び WADA のアンチ・ドーピング業務
を支援するように設計された、データの入力、保
存、共有、報告をするためのウェブ上のデータベー
スによる運営手段をいう。 
 
「投与」とは、他の人による、禁止物質又は禁止
方法の、提供、供給、管理、促進、その他使用又
は使用の企てへの参加をいう。但し、当該定義は、
真正かつ適法な治療目的その他認められる正当理
由のために使用された禁止物質又は禁止方法に関
する誠実な医療従事者の行為を含まないものと
し、又、当該禁止物質が真正かつ適法な治療目的
のために意図されたものでないこと若しくは競技
力を向上させるために意図されたものであること
について状況全体から立証された場合を除き、当
該定義は、競技会外の検査において禁止されない
禁止物質に関する行為を含まないものとする。 
 
「違反が疑われる分析報告」とは、WADA 認定分
析機関又は「分析機関に関する国際基準」に適合
する WADA 承認分析機関からの報告のうち、禁止
物質又はその代謝物若しくはマーカーの存在が検
体において確立されたもの、又は禁止方法の使用
の証拠が検体において確立されたものをいう。 
 
「アスリート・バイオロジカル・パスポートに基
づく違反が疑われる報告」とは、適用のある国際
基準において記載されているアスリート・バイオ
ロジカル・パスポートに基づく違反が疑われる報
告として特定された報告をいう。 
 
「加重事情」とは、標準的な制裁措置よりも厳し
い資格停止期間の賦課を正当化する可能性のあ
る、競技者若しくはその他の人に関連する状況又
は競技者若しくはその他の人の行動をいう。当該
状況及び行動は、以下を含むが、これらに限られ
ない。競技者又はその他の人が暫定資格停止を遵
守しなかったこと、競技者又はその他の人が複数
の禁止物質若しくは禁止方法を使用若しくは保有
し、複数の機会において禁止物質若しくは禁止方
法を使用若しくは保有し、又は、他の複数のアン
チ・ドーピング規則違反を行ったこと、通常の個
人であれば当該アンチ・ドーピング規則違反の競
技力向上の効果を当該状況又は行動がなかった場
合に適用されたであろう資格停止期間を超えて享
受する可能性があること、競技者又はその他の人
がアンチ・ドーピング規則違反の発見又は判断を
避けるために詐欺的又は妨害的行為を行ったこ
と、競技者又はその他の人が結果管理中に不正干
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渉を行ったこと。疑義を避けるために付言すると、
ここに記載された状況及び行動の例は排他的なも
のではなく、他の類似の状況又は行動もより長い
資格停止期間の賦課を正当化する場合がある。 
 
「アンチ・ドーピング活動」とは、アンチ・ドー
ピング教育及び情報、検査配分計画、登録検査対
象者リストの維持、アスリート・バイオロジカル・
パスポートの管理、検査の実施、検体の分析の手
配、インテリジェンスの収集及びドーピング調査
の実施、TUE 申請の処理、結果管理、賦課された
措置の遵守の監視及び執行、その他世界規程及び
／又は国際基準に定めるとおり、アンチ・ドーピ
ング機関により又はこれに代わって遂行されるア
ンチ・ドーピングに関連するすべての活動をいう。 
 
「アンチ・ドーピング機関」とは、ドーピング・
コントロール手続の開始、実施、又は執行に関す
る規則を採択する責任を負う WADA 又は署名当事
者をいう。 
具体例としては、国際オリンピック委員会、国際
パラリンピック委員会、その他の自己の競技大会
において検査を実施する主要競技大会機関、国際
競技連盟、国内アンチ・ドーピング機関が挙げら
れる。 
 
「競技者」とは、国際レベル（定義については各
国際競技連盟が定める。）又は国内レベル（定義
については各国内アンチ・ドーピング機関が定め
る。）のスポーツにおいて競技するすべての人を
いう。アンチ・ドーピング機関は、国際レベルの
競技者又は国内レベルの競技者のいずれでもない
競技者につき、アンチ・ドーピング規則を適用す
ることによりこれらの者を「競技者」の定義に含
める裁量を有する。国際レベルの競技者又は国内
レベルの競技者のいずれでもない競技者につき、
アンチ・ドーピング機関は以下の事項を行う選択
権を有する。限定した検査を行い若しくは検査を
行わないこと、すべての禁止物質を対象として網
羅的に分析するのではなく、その一部について検
体分析を行うこと、限定的な居場所情報を要請し
若しくは居場所情報を要請しないこと、又は事前
の TUE を要請しないこと。但し、アンチ・ドーピ
ング機関が、国際レベル又は国内レベルに至らず
に競技する競技者につき検査する権限を行使する
ことを選択し、当該競技者が第 2.1 項、第 2.3 項又
は第 2.5 項のアンチ・ドーピング規則違反を行った
場合には、世界規程に定める措置が適用されなけ
ればならない。第 2.8 項及び第 2.9 項並びにアン
チ・ドーピング情報及び教育との関係では、世界
規程を受諾している署名当事者、政府その他のス
ポーツ団体の傘下において競技に参加する人は、
競技者に該当する。 
 
［競技者の解説：スポーツに参加する個人は 5 つ
の区分のうち一つに該当すると判断して差支えな
い。1)国際レベルの競技者、2)国内レベルの競技者、
3)国際レベル又は国内レベルではないが国際競技
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連盟又は国内アンチ・ドーピング機関が権限を行
使することを選択した個人、4)レクリエーション
競技者、5)国際競技連盟及び国内アンチ・ドーピ
ング機関が権限を行使せず、又は権限を行使する
ことを選択していない個人。すべての国際レベル
又は国内レベルの競技者は世界規程のアンチ・
ドーピング規則の適用の対象となるが、国際レベ
ル及び国内レベルの競技の厳密な定義は、国際競
技連盟及び国内アンチ・ドーピング機関のアン
チ・ドーピング規則が各々定める。］ 
 
「アスリート・バイオロジカル・パスポート」と
は、「検査及びドーピング調査に関する国際基準」
及び「分析機関に関する国際基準」において記載
される、データを収集及び照合するプログラム及
び方法をいう。 
 
「サポートスタッフ」とは、スポーツ競技会に参
加し、又はそのための準備を行う競技者と共に行
動し、治療を行い、又は支援を行うコーチ、トレー
ナー、監督、代理人、チームスタッフ、オフィシャ
ル、医療従事者、親又はその他の人をいう。 
 
「企て」とは、アンチ・ドーピング規則違反に至
ることが企図される行為の過程における実質的な
段階を構成する行動に意図的に携わることをい
う。但し、企てに関与していない第三者によって
察知される前に人が当該企てを放棄した場合に
は、違反を行おうとした当該違反の企てのみを根
拠としてアンチ・ドーピング規則違反があったこ
とにはならない。 
 
「非定型報告」とは、違反が疑われる分析報告の
決定に先立ってなされる、「分析機関に関する国
際基準」又はこれに関連するテクニカルドキュメ
ントに規定された更なるドーピング調査を要求す
る旨の、WADA 認定分析機関又はその他の WADA
承認分析機関からの報告をいう。 
 
「アスリート・バイオロジカル・パスポートに基
づく非定型報告」とは、該当する国際基準におい
て、アスリート・バイオロジカル・パスポートに
基づく非定型報告として記載される報告をいう。 
 
「CAS」とは、スポーツ仲裁裁判所をいう。 
 
「世界規程」とは、世界アンチ・ドーピング規程
をいう。 
 
「競技会」とは、一つのレース、試合、ゲーム又
は単独のスポーツでの競争をいう。具体例として
は、バスケットボールの試合又はオリンピックの
陸上競技 100 メートル走の決勝戦が挙げられる。
段階的に進められる競争及びその他のスポーツ競
技のうち日々又はその他の中間的な基準で賞が授
与されるものについては、適用される国際競技連
盟の規則において競技会と競技大会との区別が定
められる。 
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「アンチ・ドーピング規則違反の措置」（「措置」）
とは、競技者又はその他の人がアンチ・ドーピン
グ規則違反を行った場合に、次に掲げるもののう
ちの 1又は 2以上の措置が講じられることをいう。 
(a)「失効」とは、特定の競技会又は競技大会にお
ける競技者の成績が取り消されることをいい、そ
の結果として、獲得されたメダル、得点、及び褒
賞の剥奪を含む措置が課される。 
(b)「資格停止」とは、一定期間にわたって、競技
者又はその他の人に対して、アンチ・ドーピング
規則違反を理由として、第 10.14 項の規定のとお
り、競技会若しくはその他の活動への参加が禁止
され、又は資金拠出が停止されることをいう。 
(c)「暫定的資格停止」とは、第 8 条の規定に従っ
て開催される聴聞会において終局的な判断が下さ
れるまで、競技者又はその他の人による競技会へ
の参加又は活動が暫定的に禁止されることをい
う。 
(d)「金銭的措置」とは、アンチ・ドーピング規則
違反を理由として賦課される金銭的制裁措置、又
はアンチ・ドーピング規則違反に関連する費用回
収をいう。 
(e)「一般開示」とは、 
一般公衆又は第 14条に基づき早期通知の権利を有
する人以外の人に対する情報の拡散又は伝達をい
う。チームスポーツにおけるチームもまた、第 11
条に定めるとおり措置に服する場合がある。 
 
「汚染製品」とは、製品ラベル又は合理的なイン
ターネット上の検索により入手可能な情報におい
て開示されていない禁止物質を含む製品をいう。 
 
「判断限界」とは、「分析機関に関する国際基準」
において定義されているとおり、検体における閾
値物質のための結果の値であって、これを超えた
場合に違反が疑われる分析報告がなされるものを
いう。 
 
「委託された第三者」とは、JADA が、ドーピング・
コントロール又はアンチ・ドーピング教育プログ
ラムの一面を委託する人をいい、JADA のために検
体採取その他ドーピング・コントロール・サービ
ス若しくはアンチ・ドーピング教育プログラムを
行う第三者若しくは他のアンチ・ドーピング機関、
又は、JADA のためにドーピング・コントロール・
サービスを行う独立請負人として務める個人（例
えば、雇用されていないドーピング・コントロー
ル・オフィサー又はシャペロン）を含むが、これ
らに限られない。この定義は、CAS を含まない。 
 
「失効」については、上記の「アンチ・ドーピン
グ規則違反の措置」を参照すること。 
 
「ドーピング・コントロール」とは、検査配分計
画の立案から、不服申立ての最終的な解決及び措
置の執行までのすべての段階及び過程（検査、ドー
ピング調査、居場所情報、TUE、検体の採取及び
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取扱い、分析機関における分析、結果管理並びに
第 10.14 項（資格停止又は暫定的資格停止中の地
位）の違反に関する調査又は手続を含むがこれら
に限られない。をいう。 
 
「教育」とは、スポーツの精神を育成し保護する
価値観を浸透させ、かかる行為を発展させ、また、
意図的及び意図的ではないドーピングを防止する
ための、学習の過程をいう。 
 
「競技大会」とは、単一の所轄組織の下で実施さ
れる一連の個別競技会のことをいう（例、オリン
ピック競技大会、国際競技連盟の世界選手権大会、
パンアメリカン大会）。 
 
「競技大会の期間」とは、競技大会の所轄組織に
より定められた、競技大会の開始と終了の間の時
間をいう。 
 
「競技大会会場」とは、競技大会の所轄組織によ
り指定された会場をいう。 
 
「過誤」とは、義務の違反又は特定の状況に対す
る適切な注意の欠如をいう。競技者又はその他の
人の過誤の程度を評価するにあたり考慮すべき要
因は、例えば、当該競技者又はその他の人の経験、
当該競技者又はその他の人が要保護者であるか否
か、障がい等の特別な事情、当該競技者の認識す
べきであったリスクの程度、並びに認識されるべ
きであったリスクの程度との関係で当該競技者が
払った注意の程度及び行った調査を含む。競技者
又はその他の人の過誤の程度を評価する場合に考
慮すべき事情は、競技者又はその他の人による期
待される行為水準からの乖離を説明するにあた
り、具体的で、関連性を有するものでなければな
らない。そのため、例えば、競技者が資格停止期
間中に多額の収入を得る機会を失うことになると
いう事実や、競技者に自己のキャリア上僅かな時
間しか残されていないという事実、又は競技カレ
ンダー上の時期は、第 10.6.1 項又は第 10.6.2 項に
基づき資格停止期間を短縮するにあたり関連性を
有する要因とはならない。 
 
［過誤に関する解説：競技者の過誤の程度を評価
する基準は、過誤が考慮されるすべての条項に共
通である。但し、第 10.6.2 項の場合、過誤の程度
を評価する際に、競技者又はその他の人に「重大
な過誤又は過失がないこと」が認定される場合を
除き、制裁措置を短縮することは適切ではない。］ 
 
「金銭的措置」について、上記の「アンチ・ドー
ピング規則違反の措置」を参照すること。 
 
「競技会（時）」とは、競技者が参加する予定の
競技会の前日の午後 11 時 59 分に開始され、当該
競技会及び競技会に関係する検体採取手続の終了
までの期間をいう。但し、国際競技連盟が特定の
競技のために異なる定義が必要であることの説得
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力ある正当化事由を提供した場合には、WADA は
当該競技のために代わりの定義を承認することが
できる。WADA が当該承認を行った場合には、当
該特定の競技について、すべての主要競技大会機
関はかかる代わりの定義に従うものとする。 
 
［競技会（時）の解説：競技会（時）について普
遍的に受諾された定義を有することは、すべての
競技にわたり競技者間のより大きな調和をもたら
し、競技会（時）検査の該当する時間枠に関する
競技者間の混乱を除去し又は減少させ、競技大会
中の競技会間における不注意による違反が疑われ
る分析報告を回避し、競技会外で禁止される物質
からもたらされる潜在的な競技力向上の利益が競
技会期間に持ち越されることを防ぐのに資するも
のである。］ 
 
「インディペンデント・オブザーバー・プログラ
ム」とは、オブザーバー及び／又は監査人のチー
ムが、WADA のコンプライアンス監視プログラム
の一環として、WADA の監督下で、特定の競技大
会の前又はその最中にドーピング・コントロール
手続を監視し、ドーピング・コントロール手続に
ついて助言を提供し、監視事項に関して報告を行
うことをいう。 
 
「個人スポーツ」とは、チームスポーツ以外のス
ポーツをいう。 
 
「資格停止」については、上記の「アンチ・ドー
ピング規則違反の措置」を参照すること。 
 
「組織的な独立性」とは、不服申立ての聴聞パネ
ルは、結果管理について責任を負うアンチ・ドー
ピング機関から機関として完全に独立していなけ
ればならないことをいう。よってそれらはいかな
る方法によっても、結果管理について責任を負う
アンチ・ドーピング機関により運営され、これに
関連し又はその傘下にあってはならない。 
 
「国際競技大会」とは、国際オリンピック委員会、
国際パラリンピック委員会、国際競技連盟、主要
競技大会機関又はその他の国際的スポーツ団体が
当該競技大会の所轄組織であるか、又は当該競技
大会に関してテクニカルオフィシャルを指名して
いる競技大会又は競技会をいう。 
 
「国際レベルの競技者」とは、「検査及びドーピ
ング調査に関する国際基準」に適合し、各国際競
技連盟の定義する、国際レベルにおいて競技する
競技者をいう。 
 
［国際レベルの競技者の解説：国際競技連盟は、
「検査及びドーピング調査に関する国際基準」に
適合する限り、競技者を国際レベルの競技者に分
類する上で使用する基準（例えば、ランキング、
特定の国際競技大会への参加、ライセンスの種類
など）を自由に決定することができる。但し、国
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際競技連盟は、競技者が国際レベルの競技者に分
類されたときは、競技者においてこれを速やかに、
かつ容易に確認できるよう、当該基準を明確かつ
簡潔な様式で公表しなければならない。例えば、
当該基準が特定の国際競技大会への参加を含む場
合には、当該国際競技連盟はそれらの国際競技大
会の一覧を公開しなければならない。］ 
 
「国際基準」とは、世界規程を支持する目的で
WADA によって採択された基準をいう。 
（他に採りうる基準、慣行又は手続とは対立する
ものとして）国際基準を遵守しているというため
には、国際基準に定められた手続を適切に実施し
ていると判断されることが必要である。国際基準
は、国際基準に基づき公表されたテクニカルド
キュメントを含むものとする。 
 
「JADA」とは、公益財団法人日本アンチ・ドーピ
ング機構をいう。 
 
「日本アンチ・ドーピング規律パネル」とは、本
規程に対する違反の主張に対して判断を下す、JSC
により任命された委員から構成される組織をい
う。 
 
「スポーツ庁」とは、文部科学省の外局で、スポー
ツを所管している国の行政機関をいう。 
 
「日本スポーツ仲裁機構」とは、日本アンチ・ドー
ピング規律パネルの決定に対する不服申立てにつ
いて判断を下す組織（公益財団法人日本スポーツ
仲裁機構）をいう。 
 
「JOC」とは、公益財団法人日本オリンピック委員
会をいい、日本における国内オリンピック委員会
である。 
 
「JSC」とは、独立行政法人日本スポーツ振興セン
ターをいう。 
 
「JSPO」とは、公益財団法人日本スポーツ協会を
いう。 
 
「JPC」とは、日本における国内パラリンピック委
員会である、日本パラリンピック委員会（公益財
団法人日本障がい者スポーツ協会）をいう。 
 
「主要競技大会機関」とは、国内オリンピック委
員会の大陸別連合及びその他の複数のスポーツを
所轄する国際的な機関であって、大陸、地域又は
その他の国際競技大会の所轄組織として機能する
機関をいう。 
 
「マーカー」とは、化合物、化合物の集合体又は
生物学的変数であって、禁止物質又は禁止方法の
使用を示すものをいう。 
 
「代謝物」とは、生体内変化の過程により生成さ
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れた物質をいう。 
 
「最低報告レベル」とは、WADA 認定分析機関が、
検体における禁止物質又はその代謝物若しくは
マーカーの推定濃度がこれを下回る場合に、当該
検体を違反が疑われる分析報告として報告すべき
でない、当該推定濃度をいう。 
 
「18 歳未満の者」とは、18 歳に達していない自然
人をいう。 
 
「国内アンチ・ドーピング機関」とは、国内にお
いて、アンチ・ドーピング規則の採択及び実施、
検体採取の指示、検査結果の管理並びに結果管理
の実施に関して第一位の権限を有し、責任を負う
ものとして国の指定を受けた団体をいう。関連当
局によって当該指定が行われなかった場合には、
当該国の国内オリンピック委員会又はその指定を
受けた者が国内アンチ・ドーピング機関となる。
日本において、国内アンチ・ドーピング機関は
JADA である。 
 
「国内競技大会」とは、国際レベルの競技者又は
国内レベルの競技者が参加する競技大会又は競技
会のうち国際競技大会に該当しないものをいう。 
 
「国内競技連盟」とは、日本の国内又は地域的組
織であって、国際競技連盟のメンバーであり、又
は日本の当該国若しくは地域における国際競技連
盟の競技を支配している実体として国際競技連盟
により承認されている実体をいう。 
 
「国内レベルの競技者」とは、「検査及びドーピ
ング調査に関する国際基準」に適合する、各国内
アンチ・ドーピング機関が定義する、国内レベル
で競技する競技者をいう。日本において、国内レ
ベルの競技者は本規程の序論（「本規程の適用範
囲」の項）に定めるとおり定義されている。 
 
「国内オリンピック委員会」とは、国際オリンピッ
ク委員会公認の組織をいう。国内競技連合体が国
内オリンピック委員会のアンチ・ドーピングの分
野における典型的な責任を負う国においては、国
内オリンピック委員会は、当該国内競技連合体を
含むものとする。日本において、国内オリンピッ
ク委員会は JOC である。 
 
「過誤又は過失がないこと」とは、競技者又はそ
の他の人が禁止物質若しくは禁止方法の使用若し
くは投与を受けたこと、又はその他のアンチ・ドー
ピング規則に違反したことについて、自己が知ら
ず又は推測もせず、かつ最高度の注意をもってし
ても合理的には知り得ず、推測もできなかったで
あろう旨を当該競技者が証明した場合をいう。要
保護者又はレクリエーション競技者の場合を除
き、第 2.1 項の違反につき、競技者は禁止物質がど
のように競技者の体内に入ったかについても証明
しなければならない。 
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「重大な過誤又は過失がないこと」とは、競技者
又はその他の人が、事情を総合的に勘案し、過誤
又は過失がないことの基準を考慮するにあたり、
アンチ・ドーピング規則違反との関連において、
当該競技者又はその他の人の過誤又は過失が重大
なものではなかった旨を証明した場合をいう。要
保護者又はレクリエーション競技者の場合を除
き、第 2.1 項の違反につき、競技者は禁止物質がど
のように競技者の体内に入ったかについても証明
しなければならない。 
 
「運営上の独立性」とは、(1)結果管理について責
任を負うアンチ・ドーピング機関又はその関連組
織（例えば、メンバー連盟又は同盟）の理事会構
成員、スタッフメンバー、委員会構成員、コンサ
ルタント及びオフィシャル、並びに、案件のドー
ピング調査及び裁定前段階に関与している人が、
結果管理について責任を負うアンチ・ドーピング
機関の聴聞パネルのメンバー及び／又は事務局
（当該事務局が判断の協議過程及び／又はドラフ
ティング過程に関与している限りにおいて）に任
命されてはならないこと、並びに、(2)聴聞パネル
が、アンチ・ドーピング機関その他第三者から干
渉を受けることなく聴聞及び判断決定手続を行う
地位にあることをいう。その目的は、聴聞パネル
のメンバーその他聴聞パネルの判断に別途関与し
ている個人が、事案のドーピング調査又は事案を
進行させる判断に関与していないことを確保する
ことにある。 
 
「競技会外」とは、競技会（時）以外の期間をい
う。 
 
「参加者」とは、競技者又はサポートスタッフを
いう。 
 
「人」とは、自然人、又は組織その他の団体をい
う。 
 
「保有」とは、実際に物理的に保有している状態、
又は擬制保有をいう（これに該当するものは、禁
止物質若しくは禁止方法に対して、又は禁止物質
若しくは禁止方法が存在する場所に対して、人が
排他的に支配を及ぼし、又は支配を及ぼすことを
意図している場合に限られる。）。但し、禁止物
質若しくは禁止方法に対して、又は禁止物質若し
くは禁止方法が存在する場所に対して、人が排他
的に支配を及ぼしていない場合には、当該人が禁
止物質又は禁止方法の存在を知っており、かつ、
これに対して支配を及ぼす意図があった場合のみ
が擬制保有に該当する。但し、人が、アンチ・ドー
ピング規則に違反した旨の通知（種類は問わな
い。）を受ける前に、アンチ・ドーピング機関に
対する明確な表明により、保有の意思がなく、保
有を放棄した旨を証明する具体的な行為を起こし
ていた場合には、当該保有のみを根拠としてアン
チ・ドーピング規則違反があったことにはならな
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い。本定義における異なる記載にかかわらず、禁
止物質又は禁止方法の購入（電子的その他の方法
を含む。）は、当該購入者による保有を構成する。 
 
［保有の解説：本定義に基づき、競技者の車内に
おいて蛋白同化ステロイド薬が発見された場合、
第三者がその自動車を用いていた旨を当該競技者
が証明できなければ、違反が成立する。この場合、
アンチ・ドーピング機関は、競技者本人が当該自
動車を排他的に支配できない状態にあったとして
も競技者は蛋白同化ステロイド薬の存在を知って
おり、蛋白同化ステロイド薬に支配を及ぼす意図
があったということを証明しなければならない。
同様に、競技者とその配偶者が共同で管理してい
る自宅の薬棚に蛋白同化ステロイド薬が発見され
た場合には、アンチ・ドーピング機関は、薬棚の
中にス蛋白同化テロイド薬が存在することを競技
者が知っており、蛋白同化ステロイド薬に支配を
及ぼす意図があったことを証明しなければならな
い。禁止物質を購入する行為自体は、例えば、製
品が届かず、他人がこれを受領し、又は第三者の
住所に送付された場合でも、保有を構成する。］ 
 
「禁止表」とは、禁止物質及び禁止方法を特定し
た表をいう。 
 
「禁止方法」とは、禁止表に記載された方法をい
う。 
 
「禁止物質」とは、禁止表に記載された物質又は
物質の分類をいう。 
 
「要保護者」とは、アンチ・ドーピング規則違反
の時点において、以下に該当する競技者又はその
他の自然人をいう。(i)16 歳に達していない者、(ii)18
歳に達しておらず、登録検査対象者リストに含ま
れておらず、オープン・カテゴリーで国際競技大
会において競技したことのない者、又は、(iii)年齢
以外の理由で、該当する国の法律に従い行為能力
が十分でないと判断された者。 
 
［要保護者の解説：本規程は、以下の理解に基づ
き、保護された人を特定の状況において他の競技
者又はその他の人とは異なる扱いをしている。特
定の年齢又は知的能力を下回る場合には、競技者
又はその他の人は、本規程に含まれる行動禁止を
理解し、評価する精神的能力を有しない可能性が
ある。これは、例えば、知的障がいを理由として
行為能力が十分でないことが確認されたパラリン
ピックの競技者を含む。「オープン・カテゴリー」
という用語は、ジュニア又は年齢グループ区分に
限定される競技会を除くことを意図している。］ 
 
「暫定聴聞会」とは、第 7.4.3 項との関係において、
第 8 条に基づく聴聞会に先立って開催される略式
の聴聞会であって、競技者に対して通知を交付し
書面又は口頭で意見を聴取する機会を与えるもの
をいう。 
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［暫定聴聞会の解説：「暫定聴聞会」とは、事案に
おける事実の完全な審査を伴わない可能性のあ
る、予備的な手続にすぎない。競技者は暫定聴聞
会の後、事案の本案につき、引き続いて完全な聴
聞を受ける権利を有する。これに対し、第 7.4.3 項
に当該用語が使用されるところの「緊急聴聞会」
とは、迅速な日程に基づき行われる本案に関する
完全な聴聞会である。］ 
 
「暫定的資格停止」については、上記の「アンチ・
ドーピング規則違反の措置」を参照すること。 
 
「一般開示」については、上記の「アンチ・ドー
ピング規則違反の措置」を参照すること。 
 
「レクリエーション競技者」とは、該当する国内
アンチ・ドーピング機関によりレクリエーション
競技者として定義される自然人をいう。但し、当
該用語は、アンチ・ドーピング規則違反を行う前
の 5 年間の内に、（「検査及びドーピング調査に
関する国際基準」に適合して各国際競技連盟が定
義する）国際レベルの競技者若しくは（「検査及
びドーピング調査に関する国際基準」に適合して
各国アンチ・ドーピング機関が定義する）国内レ
ベルの競技者であった人、オープン・カテゴリー
で国際競技大会においていずれかの国を代表した
人、又は、国際競技連盟若しくは国内アンチ・ドー
ピング機関により維持された登録検査対象者リス
ト若しくは他の居場所情報リストに含まれた人を
含まないものとする。日本において、レクリエー
ション競技者は本規程の序論（「本規程の適用範
囲」の項）に定めるとおり定義されている。 
［レクリエーション競技者の解説：「オープン・
カテゴリー」という用語は、ジュニア又は年齢グ
ループ区分に限定される競技会を除くことを意図
している。］ 
 
「地域アンチ・ドーピング機関」とは、国内アン
チ・ドーピング・プログラムにつき委託された領
域を調整し、管理する、加盟国の指定する地域的
組織をいう。国内アンチ・ドーピング・プログラ
ムにつき委託された領域とは、アンチ・ドーピン
グ規則の採択及び実施、検体の計画及び採取、結
果の管理、TUE の審査、聴聞会の実施、並びに地
域レベルにおける教育プログラムの実施を含む場
合がある。 
 
「登録検査対象者リスト」とは、国際競技連盟又
は国内アンチ・ドーピング機関の検査配分計画の
一環として、重点的な競技会（時）検査及び競技
会外の検査の対象となり、またそのため第 5.6 項及
び「検査及びドーピング調査に関する国際基準」
に従い居場所情報を提出することを義務付けられ
る、国際競技連盟が国際レベルの競技者として、
また国内アンチ・ドーピング機関が国内レベルの
競技者として各々定めた、最優先の競技者群のリ
ストをいう。日本において、登録検査対象者リス
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トは本規程第 5.5 項に定めるとおり定義されてい
る。 
 
「結果管理」とは、「結果管理に関する国際基準」
の第 5 条に従った通知又は特定の事案（例えば、
非定型報告、アスリート・バイオロジカル・パス
ポート、居場所情報関連義務違反）において「結
果管理に関する国際基準」の第 5 条に明示的に規
定される当該通知前手順から、責任追及過程を通
じて第一審又は（不服申立てがあった場合には）
不服申立て段階における聴聞手続の終了を含む案
件の終局的な解決までの時間枠を包含する過程を
いう。 
 
「検体」又は「標本」とは、ドーピング・コント
ロールにおいて採取された生体物質をいう。 
 
［検体又は標本の解説：一定の宗教的又は文化的
集団においては、血液検体の採取は信条に反する
と主張されることがあるが、当該主張には根拠が
ないものとされている。］ 
 
「署名当事者」とは、世界規程の第 23 条に定める
とおり、世界規程を受諾し、これを実施すること
に同意した団体をいう。 
 
「特定方法」については、第 4.2.2 項を参照するこ
と。 
 
「特定物質」については、第 4.2.2 項を参照するこ
と。 
 
「厳格責任」とは、アンチ・ドーピング規則違反
を立証するためにはアンチ・ドーピング機関が競
技者側の使用に関しての意図、過誤、過失又は使
用を知っていたことを立証しなくてもよいとする
第 2.1 項及び第 2.2 項に基づく法理をいう。 
 
「濫用物質」については、第 4.2.3 項を参照するこ
と。 
 
「実質的な支援」：第 10.7.1 項との関係において、
実質的な支援を提供する人は、(1)自己が保有する
アンチ・ドーピング規則違反その他第 10.7.1.1 項に
記載された手続に関するすべての情報を署名入り
の書面又は録音されたインタビューにより完全に
開示し、(2)アンチ・ドーピング機関又は聴聞パネ
ルからの要求がある場合には、例えば、聴聞会に
おいて証言をするなど、当該情報に関する事案又
は案件のドーピング調査及び裁定に対し十分に協
力しなければならない。さらに、提供された情報
は、信頼できるものであり、かつ、開始された事
案又は手続の重大な部分を構成するものでなけれ
ばならず、仮に事案又は手続が開始されていない
場合には、事案又は手続の開始に十分な根拠を与
えるものでなければならない。 
 
「不正干渉」とは、ドーピング・コントロール手



121 
 

続を覆すが、別途禁止方法の定義に含まれない意
図的な行為をいう。不正干渉は、一定の作為又は
不作為を目的として贈賄又は収賄を行うこと、検
体の採取を妨害すること、検体の分析に影響を与
え又はこれを不可能にすること、アンチ・ドーピ
ング機関又は TUE 委員会若しくは聴聞パネルに提
出される文書を偽造すること、証人から虚偽の証
言をさせること、結果管理又は措置の賦課に影響
を与えるためにアンチ・ドーピング機関又は他の
聴聞機関に他の詐欺的行為を行うこと、及びドー
ピング・コントロールの側面に対する類似の意図
的な妨害又は妨害の企てを含むが、これらに限ら
れない。 
 
［不正干渉の解説：例えば、本項は、検査中にドー
ピング・コントロール・フォームにおける識別番
号を改変すること、B 検体の分析時に B のボトル
を破壊すること、他の異物を追加することにより
検体を改変すること、又は、ドーピング・コント
ロール手続で証言若しくは情報を提供した潜在的
な証人若しくは証人を威嚇し、威嚇しようと企て
ることを禁止する。不正干渉とは、結果管理中に
発生する不正行為も含む。第 10.9.3.3 項を参照する
こと。しかし、アンチ・ドーピング規則違反の責
任追及に対する人の正当な防衛の一環として取ら
れた行動は、不正干渉とはみなされないものとす
る。ドーピング・コントロール・オフィサー又は
ドーピング・コントロールに関わる他の人に対す
る攻撃的な行為であって、別途不正干渉を構成し
ない行為は、スポーツ団体の規律規則で取り扱わ
れるものとする。］ 
 
「特定対象検査」とは、「検査及びドーピング調
査に関する国際基準」に定める基準に基づき、検
査のために特定の競技者を抽出することをいう。 
 
「チームスポーツ」とは、競技会中に、選手交代
が認められるスポーツをいう。 
 
「テクニカルドキュメント」とは、国際基準に規
定されるとおりの特定のアンチ・ドーピングの主
題についてのテクニカルな義務的要件を含む、
WADA が採択し、随時公表する文書をいう。 
 
「検査」とは、ドーピング・コントロール手続の
うち、検査配分計画の立案、検体の採取、検体の
取扱い並びに分析機関への検体の搬送を含む部分
をいう。 
 
「検査対象者リスト」とは、競技者の居場所を特
定しこれを競技会外で検査するための、一定の居
場所情報が必要な競技者を含む、登録検査対象者
リストより下の階層をいう。 
 
「治療使用特例（TUE）」とは、医療上の症状を
有する競技者が禁止物質又は禁止方法を使用する
ことを認めるものである。但し、第 4.4 項及び「治
療使用特例に関する国際基準」に定める条件が充
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足される場合に限る。 
 
「不正取引」とは、アンチ・ドーピング機関の権
限に服する競技者、サポートスタッフ又はその他
の人が、第三者に対し、（物理的方法、電子的方
法その他方法を問わず）禁止物質又は禁止方法を
販売、供与、輸送、送付、配送又は頒布すること
（又は当該目的のために保有すること）をいう。
但し、当該定義は、真正かつ適法な治療目的その
他認められる正当理由のために使用された禁止物
質に関する誠実な医療従事者の行為を含まないも
のとし、又、当該禁止物質が真正かつ適法な治療
目的のために意図されたものでないこと若しくは
競技力を向上させるために意図されたものである
ことにつき状況全体から立証された場合を除き、
当該定義は、競技会外の検査において禁止されな
い禁止物質に関する行為を含まないものとする。 
 
「ユネスコ国際規約」とは、2005 年 10 月 19 日の
ユネスコ総会の第33回会期において採択されたス
ポーツにおけるドーピングの防止に関する国際規
約並びに同規約の締約国及びスポーツにおける
ドーピング防止に関する締約国会議において採択
されたそのすべての改定をいう。 
 
「使用」とは、いずれかの禁止物質又は禁止方法
において、手段を問わず、これを利用し、塗布し、
服用し、注入し若しくは摂取することをいう。 
 
「WADA」とは、世界アンチ・ドーピング機構をい
う。 
 
「条件付合意」とは、第 10.7.1.1 項及び第 10.8.2 項
において、定められた時間内において、競技者又
はその他の人がアンチ・ドーピング機関に情報を
提供することを認める、アンチ・ドーピング機関
と競技者又はその他の人との間の書面による合意
であって、以下の理解が規定されたものをいう。
実質的な支援に関する合意又は事案解決合意が成
立に至らなかった場合には、アンチ・ドーピング
機関は、この特別の設定の中で競技者又はその他
の人から提供を受けた情報を、本規程に基づく結
果管理手続で当該競技者又はその他の人の利益に
反する方法で使用してはならず、また、競技者又
はその他の人は、この特別の設定の中でアンチ・
ドーピング機関から提供を受けた情報を、本規程
に基づく結果管理手続で当該アンチ・ドーピング
機関の利益に反する方法で使用してはならない。
かかる合意は、アンチ・ドーピング機関、競技者
又はその他の人が、かかる合意において記載され
る定められた時間外に情報源から収集された情報
又は証拠を使用することを妨げるものではない。 
 

 


